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議 事 日 程 （第７号） 

 

                       令和８年３月５日（木曜日）午前10時開議 

 

（開 議） 

 

第１ 議案第１号 令和８年度北九州市一般会計予算 

第２ 議案第２号 令和８年度北九州市国民健康保険特別会計予算 

第３ 議案第３号 令和８年度北九州市食肉センター特別会計予算 

第４ 議案第４号 令和８年度北九州市卸売市場特別会計予算 

第５ 議案第５号 令和８年度北九州市渡船特別会計予算 

第６ 議案第６号 令和８年度北九州市土地区画整理特別会計予算 

第７ 議案第７号 令和８年度北九州市土地区画整理事業清算特別会計予算 

第８ 議案第８号 令和８年度北九州市港湾整備特別会計予算 

第９ 議案第９号 令和８年度北九州市公債償還特別会計予算 

第10 議案第10号 令和８年度北九州市住宅新築資金等貸付特別会計予算 

第11 議案第11号 令和８年度北九州市土地取得特別会計予算 

第12 議案第12号 令和８年度北九州市駐車場特別会計予算 

第13 議案第13号 令和８年度北九州市母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 

第14 議案第14号 令和８年度北九州市産業用地整備特別会計予算 

第15 議案第15号 令和８年度北九州市漁業集落排水特別会計予算 

第16 議案第16号 令和８年度北九州市介護保険特別会計予算 

第17 議案第17号 令和８年度北九州市空港関連用地整備特別会計予算 

第18 議案第18号 令和８年度北九州市臨海部産業用地貸付特別会計予算 

第19 議案第19号 令和８年度北九州市後期高齢者医療特別会計予算 

第20 議案第20号 令和８年度北九州市市民太陽光発電所特別会計予算 

第21 議案第21号 令和８年度北九州市市立病院機構病院事業債管理特別会計予算 

第22 議案第22号 令和８年度北九州市上水道事業会計予算 

第23 議案第23号 令和８年度北九州市工業用水道事業会計予算 

第24 議案第24号 令和８年度北九州市交通事業会計予算 

第25 議案第25号 令和８年度北九州市病院事業会計予算 

第26 議案第26号 令和８年度北九州市下水道事業会計予算 

第27 議案第27号 令和８年度北九州市公営競技事業会計予算 

第28 議案第28号 令和７年度北九州市一般会計補正予算の専決処分の報告について 

第29 議案第29号 北九州市行政手続条例の一部改正について 

第30 議案第30号 北九州市行政不服審査法に基づく手数料等に関する条例の一部改正につい

て 

第31 議案第31号 北九州市犯罪被害者等支援条例について 
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第32 議案第32号 北九州市手数料条例の一部改正について 

第33 議案第33号 北九州市市税条例の一部改正について 

第34 議案第34号 北九州市市税条例の一部改正について 

第35 議案第35号 法人の市民税の課税の臨時特例に関する条例の一部改正について 

第36 議案第36号 北九州市国民健康保険条例の一部改正について 

第37 議案第37号 北九州市難病の患者に対する医療等に関する法律の規定に基づく過料に関

する条例の一部改正について 

第38 議案第38号 北九州市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例等の一部を改正

する条例について 

第39 議案第39号 北九州市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例について 

第40 議案第40号 北九州市児童福祉法の規定に基づく過料に関する条例の一部改正について 

第41 議案第41号 北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正について 

第42 議案第42号 北九州市中央卸売市場条例及び北九州市公設地方卸売市場条例の一部改正

について 

第43 議案第43号 建築物における駐車施設の付置及び管理に関する条例の一部改正について 

第44 議案第44号 北九州市火災予防条例の一部改正について 

第45 議案第45号 北九州市立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関

する条例等の一部改正について 

第46 議案第46号 北九州市職員定数条例等の一部改正について 

第47 議案第47号 自然史・歴史博物館熱源改修工事請負契約締結について 

第48 議案第48号 北九州市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について 

第49 議案第49号 地方独立行政法人北九州市立病院機構の出資等に係る不要財産の納付の認

可について 

第50 議案第50号 地方独立行政法人北九州市立病院機構定款の一部変更について 

第51 議案第51号 基本財産の額の増加に係る福岡北九州高速道路公社の定款の変更に関する

同意について 

第52 議案第52号 建物の取得について 

第53 議案第53号 旦過地区立体換地建築物整備業務委託契約の一部変更について 

第54 議案第54号 包括外部監査契約締結について 

第55 議案第55号 令和７年度北九州市一般会計補正予算（第７号） 

第56 議案第56号 令和７年度北九州市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

第57 議案第57号 令和７年度北九州市渡船特別会計補正予算（第２号） 

第58 議案第58号 令和７年度北九州市土地区画整理特別会計補正予算（第２号） 

第59 議案第59号 令和７年度北九州市港湾整備特別会計補正予算（第２号） 

第60 議案第60号 令和７年度北九州市土地取得特別会計補正予算（第２号） 

第61 議案第61号 令和７年度北九州市駐車場特別会計補正予算（第１号） 

第62 議案第62号 令和７年度北九州市上水道事業会計補正予算（第１号） 

第63 議案第63号 令和７年度北九州市下水道事業会計補正予算（第１号） 
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第64 議案第64号 令和７年度北九州市公営競技事業会計補正予算（第１号） 

第65 議案第65号 北九州市介護保険条例の一部改正について 

第66 議案第66号 北九州市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

（散 会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議に付した事件 
 

日程第１ 議案第１号から 

日程第66 議案第66号まで 

追加日程 令和８年度予算特別委員会の委員長及び副委員長の選任について 
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出 席 議 員 （56人） 

        

      １番  菊  地  公  平   ２番  佐  藤  栄  作 

      ３番  上  野  照  弘   ４番  吉  村  太  志 

      ５番  田  仲  常  郎   ６番  宮  﨑  吉  輝 

      ７番  中  村  義  雄   ８番  鷹  木  研 一 郎 

      ９番  戸  町  武  弘   11番    山      

      12番  村  上  幸  一   13番  日  野  雄  二 

      14番  吉  田  幸  正   15番  西  田     一 

      16番  田  中     元   17番  金  子  秀  一 

      18番  廣  田  信  也   19番  立  山  幸  子 

      20番  た か の  久 仁 子   21番  小  松  み さ 子 

      22番  冨 士 川  厚  子   23番  渡  辺  修  一 

      24番  中  島  隆  治   25番  松  岡  裕 一 郎 

      26番  木  畑  広  宣   27番  村  上  直  樹 

      28番  成  重  正  丈   29番  岡  本  義  之 

      30番  三  宅  ま ゆ み   31番  森  本  由  美 

      32番  大 久 保  無  我   33番  小  宮  け い 子 

      34番  森     結 実 子   35番  泉     日 出 夫 

      36番  中  村  じゅん子   37番  山  﨑  英  樹 

      38番  山  田  大  輔   39番  宇 都 宮     亮 

      40番  永  井     佑   41番  伊  藤  淳  一 

      42番  宇  土  浩 一 郎   43番  高  橋     都 

      44番  山  内  涼  成   45番  荒  川     徹 

      46番  大  石  正  信   47番  伊  﨑  大  義 

      48番  本  田  一  郎   49番  奥  村  直  樹 
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      54番  村  上  さ と こ   55番  松  尾  和  也 
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午前10時00分開議 

○副議長（村上直樹君）ただいまから、本日の会議を開きます。 

 日程第１ 議案第１号から、日程第66 議案第66号までの66件を一括して議題といたしま

す。 

 昨日に引き続き、一般質疑を行います。20番 たかの議員。 

○20番（たかの久仁子君）皆様おはようございます。公明党のたかの久仁子です。本日は、お

忙しい中、傍聴にお越しいただいた皆様、ネット中継を御覧の皆様、本当にありがとうござい

ます。会派を代表いたしまして一般質疑をさせていただきます。 

 初めに、子供の図書館の環境整備について伺います。 

 教育委員会の令和８年度当初予算案では、学力向上を最重点テーマに掲げ、時代のニーズに

応じた新たな学びを実現する学校づくりを進めることにより北九州市の教育環境の充実を図る

とされています。その中で、学力向上に向けた３つのアプローチの一つとしてＡＩプラス読書

の強化が挙げられており、また、読書推進の取組として、子供が本を手に取りやすい仕組みと

環境の整備を図るために、未来をひらく！わくわく学校図書館プロジェクト事業などに取り組

むとされています。読書を推進し、自ら探究する力や非認知能力を育むことで、子供たちの健

やかな成長につながることが期待されます。 

 しかし、図書館の環境整備を実現していくためには、専門的な知識を有する学校司書の存在

が不可欠です。本市における学校図書館の学校司書の現状は、各中学校区及び特別支援学校に

63名が配置され、その方が２～３校も兼任している状況です。保護者等の図書ボランティアは

いたりしますが、学校図書館の蔵書のコンディションを正しく把握し、子供の学びや興味関心

に合った本をそろえるといった適切な読書環境を整備するためには、専門的な資格を持つ司書

が必要であります。また、子供の居場所としての図書館の役割を考えたときに、常駐する司書

の方がいらっしゃるということは、子供たちの相談相手となるだけでなく、心の居場所として

の機能も高めると考えます。実際、市民の方からは、小学校で司書の方が長期間不在となり、

補修予定の本が山積みになっているとの声や、図書ボランティアは図書館に入れない状況があ

ったとのことで、各小学校に１人ずつの司書配置を求める声が上がっています。 

 さらに、本の量ではなく、蔵書の質を見える化するため、図書館カルテを活用するなどして

蔵書の適切な廃棄と更新を行い、また、司書の研修を充実させ、先生方と連携し、新たな資料

を活用した授業の提案や効果的な授業計画に結びつけるなどの環境整備も必要と思います。 

 そこで、２点お伺いします。 

 １点目は、教育委員会として学校司書の役割をどう考えているのか、また、配置拡充をどの

ように取り組んでいくのか、見解をお聞かせください。 

 ２点目は、電子書籍の拡充についてです。電子書籍は、音声で読んでくれるものもあり、い

つでもどこでも書籍が読める便利なものですが、コストがかかるため冊数が少なく、人気書籍
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は長時間の待機となっているのが実情です。せっかく小学校入学時に子ども電子図書館のＩＤ

が配付されているということで、ぜひ多くの子供たちに利用してほしいと願っています。 

 そこで、読書バリアフリーについての観点からも、電子書籍の冊数拡充と利用促進について

どのように取り組むのか、見解をお聞かせください。 

 次に、学校水泳授業の民営委託化について伺います。 

 昨年６月、小倉南区の高蔵小学校の水泳授業において、46人中25人に湿しんやしびれ、腹痛

が見られたなどの報道がなされました。当初、樹木の粉の影響などが想定されましたが、調査

の結果、プラスチックマットに手をついた際の圧迫痕であり、問題はなく、腹痛も個人の体調

や体が冷えたことによるものであり、水質に問題はないと判断され、授業は再開されました。

今回は大事に至らず安心いたしましたが、昨今の猛暑に伴う熱中症リスクや雨風などの天候に

よる影響など、学校の水泳授業において様々な外的な環境要因の影響があることは否めませ

ん。また、愛知県では、中学校の教諭がプールの水を約３日間半にわたり出しっ放しにしてし

まい、水道代約52万円分の損害が発生し、公費で負担されたという、人的要因によるトラブル

の事例もありました。 

 本市では、学校水泳授業の民営委託化の有効性について、令和４年度に２校、令和５年度に

３校の小学校プールの委託検証事業を行い、試験実施の結果、一定の有効性があったとお聞き

しています。教育委員会では、その結果を受け、自校のプールが使用できない場合の選択肢の

一つとしているということですが、水泳授業の実施場所は学校のままであることが多く、民間

の施設利用が進んでいる状況とは言えません。民間のプール施設は、専門スタッフがいるため

泳力向上が期待でき、また、衛生管理や事故防止対策などが徹底されているため、教師の負担

軽減にもなります。また、屋内施設であるため、年間を通じてカリキュラムを組む利点もあり

ます。小学校から歩いて行ける範囲にある民間プールの活用をぜひ進めてはいかがでしょう

か。 

 そこで、２点お伺いします。 

 １点目に、今後も学校水泳授業を安定的に続けていくためには、コスト、教育の質、運営負

担、公平性といった様々な観点を考慮し、多様な関係者と連携を図っていくことが必要と思い

ますが、持続可能な解決策をどのように考えているのか、見解をお聞かせください。 

 ２点目に、中学校では、思春期の生徒の声に配慮し、プール実技の廃止や座学に切り替える

動きがあります。ＩＣＴを活用して、水の危険性や対処法に関する知識や理解を深める取組も

有効ではありますが、実技を行わずに座学だけで果たして本当に水の危険などに対処できるの

か、懸念も残ります。中学校における水泳授業の今後の在り方について教育委員会としてどの

ようにお考えか、見解をお聞かせください。 

 最後に、５歳児健診モデル事業について伺います。 

 私は、５歳児健診について昨年６月定例会で質問させていただき、我が会派の議員もこれま
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で度々取り上げてまいりました。そのような中、このたびの令和８年度当初予算案で５歳児健

診モデル事業が計上されたことについて、子供たちの健やかな成長を支える取組が前進したも

のとして大変うれしく、感謝申し上げます。 

 就学前の５歳という時期は基本的な生活習慣や社会性が形成される重要な段階であり、この

時期に健診を行うことで、子供たち一人一人の特性や発達の状況を早期に把握し、その子に応

じた適切な支援を行うことが可能となります。また、健診において特に問題が見られない子供

の保護者にとっても、生活習慣や育児について助言を受けるよい機会となり、家庭での子育て

環境の充実や健康意識の向上につながるものと考えます。さらに、周囲の発達障害の理解にも

つながっていく機会になってほしいと願っております。 

 発達に課題が疑われる場合には早期に専門的支援につなぐことが重要であり、そのためには

健診後のフォロー体制が極めて重要です。保護者の不安に寄り添い、相談支援や療育、教育機

関との連携など、切れ目のない支援体制を整備し、継続的に伴走する仕組みを構築していく必

要があります。他都市のモデル事業の取組におきましては、健診の対象の範囲を療育センター

のサポートを受けていない子供で発達が気になる方の希望制にしたり、モデル園を数か所決め

て、園医が健診する方式で行われたりしているようです。 

 そこで、５歳児健診モデル事業について２点お伺いいたします。 

 １点目に、５歳児健診モデル事業の実施後の検証はどのような観点で行い、本格実施に移行

するかどうかの判断基準は何か。また、市内全域への展開を見据えた際の課題認識についてお

示しください。 

 ２点目に、今後、モデル事業の実施に当たって検討会で実施方法などを検討されると思いま

すが、単なる健診手法の検討にとどまらず、支援体制の拡充や関係機関との連携の在り方につ

いてまで踏み込んだ議論を行うのかお伺いいたします。 

 子供の特性は問題ではなく個性であり、早期に気づき、適切な支援につなげることは、子供

本人の可能性を広げるだけではなく、保護者の不安軽減にもつながります。本市が先進的な取

組として切れ目のない支援体制を構築することを強く期待いたします。 

 以上で私の第１質疑を終わります。御清聴ありがとうございました。 

○副議長（村上直樹君）市長。 

○市長（武内和久君）おはようございます。大項目３つ目、５歳児健診モデル事業につきまし

て、モデル事業実施後の検証の観点、判断基準、市内全域展開への課題認識、お尋ねがござい

ました。また、支援体制で関係機関との連携についてもお尋ねいただきました。 

 乳幼児健康診査につきましては、母子保健法によりまして、市町村において１歳６か月児及

び３歳児に対する健康診査の実施が義務づけられているところでございます。加えて、国は、

乳幼児の健やかな発達を確保する観点から、出産後から就学前までの切れ目のない健診の実施

体制を整備することを目的として、令和５年度から５歳児健康診査について実施自治体への支
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援を開始したところでございます。５歳児は、言語の理解能力や社会性が高まる一方で、発達

障害が認知される時期であり、保健、医療、福祉による支援の有無がその後の成長、発達に影

響を及ぼす時期でございます。こうしたことから、５歳児に対しまして、子供の特性を早期に

発見し、特性に合わせた支援を行うことは重要と認識をしております。 

 ５歳児健診は、発達面の評価、発達障害等のスクリーニングを目的としており、国は集団健

診を推奨しております。他方、これまで北九州市では、基本的に各種健診は個別健診で実施し

ており、５歳児健診について国の推奨する集団健診方針で実施する場合には、健診の実施体制

をどのように構築していくかなどの解決すべき課題がございます。このため、北九州市では、

令和８年度、北九州市医師会や５歳児の多くが通園する保育園や幼稚園、教育機関等の関係機

関で構成する検討会を設置するとともに、250名程度の児童を対象といたしまして集団健診に

よるモデル事業を実施することとしております。検討会では、１つに、専門職の確保を含めた

健診の実施体制の構築、２つ目に、市内全域へ展開できる健診の方法、３つ目に、健診後のフ

ォローアップ体制の構築、関係機関との連携の在り方のほか、議員からお尋ねがあった点も含

め、様々な課題等について検討を行うこととしておりまして、今後の本格実施につなげてまい

りたいと考えております。 

 全ての子供が適切な支援を受けることにより健やかに成長し、生活の質を向上させることは

重要であるため、５歳児健診をはじめといたしまして、子供の育ちを支える取組をしっかりと

進めてまいります。以上です。残りは担当局長等からお答えします。 

○副議長（村上直樹君）教育長。 

○教育長（太田清治君）大項目１つ目の子供の図書館の環境整備について、２つの御質問いた

だいておりますので、順次お答えしたいと思います。 

 読書は、子供の学びと成長の原動力である知的好奇心を育み、考える力、感じる力、創造す

る力、表現する力などの生きる力を身につける上で重要な役割を果たすものと考えておりま

す。 

 学校図書館では、館長である校長と学校図書館法で必置の司書教諭が、運営方針の決定やイ

ベントの企画、実施など、運営の中核を担っています。加えて、北九州市では、学校図書館職

員と呼ぶ学校司書やブックヘルパーなどによる支援、また、児童会、生徒会、図書委員会のメ

ンバーである児童生徒の積極的な参画により、チーム学校としての運営体制を確保しておりま

す。この体制の中で、学校図書館職員は、学校が決定した運営方針や企画等を踏まえ、本を手

に取りやすい環境整備、授業の単元に関する書籍の一覧作成や紹介、本の管理、修復作業など

の支援的業務を行っております。また、元校長の図書館職員コーディネーター１名を教育委員

会に配置しており、各学校を巡回して学校図書館職員の指導、支援を行うなど、運営体制の強

化を図っています。 

 こうした中、各学校がより魅力的な読書活動を推進していくため、令和８年度から、学校管
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理職や学校図書館職員等を対象とした講習内容の充実を図るとともに、図書館職員コーディネ

ーターや指導主事による巡回頻度を増やすなど、学校現場へのきめ細かな支援策を検討してい

くこととしております。このようなことから、学校図書館職員の配置の拡充については考えて

おりませんけれども、今後も、子供たちにとってよりよい学校図書館環境の整備に向けて、既

存の体制を最大限に活用しながら円滑な運営に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、読書バリアフリーの観点からも、電子書籍の冊数拡充と利用促進についてどのように

取り組むのかについてでございますが、北九州市では、コロナ禍での子供の読書活動や学習機

会の確保、小・中学生に配備される１人１台端末の活用などを目的として、令和３年４月に全

国に先駆け、子供を対象とした電子書籍を導入いたしました。これまで、小・中、特別支援学

校の児童生徒への利用者ＩＤの交付、市政だよりやホームページ等を活用した周知、企業や北

九州教育財団などからの寄贈による電子書籍の充実などの取組を行ってまいりました。 

 一方、電子書籍は原則、複数の子供の同時利用ができない、紙の本を読むことが難しい子

供、例えば弱視であるとか、あるいはディスレクシアのお子さんのことになりますけれども、

にも配慮した電子書籍が十分でないなどの課題もありました。そこで、電子書籍の冊数を大幅

に拡充するとともに、複数の子供が同時に利用可能な児童書籍の導入、朗読したものを耳で聞

くオーディオブックの追加などを行う経費を令和８年度予算案として計上いたしております。 

 このような電子書籍の拡充に合わせ、今後はさらに多くの子供たちに利用してもらう取組が

重要と考えております。具体的には、新たに導入する電子書籍について、小・中、特別支援学

校や子育て支援施設等を通じて幅広く周知すること。児童生徒が１人１台端末を活用し、電子

書籍へ気軽にアクセスできる仕組みを導入することなどを検討しております。今後とも、電子

書籍の利用を促進するとともに、子供たちがいつでもどこでも本に親しめる環境づくりを着実

に進めてまいりたいと考えております。 

 最後になりますが、大項目２つ目の学校水泳授業の民営委託化について、学校水泳授業を安

定的に続けていくため、持続可能な解決策について、中学校における水泳授業の今後の在り方

についてという２つの質問にまとめてお答えいたします。 

 水泳授業を安定的に継続していくためには、熱中症リスクや学校プールの老朽化などへの対

応が重要であると認識しております。このため、教育委員会では、熱中症対策ガイドラインに

基づき、日よけテントの設置や小まめな水分補給などの熱中症対策を行った上で、自校のプー

ルを最大限に活用することを原則とし、自校のプールが老朽化等で使用できない場合は学校外

の施設を活用して水泳学習を実施することとしています。そのうち、公営、民営の室内プール

は天候に左右されないなどの利点があるため、活用における選択肢の一つとしております。 

 他方、こうした施設を利用する上では、児童生徒の移動時間・移動手段の確保、施設使用料

や移動に係る費用負担、さらには一般利用との調整といった課題がございます。このようなこ

とから、教育委員会では、学校の実情に合わせまして、費用、学習効果、教員の負担軽減、安
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全確保などの要素を勘案し、原則として、近隣校、次に公営プール、そして民間プールの順番

で代替プールを選定することとしております。今後も、その方針に沿って、関係施設と連携を

図りながら水泳学習を行ってまいります。 

 令和８年度は、小・中学校合わせて11校が校外施設で水泳学習を行うこととしております。

活用する施設の選択肢も広げており、令和７年度から開始した大学プールの活用に加えまし

て、令和８年度は中学校１校が民間プールを活用する予定でございます。 

 続いて、中学校における水泳授業の今後の在り方についてでございますが、議員御指摘の、

他都市ではプールでの実技を廃止し、座学に切り替える動きがあることは承知しております。

しかしながら、国が定める学習指導要領では、水泳学習は児童生徒が泳ぎ方や水の事故から身

を守る力を身につけるための重要な学習と位置づけられており、適切な泳げる場所の確保が困

難な場合を除き、小学校全学年、中学校１、２年で実技が必修とされております。特に、自ら

の命を守る行動につなげるためには、知識の習得だけでなく、実技を通じて水に対する身体的

な感覚を養うとともに、自らの健康、安全に配慮しながら適切に行動できる力を身につけるこ

とが大切であると考えています。具体的には、自分の体調の変化に注意を払う、自己の体力や

技能に応じた運動量で練習する、体調に異常を感じたら運動を中止するなどでございます。こ

うしたことから、北九州市では学習指導要領に基づき、実技を伴う水泳学習を継続することと

しております。 

 今後も、子供たちが水と親しみながら健やかに成長できるよう、安全で持続可能な水泳学習

の機会を確保してまいります。答弁は以上でございます。 

○副議長（村上直樹君）20番 たかの議員。 

○20番（たかの久仁子君）御答弁ありがとうございました。早速、第２質疑と要望をさせてい

ただきます。 

 子供の図書館の環境整備についてですが、電子書籍の大幅拡充、本当にありがとうございま

す。人気の電子書籍は、私が見たとき待機が50人ぐらい待ちだったので、同時に読める電子書

籍、子供たちが読みたいときに読める環境はとてもうれしく思います。 

 私は以前、学校図書ボランティアとして、学校司書の方の指導の下に本の修繕をしたり、本

の貸し借りのお手伝いをしたことがあります。学校司書は、本の適切な整備や選書などだけで

はなく、子供の本への興味関心を高める工夫として図書館だよりを作成して本の紹介をした

り、いろんな本を入れて福袋を作って、子供の本との偶然の出会いを広げる工夫をしてくださ

ったりもしているようです。本市におきまして、学校司書は会計年度任用職員で、欠員、育

休、産休などで休んでも代替えの制度はないとのことですが、学校司書の役割を図書教諭や学

校館長の校長先生や教育委員会のコーディネーターなどが巡回を増やしてくださったとして

も、いつもではないので、司書の代わりは大変かと思います。 

 そこで、提案ですが、代替要員登録制度をつくる自治体が増えているそうです。本市におい
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て、学校司書の代替要員登録制度を入れたり、検討を今後考えてはどうでしょうか。 

○副議長（村上直樹君）教育長。 

○教育長（太田清治君）まず最初に、議員がブックヘルパーとして御支援をいただいているこ

とに感謝をします。本当ありがとうございます。 

 今、御質問いただきました学校図書館職員が長期にお休みをした場合、休職した場合という

ことになりますけれども、実はこの方々は会計年度任用職員でございますので、代替としまし

ては、基本的には長期のお休みを取られたら違う方に入っていただくということを制度として

設けてはおります。ただ、ここ数年そういった方がいらっしゃらなかったと担当から聞いてお

ります。いずれにしましても、重要な役割を担っていただいておりますので、途中で絶えるこ

とがないように、継続してしっかりとそういった環境は整えてまいりたいと思います。以上で

ございます。 

○副議長（村上直樹君）20番 たかの議員。 

○20番（たかの久仁子君）子供の読書量は、情報機器で時間が取られ、以前に比べて減ってい

るようなので、大変憂慮しております。今後、学校司書の在り方を検討し、子供の豊かな心を

育み、学力向上につなげていっていただきたいと思います。 

 次に、学校水泳授業の民営化について要望を伝えさせていただきます。水泳の指導に関して

は、現在、思永中プールや桃園プールでも学校の先生方がされているようです。特に、女性の

先生方は水着に着替えたりするなどの負担がとても大きいかと思います。また、小学校の先生

は泳げなくても先生に採用されることがあるということで、指導に関しては、施設に水泳指導

者がいる場合は、指導要領、目的などを共有、すり合わせして、学校の先生の負担軽減のため

にも水泳指導者の活用をしていただければと思います。 

 それと、保護者の方の御意見を紹介したいと思います。子供さんは体が成長期に急激に大き

くなることもあり、何回かの水泳授業のために水着を買い換えるのが大変というお声や、水着

を買いに行こうとすると、シーズン中はサイズがなく、売り切れていたりするというお声をお

聞きいたします。天候に左右されず、水泳授業を年間を通して予定どおり行える利点や、バス

を活用して歩いて行くことなどでわくわく感も生まれるかと思いますので、今後、民営委託化

もさらに前進をしていっていただければと思います。 

 次に、５歳児健診モデル事業に関してですけれども、250名程度で集団健診ということで、

いろいろとこれから検討会を設けられるということで、ぜひよろしくお願いいたします。 

 乳幼児期に特性に早めに気づいた保護者の方は早くに支援の情報などを得て支援を受けるこ

とができますが、不安を抱えながらも育児に育てにくさを抱えたまま、子供の特性がはっきり

しないで就学をしましたら、支援が後手後手になり、不登校などを引き起こしたり、つまずき

を起こすことがあります。市民の方から、早い段階で発達障害のこと、支援学級について知る

機会をたくさんつくってほしかったというお声をいただいております。 
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 そこで、５歳児健診時やその前段階に保護者に対して発達障害の情報を発信し、支援体制や

支援級などの仕組みについての情報発信などを考えているか教えてください。 

○副議長（村上直樹君）子ども家庭局長。 

○子ども家庭局長（小林亮介君）５歳児健診を御受診いただきまして、お子様の特性を早期に

発見して、特性に合わせたその後の支援につなげていくことは非常に大事だと考えております

ので、その前後を含めて、支援がどうつながっていくか等につきましても５歳児健診の実施と

併せて市民の皆様に周知していくように検討していきたいと思います。以上でございます。 

○副議長（村上直樹君）20番 たかの議員。 

○20番（たかの久仁子君）ありがとうございます。早い段階で発達障害のこと、フォローアッ

プ体制を知ることは、理解促進や就学前の準備ができ、安心感につながっていくかと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本格実施への移行判断基準は、育てにくさのために虐待やネグレクトに至る防止のために

も、一人でも不安の解消につながることで支援に結びつけられ、多くの幼児の健康の保持、ま

た増進につながるのであれば、本格実施の価値があると思っております。子供の可能性を広げ

るという観点で、子育て支援の不安や困ったが支援につながって、今後、モデル事業が本格実

施に至ることを願います。 

○副議長（村上直樹君）たかの議員、時間がなくなりました。 

○20番（たかの久仁子君）ありがとうございました。 

○副議長（村上直樹君）進行いたします。19番 立山議員。 

○19番（立山幸子君）皆様おはようございます。公明党の立山幸子でございます。傍聴にお越

しの皆様、また、ネット中継を御覧の皆様、お忙しい中、ありがとうございます。会派を代表

して一般質疑をさせていただきます。 

 初めに、昨年の２月議会に続いて、こどもホスピスについて伺います。 

 命に関わる重い病気を患う子供が、家族と共に穏やかで安らげる環境の中で、必要なケアを

受けながら、遊びや学びも含めて子供らしい時間を過ごせることは極めて大切です。これは、

昨年の一般質疑に対する関係局の御答弁でも同様の御認識が示されました。一方で、その際の

答弁では、北九州市内ではこどもホスピスの設立についての相談がなく、国のモデル事業を実

施する予定はない、古賀市で開設した団体の運営を注視するとのことでした。 

 そこで、昨年、今年と、私は実際に、古賀市の福岡こどもホスピスプロジェクト、そして横

浜市のうみとそらのおうちを視察し、現場の機能と効果を確認してまいりました。視察に行っ

て痛感したのは、こどもホスピスは、あるとよいではなく、家族にとって必ずなくてはならな

い必要な支えだということです。病気や障害によって諦めざるを得なかった、どこかに行きた

い、何かをやりたい、家族で一緒に過ごしたい。その願いをかなえる支援は、本人や御家族の

後悔を少しでも減らすことにつながります。そして、国においても、自治体が民間団体等と連
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携して行う取組を支援するこどもホスピス支援モデル事業が令和７年度補正予算で措置され、

令和８年度概算要求にも計上されています。こどもホスピスを設置したいという相談がないか

ら動けないではなく、国の枠組みを活用して、市が積極的に関係者にヒアリングなどを行い、

ニーズ把握と連携体制づくりを進めていただきたいと考えます。 

 そこで、伺います。 

 １点目に、昨年の答弁以降、北九州市内でこどもホスピス、またはそれに類する取組である

レスパイト、兄弟支援、グリーフケア、宿泊・デイユース等について、医療機関、訪問看護、

福祉事業者、ＮＰＯ等から相談や提案、打診はその後あったのか教えてください。 

 ２点目に、やはりこどもホスピスは必ずなくてはならない場所だと思います。病気の子供た

ちや家族が笑顔で過ごせる居場所、最後まで家族全員が一緒にいることで幸せな思い出がたく

さんできることを望み、改めて、国のモデル事業を活用するなどしてぜひ本市でもこどもホス

ピスの取組を進めていただきたいと考えますが、見解をお聞かせください。 

 次に、若者への補聴器購入助成の基準緩和について伺います。 

 先日、市内にお住まいの女性から切実な御相談を受けました。その方の22歳の息子さんは中

等度の難聴があり、医師からは補聴器の使用を勧められているとのことでした。現在、本市に

は、身体障害者手帳の対象とならない18歳未満の軽度、中等度の難聴児に対する補聴器購入助

成があり、障害のある子供たちの発達や学びを支える大切な取組として評価しています。一方

で、軽度、中等度難聴の18歳以上の若者は、補聴器の購入、更新が自己負担となり、補聴器は

片耳でも数万円から数十万円と高額になるため、大きな負担となっています。 

 18歳以上の若者にとって、進学と並んで大きな節目が就職です。採用試験での面接、就職後

の職場での指示伝達、会議や研修、電話対応、接客など、聞こえの困難は就労の入り口と定着

の双方に影響します。特に、若い時期は、社会に出て経験を積み、自信を育み、将来の土台を

つくる重要な時期です。ここでつまずかないよう、社会全体で背中を押すことが、本人の人生

にとっても地域の活力にとっても大切だと考えます。このような大事な時期に、聞こえづらさ

を抱えながらも経済的負担の大きさのために補聴器の購入、更新ができないことは、就職の壁

になり得ます。これは、本人の努力だけでは解決しにくく、結果として就労機会の損失や早期

離職につながることも懸念されます。働きたい、学びたい、社会に参加したいという若者の意

欲を制度の谷間で諦めさせない。その視点が今、求められているのではないでしょうか。 

 そこで、伺います。 

 18歳以上の若者を対象とした補聴器購入・更新の支援、助成、貸付等について、独自制度の

創設または基準緩和を検討すべきと考えますが、見解を伺います。 

 次に、放課後等デイサービスにおける入浴支援について伺います。 

 令和６年度の障害福祉サービス等報酬改定により、入浴支援加算が新設されました。これ

は、医療的ケア児や重症心身障害児に対して入浴支援を行った場合に加算される制度であり、
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家族の介護負担の軽減や生活の質の向上に資する重要な施策であると評価しております。しか

しながら、現行制度では、知的障害や発達障害、軽度の心身障害などを有する児童はこの入浴

支援加算の対象外となっております。 

 しかし、実際の支援の現場では、強いこだわりや感覚過敏などにより家庭での入浴が困難な

児童や、保護者が就労しており、入浴介助の負担が極めて大きい家庭、行動障害があり、安全

確保のため複数の職員で対応が必要なケースなど、医療的ケアや重度の重複障害がなくても入

浴支援のニーズがあるケースは少なくありません。現在、本市においては、放課後等デイサー

ビス事業所が知的障害児等に入浴支援を行った場合、国の報酬上の加算はなく、事業所の持ち

出しとなったり、場合によっては支援そのものを断念せざるを得ない状況もあったりすると聞

いております。 

 入浴は、単なる清潔保持ではなく、生活習慣の形成、自立支援、そして家庭の安定に直結す

る重要な支援です。医療的ケア等の有無だけで支援の可否が分かれる現状は、実態に即してい

るとは言い難いのではないでしょうか。本市が国制度の隙間を埋める子供に寄り添う自治体と

して一歩踏み出すことを強く求めます。 

 そこで、行動障害により家庭での入浴が困難な児童への支援や、保護者の就労支援及びレス

パイト支援の観点など、また、児童虐待の予防や家庭の負担軽減などの観点から、放課後等デ

イサービスにおける入浴支援に対して市独自の補助制度もしくは加算制度を創設する考えはな

いでしょうか、見解をお願いいたします。 

 最後に、保育行政と就労支援の在り方についてお伺いします。 

 先日、市内の保育園に子供を通わせている保護者の方から、再就職のため職業訓練の受講を

予定しているが、オンラインによる職業訓練であるため保育の必要性が認められず、保育園を

退所となる可能性があるとの相談を受けました。その方は、再就職に向けて前向きに職業能力

の向上に取り組んでいましたが、その訓練が通所型ではなくオンラインで実施されるものであ

ったため、その時点の本市の運用では、通所型でないという理由で保育の継続利用が認められ

ないとの説明を受けたとのことでした。 

 しかし、近年、社会全体のデジタル化が進み、働き方や学び方も大きく変化しており、公的

機関が実施する職業訓練においてもオンライン形式は一般的な手法となっております。そこ

で、本件について担当課に確認したところ、今後はオンラインによる公的職業訓練についても

保育の必要性を認める方向で整理しているとの御回答をいただきました。市の柔軟かつ前向き

な御対応に感謝申し上げます。 

 そこで、お伺いします。 

 保育制度は、子育てと就労、就学の両立を支える重要な基盤であり、そのため、社会状況の

変化に即した柔軟な運用が求められております。今後も現状に即して柔軟な制度運用をしてい

ただき、また、制度の周知徹底をしていただければと要望いたします。その上で、今回のオン
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ラインによる公的職業訓練の保育の必要性について、その後、具体的にどのような運用に改め

られたのかお伺いします。 

 以上で第１質疑を終わります。御清聴ありがとうございました。 

○副議長（村上直樹君）市長。 

○市長（武内和久君）大項目４つ目、保育行政と就労支援の在り方について、オンラインによ

る公的職業訓練に係る保育の必要性についてお尋ねがございました。 

 新ビジョンの重点戦略である安らぐ町の実現を目指す上で、子育て世帯に寄り添い、安心し

て子供を産み育てることのできる環境を整えることは重要であると認識をしております。 

 保育所や認定こども園等は、就労、妊娠や出産、疾病、就学、同居親族の介護など子育て世

帯の様々な事情に応じ、適切な保育を提供することにより、保護者を支え、子供の健やかな子

育ちを支える役割を担っております。保育所等に入所するためには、法令に定められた保育を

必要とする事由のいずれかに該当することによって、北九州市の認定を受けていただく必要が

ございます。この事由の一つとして掲げられております就学に関しましては、保護者が、１つ

に、学校教育法に定める学校等に在学をしていること、２つに、職業能力開発促進法に基づく

職業訓練を受講していることなどが定められておりまして、これまで北九州市では、学校や職

業訓練施設等への通学、通所のために子供の保育が困難となる場合に認定の対象としてきたと

ころでございます。 

 議員御指摘のとおり、コロナ禍を契機として、企業等ではテレワーク等の多様な働き方が普

及し、学校や職業訓練に関しましてもオンラインを活用したものが一般的な手法として定着す

るなど、仕事や日常生活の様々なシーンにおいてオンライン化が急速に進展をしてまいりまし

た。また、これらを背景といたしまして、子育て中の方々からは、保育所の入所要件に関して

柔軟な運用を求める声もいただくようになってまいりました。こうした市民の皆様のニーズを

踏まえまして、北九州市におきましては、令和８年度に向けた制度の見直しに際しまして、就

学の要件に関する従来の運用を改め、通学や通所の有無を問わず、オンラインによる職業訓練

等についても保育認定の対象として取り扱うことといたしました。 

 保育所等は、働く保護者はもとより、就労を志す皆様、多様なライフスタイルで活躍される

皆様を支え、子供の健全な育ちを支える役割を担う施設でございます。今後とも、社会情勢等

を踏まえた柔軟な入所要件の検証、見直しも含めまして、子育て世帯の皆様を支えるため、し

っかりと取り組んでまいります。以上となります。残りは担当局長からお答えいたします。 

○副議長（村上直樹君）子ども家庭局長。 

○子ども家庭局長（小林亮介君）こどもホスピスにつきまして、まず、こどもホスピスまたは

それに類する事業者からの御相談の有無と、あと、国のモデル事業を活用した取組を進めるべ

きとの御質問に併せてお答えさせていただきます。 

 命に関わる重い病気を患う子供が、その御家族と穏やかで安らげる環境の中で必要なケアを
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受けながら、遊びや学びなども含めて充実した時間を過ごせる環境を持つことは大切であると

考えております。これまで北九州市では、病気を持つ子供や家族の支援として、平成27年に小

児慢性特定疾病支援室をウェルとばた内に設置し、様々な御相談に対応するほか、関係機関と

の連携による退院支援や在宅療養のサポート等に取り組んでおります。 

 議員お尋ねのこどもホスピスにつきましては、現在、全国12か所で民間団体や病院が開設を

しており、その他数か所でＮＰＯ等が設立に向けて準備を進めていると聞いておりまして、福

岡県の古賀市におきましてもＮＰＯ法人によってこどもホスピスが開設されたということは承

知をしております。昨年７月、古賀市でこどもホスピスを運営するＮＰＯ法人から、法人の取

組内容や福岡県や福岡市との協議の状況、また、今後の取組の展望等につきましてお話を伺っ

たところでございます。また、その際、北九州市で医療が必要な子供たちや障害のある子供た

ちが遊び体験や地域交流などを御家族と一緒に行えるように支援する団体の活動につきまして

も、こちらから御紹介をさせていただいたところでございます。 

 このような中、福岡県におきましては、令和７年度２月補正予算で、国補助を活用いたしま

したこどもホスピス活動支援費が計上されました。この事業では、医療、教育、福祉等の関係

機関で構成する協議会を設置することや、こどもホスピスの活動支援が盛り込まれていると聞

いております。こどもホスピスにつきましては、医療ニーズが高い方による御利用が想定され

ますことから、広域での医療連携が不可欠であると認識をしておりまして、北九州市としても

福岡県の取組というのを注視してまいりたいと考えております。 

 重い御病気を患う子供やその御家族の心身の負担や不安は多岐にわたりますことから、今後

もこどもホスピスの先行事例につきまして研究しつつ、引き続き丁寧な相談支援に努めてまい

りたいと考えております。以上でございます。 

○副議長（村上直樹君）保健福祉局長。 

○保健福祉局長（武藤朋美君）残りの２点の御質問に順次御答弁申し上げます。 

 まず、大項目２つ目、若者への補聴器購入助成の基準緩和について、独自制度の創設や基準

緩和というお尋ねでございます。 

 軽度、中等度の難聴のある方にとって、聞こえづらさが日常生活上のコミュニケーションに

影響を及ぼす可能性があることは課題であると受け止めております。 

 一般に、軽度、中等度難聴は聞こえの状態や生活への影響が個々に異なりますことから、ま

ずは専門医による診断を受け、状況に応じた対応につなげることが必要であります。補聴器の

購入につきましては、高度以上の難聴であり、身体障害者手帳の交付を受けた方に対して、障

害者総合支援法に基づく助成が行われております。また、身体障害者手帳には該当しないもの

の、医師から補聴器が必要と診断された18歳未満の軽度、中等度の難聴のある子供に対して

は、補聴器給付事業を実施しております。これは、幼児期からの言語発達が子供の成長にとっ

て重要であることを踏まえ、18歳未満の難聴のある子供への支援が特に必要であるとの考えか
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ら、市独自の取組として公費による給付を行っているものでございます。 

 議員お尋ねの、18歳以上の軽度、中等度の難聴がある方へ公費による支援を広げることにつ

きましては、幅広い世代の方から多様な公的支援の御要望がある中で、支援全体の整合性やバ

ランスを踏まえる必要があると考えております。また、難聴により鬱や社会的孤立等の危険性

を高めるとの研究があることから、効果が認められる場合には、あらゆる世代を対象とした全

国一律の公的補助制度を創設するよう国に要望しているところでございます。このようなこと

から、市として独自の助成等は考えておりません。 

 なお、北九州市としましても難聴への理解促進や早期発見は重要と考えており、啓発を進め

ているところでございます。若年層におきましても、聞こえの変化に早期に気づき、適切な受

診につなげることが重要でありますことから、今後、ホームページやＳＮＳ等を活用し、情報

発信の充実を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、大項目３つ目、放課後等デイサービスにおける入浴支援について、市独自の補助制

度、加算制度の創設はできないかとのお尋ねでございます。 

 障害のある子供を持つ御家庭への支援として、様々なサービスを適切に利用できる環境を整

えることは重要と考えております。 

 障害のある子供に生活能力向上のための必要な訓練等を行う放課後等デイサービスでは、令

和６年度の報酬改定において新たに入浴支援加算が新設されました。この加算は、支援ニーズ

の高い医療的ケア児や重症心身障害児を対象としており、重度障害がある子供を持つ御家族の

負担軽減を図るものでございます。一方で、議員御指摘のように、行動障害等のある子供など

は、国の制度上、当該加算の対象とならないケースがございます。こうした方々のうち、障害

特性等の事情から御家族が十分に世話を行うことができないなどの場合には、入浴を含めた家

庭内での身の回りの支援を行う居宅介護サービスを活用して負担軽減が図られております。放

課後等デイサービスでの入浴支援加算は、子供の発達や日常生活、家族を支える観点から令和

６年度の報酬改定で新設されたところであり、次の段階として令和９年度の報酬改定でどのよ

うな内容が示されるのか、まずは国の動きをしっかりと注視してまいりたいと考えておりま

す。 

 なお、北九州市としましては、御家族などの声を様々な機会を通じて国に対し、お伝えして

いくこととともに、既存の制度を活用しながら、障害のある子供の支援に取り組んでいくこと

としたいと考えております。これからも障害福祉サービス等が必要な方に適切に御利用いただ

けるよう、障害のある子供とその御家族が安心して暮らせる社会の実現に努めてまいりたいと

考えております。答弁は以上でございます。 

○副議長（村上直樹君）19番 立山議員。 

○19番（立山幸子君）御答弁ありがとうございます。残り時間は、要望と第２質疑をさせてい

ただきます。 
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 まずは、こどもホスピスについてです。こどもホスピスの発祥の地であるイギリスでは、こ

どもホスピスが地域の中にあること自体が誇りとされ、住民に深く受け入れられています。横

浜市のうみとそらのおうちも、そうしたイギリスの理念を参考に、地域に開かれ、地域と共に

支える施設として運営をされております。いつでも地域の皆様が遊びに来られるような雰囲気

と工夫をされていることがとても印象的でありました。さらに、運営の多くは個人や企業から

の寄附によって支えられており、支援の輪が広がることで家族のやりたいこと、かなえたいこ

とを可能な限り実現する、優しくて温かな時間と場所が守られておりました。ぜひ皆様にも見

に行っていただきたいですし、こういった取組があるということを広く周知していただきたい

と思っております。 

 こどもホスピスは、子供と本人と家族が過ごす時間を支えるだけではなく、子供を亡くした

後の親御さんのグリーフケアにも大きく関わる重要な役割を担っております。だからこそ、こ

うした子供と家族に寄り添うこどもホスピスを北九州市にもぜひ実現していただきたいと強く

要望させていただきます。 

 それから、若者の補聴器購入助成についてです。近年は、小・中・高生のイヤホン、ヘッド

ホン使用の増加に伴い、いわゆるイヤホン難聴など、若年層の聴覚リスクが指摘されておりま

す。将来、補聴器が必要となる若者を増やさないためにも、予防と啓発は重要だと考えます。 

 そこで、教育長に伺います。 

 児童生徒、保護者に対し、適切な音量や使用時間など、難聴予防に関する周知啓発を現在行

っているのでしょうか。また、それが十分でない場合は、学校での保健指導や家庭への情報提

供を含め、啓発を強化すべきと考えますが、見解をお願いいたします。 

○副議長（村上直樹君）教育長。 

○教育長（太田清治君）いわゆるイヤホン難聴の件でございますけれども、実際に小・中学生

を見てまいりますと、そんなにたくさんいつもつけているという状況は見られないんですけれ

ども、先ほどからお話を伺っていますと、二十歳を超えて、私、去年まで大学で教えていまし

たが、大学生がすごく多いんですよ、実は。ですから、授業の前とか、何々さんと話しかけて

もそのまま通り過ぎていってしまうような状況があって、何度か止めて話をしていくケースが

ございましたけれども、そういうようなことで、音が漏れたりして、かなり大きな音で聞いて

いると。これは悪くなるよなというのは感じておりました。ですから、今おっしゃってくださ

ったような、小さい頃からそういったことを啓発していくというのはすごく大事だなと認識を

しております。 

 教育委員会ですけれども、実際に啓発でいきますと、耳の日とか、そういった機会を捉えま

して、保健だよりとかで子供たち、それから保護者の方にも啓発をしておりますし、また、そ

ういった啓発のポスターとかも学校の中で貼っておりますので、そういったことで呼びかけは

しております。それから、定期の健診とかもございますので、子供たちに耳の、聞きづらいと
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か、そういった異状等がございましたら、保護者とも連携しながら、後々、授業等にも支障が

ないように、日常生活に支障がないようにお話をさせていただいているところです。いずれに

しましても、啓発というのは非常に大事だなと思っております。以上です。 

○副議長（村上直樹君）19番 立山議員。 

○19番（立山幸子君）ありがとうございます。若者の難聴が増えているということをしっかり

私たちも認識しながら、こういった支援ができればと思っております。若者の補聴器支援の議

論につながる今課題であると感じておりますので、しっかり若年層に対しての予防の徹底を強

く要望したいと思っております。 

 続いて、保育行政の在り方についてです。改めて、今回、迅速に運用改定をしていただき、

本当に感謝申し上げます。保育園は、単なる預かりの場ではなく、子供が安心して生活をし、

お友達との関係を育みながら成長していく大切な場所であります。今回、この質疑に至ったの

は、子供に一時的な保育園の退所を求めることで不安や負担を与えかねない、それは子供がか

わいそうと感じたお母さんの思いからであります。こどもまんなかｃｉｔｙを掲げる北九州市

として、これからも柔軟で子供中心の運用をお願いしたいと思います。これも要望とさせてい

ただきます。 

 また、放課後等デイサービスにおける入浴支援ですけれども、難しいということはしっかり

理解ができました。ただ、困っているのは制度の対象外になっている子供と家族であります。

まず、居宅介護サービスと先ほど答弁いただきました。これは実績があるのかどうなのか、ぜ

ひ教えていただきたいと思います。 

○副議長（村上直樹君）保健福祉局長。 

○保健福祉局長（武藤朋美君）お子様の居宅介護の利用でございますけれども、令和７年12月

で53人ということになっております。その中で、聞き取りとかをしないと把握が難しいものが

あるんですが、知的障害、恐らく行動障害というようなところで入浴支援を行っているお子様

は少なくとも９人はいらっしゃるというような情報があります。以上でございます。 

○副議長（村上直樹君）19番 立山議員。 

○19番（立山幸子君）ありがとうございます。まずは、本市として事業所などのニーズを含め

実態把握を行っていただき、必要な支援が行き届くように、できる手だての検討を求めます。

また、令和９年の報酬改定を見守るということでありましたけれども、市からも国に強く要望

していただいて、こういった支援が行き届くようにやっていただきたいと思います。子育てに

関することとか、やっぱり現場の声とか、また本人たちの、また御家族の意見をしっかり聞い

ていただいて進めていただけたらと思います。以上で終わります。ありがとうございました。 

○副議長（村上直樹君）進行いたします。25番 松岡議員。 

○25番（松岡裕一郎君）皆さんこんにちは。公明党の松岡裕一郎でございます。まず、傍聴に

お越しの皆様、本当にお忙しいところ、ありがとうございます。心から感謝申し上げます。ま
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た、インターネット中継等御覧の皆様、ありがとうございます。それでは、公明党を代表して

一般質疑をさせていただきます。 

 まず、質疑に入る前に、質疑項目について、項目の一部変更や削除した質問項目もございま

すが、大項目、テーマは変わりございませんので、御了承いただければと思います。 

 それでは、質問も多岐にわたるため、早速始めさせていただきます。 

 初めに、本市におけるストロー現象の防止と経済成長戦略についてお伺いします。 

 ストロー現象とは、もともと、瀬戸大橋開通前の備讃地域開発計画に参画した小野五郎元四

国通産局総務部長が、瀬戸大橋のような幹線交通路が開かれると、大きいほうの経済圏に小さ

いほうの経済圏のメリットが飲み込まれてしまうので、あらかじめ四国内の交通網整備による

四国４県の結束と物流拠点の整備を図る必要があると言って、自身を本州側に、アイスコーヒ

ーの入ったグラスを四国側に見立ててストローで吸ってみせ、このようにうまい部分は吸い上

げられて残されたのは氷だけでは困るだろう、と警告を発したのが語源とされる言葉で、交通

網の開通により都市が発展したり衰退したりすることを示します。全国における事例もあり、

ストロー現象により地元商店街などが大きな地盤沈下を起こし、企業の支店や配送拠点なども

県庁所在地などにある上位の支店に統廃合されて、地元の雇用喪失を招き、学生や若者はより

大きな都市に流出し、ビジネス客、観光客も日帰りに移行して宿泊や食事の売上げの減少を招

くなど、より大都市へと購買力が集中し、地方都市は衰退するという事例が見受けられていま

す。 

 本市においても若年層の転出超過が続き、特に東京圏や福岡市への人口流出が顕著であるの

は皆様御存じのとおりでありますが、そのような中、近年では２年連続で社会動態がプラスの

方向へ転じたことは大変喜ばしく、いいことですが、一方で、今後、現在計画されている下関

北九州道路などの交通網の整備が進めば、通過点になってしまうことも心配されます。下関北

九州道路については、今後、実現に向けて様々なプロセスが経られていくことになりますが、

明石海峡大橋に次ぐ規模になることから完成まで約15年と言われており、完成するまでの間

に、人、物、金の流出対策や都市の再構築に向けた経済成長戦略を加速させなければならない

と考えます。 

 そこで、３点お伺いします。 

 １点目に、近年、本市では若年層の転出超過が続き、福岡市等への人口流出が顕著ですが、

人口や雇用、消費や都市機能が吸収されている状況についてどのように分析し、その構造的要

因をどのように認識しているのかお伺いします。 

 またあわせて、現在の本市の社会動態プラスの動向をどのように分析しているのか、見解を

お伺いします。 

 ２点目に、北九州市新ビジョンにひもづく各分野別計画において、戦略や方向性、ＫＰＩが

示されております。そこで、空港や港における貨物取扱量、物流関連施設等への民間施設の立
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地件数や投資額など、物流振興や産業集積に関する様々なＫＰＩを踏まえ、現在の本市の物流

拠点化の進捗状況をお示しください。 

 また、私は、本州と九州をつなぐ上でも、経済的にも災害時の対応のためにも、下関北九州

道路は必要不可欠だと考えています。その上で、将来、下関北九州道路が完成した後に本市が

通過都市とならないよう、物流拠点化や企業誘致の取組を喫緊の課題として加速度的に進めな

ければならないと考えています。 

 そこで、現時点でのお考えについてお伺いします。 

 ３点目に、経済成長への戦略を進める上でも、企業誘致に必要な産業用地の確保は大変に重

要と考えます。私は、昨年の２月定例会本会議において地域未来投資促進法による産業用地の

確保についてお伺いしましたが、現在の進捗状況についてお伺いします。 

 また、私は、令和４年２月と12月定例会本会議にて企業誘致におけるインセンティブを提案

させていただき、その上で今回、令和８年度に民間投資インセンティブの拡充により固定資産

税を最大６年度分免除する趣旨の市税条例改正議案が提案されていますが、この制度の狙いに

ついて本市の見解をお伺いします。 

 次に、町内会、自治会の活性化と加入促進策についてお伺いします。 

 現在、本市の自治会加入率は58.6％と、加入率はいよいよ５割台となってきております。原

因は、高齢化による成り手不足、単身世帯の増加、若い世代では共働き等、価値観の多様化や

生活スタイルの変化などがあります。そのような中、本市は持続可能な地域コミュニティーを

目指して、北九州市地域コミュニティビジョンの策定に向けて検討会議や議論を重ねており、

このことは大変に重要なことだと考えています。 

 そのような中、昨年８月、公明党議員団は市民のニーズに関する調査をインターネットにて

5,458サンプル行い、その調査の項目の中で、町内会、自治会の活動の認知状況と評価を伺い

ました。町内会、自治会に関する改善案を聞いたところ、市が資金や人などの町内会、自治会

への支援をもっと行うが25.7％と最も多く、次いで、企業などの支援や協賛を進めるが

19.9％、市が町内会、自治会活動の意義をもっと積極的にＰＲするが17.7％、市の広報紙や連

絡事項のデジタル化をより進めるが14.9％、町内会、自治会の統廃合を進めるが14.3％などと

なっており、活性化させる必要はないは10.9％と１割ほどでした。このような結果からも、市

民の意見は、市は町内会、自治会に対してもっと資金や人の支援を行うとともに、ＰＲの支援

を考えなければならないというものであると考えます。 

 そこで、２点お伺いします。 

 １点目に、市民のニーズに関する調査の中で町内会、自治会の活動の評価を求めたところ、

意義があるし、自分に役立つという観点でスコアが40％を超えていて、評価の高い項目の１位

がごみの集積所の設置、維持管理で65.6％、２位が防犯灯の設置と管理で62.9％、３位が火災

や災害時の救出活動等で58.8％などとなっています。このように、ごみステーションと防犯
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灯、火災、災害時の対応などが意義があるし自分に役立つとニーズが高くなっており、これら

を町内会、自治会が担っていると宣伝し、ＰＲすることによって、市民の町内会、自治会への

関心が高まる可能性があるものと考えられます。 

 そこで、町内会、自治会がそれらの活動を地域住民に向けて宣伝し、ＰＲするためにお知ら

せの文書などを作成する場合、町内会、自治会の要望に応じて市がアドバイスを行い、ＰＲの

手助けをすることによって効果的なＰＲとなり、町内会、自治会の活性化と加入促進が期待で

きるのではないかと考えますが、本市の見解をお伺いいたします。 

 ２点目に、インセンティブ制度創設や加点制度等についてお伺いします。 

 現在、市内企業などが本市の入札に参加した場合、総合評価落札方式の中に加点制度があ

り、北九州市自治会活動応援事業者表彰受賞者は0.5が加点されます。そこで、この加点をさ

らに１や1.5などの高得点に引き上げるなど、町内会、自治会等に協力する企業が増え、人や

資金が地域コミュニティーに流れるよう政策誘導を行うため、入札制度におけるインセンティ

ブ制度創設などの思い切った改革を行ってはどうかと考えますが、本市の見解をお伺いしま

す。 

 次に、介護現場のＤＸについてお伺いします。 

 私は、過去、令和４年９月定例会市長質疑、令和４年12月定例会、令和５年６月定例会にお

いて、ケアマネジャー等現場の介護事業者の負担軽減を図るためのＤＸや、ＡＩによるケアプ

ラン作成等の介護現場の負担軽減に関する質問、提言をさせていただきました。特に、令和５

年６月定例会での質疑では、私の、ＤＸの検討状況や、また、今後も効率化やＤＸの機運醸成

のために委託事業者や一般社団法人介護支援専門員協会の方々や現場ケアマネジャーとの意見

交換会を定期的に継続すべきとの質問に対し、ＩＣＴ関連のメニューをケアマネジメント研修

に取り入れることや業務手順の見直し、関係部署と検討を始めたところであり、なお、国のデ

ータ連携システムが活用可能になれば介護予防プランのＤＸは一層の進展が期待できるため、

国の動向を注視してまいりたい。また、デジタル活用による効率化に努めてまいりたいと考え

ておりますとの趣旨の答弁がありましたが、その後、現場の事業者やケアマネジャーの方々か

らは、ケアマネジャーの負担軽減がなかなか進んでおらず、依然として書類が多い、また、申

請に時間がかかるとの声が様々聞こえておりました。しかし、今回、令和８年度当初予算の新

規事業で要介護認定オンライン申請活用事業として300万円が計上されたことは、大変重要な

一歩と感じております。 

 そこで、２点お伺いします。 

 １点目に、今回の新規予算の介護認定オンライン申請活用事業の概要についてお伺いしま

す。 

 また、ケアマネジャーの負担軽減について、どのような負担軽減を目指しているのか、国の

介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの在り方を含めて本市の見解をお伺いします。 
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 ２点目に、地域包括支援センターにおける介護予防ケアプラン委託事業者のＤＸ推進につい

て、今後どのように推進していくのか、本市の見解をお伺いします。 

 次に、建設用３Ｄプリンターの利活用についてお伺いします。 

 建設業における土木従事者の人手不足や高齢化による施工技術者の後継者問題などが山積す

る中、現在、国土交通省は、建設業の人手不足解消や工期短縮、生産性向上を目指し、建設用

３Ｄプリンター技術の導入を推進しています。さらに、同省では、型枠不要でモルタルを積層

造形する技術を中心に、推進策として、ＮＥＴＩＳ、新技術情報提供システム登録や土木学会

の新技術指針の整備などを通じて、インフラ分野のＤＸ、現場改革を進めています。全国にお

いても活用事例が出ており、橋りょう基礎の型枠、集水ます、折れ曲がりの水路側溝、擁壁の

作成など、３Ｄプリンターの利活用の用途は様々であり、全国的に施工例が広がっています。 

 そこで、本市においても、高齢化、人手不足、働き方改革、工期短縮などのために、本市の

インフラ設備工事に民間の提案による建設用３Ｄプリンターによるコンクリート製品を積極的

に採用し、活用すべきと考えますが、本市の見解をお伺いします。 

 最後に、小倉北区のまちづくりについて３点お伺いします。 

 １点目に、小倉北区の視覚障害者支援のためのエスコートゾーン整備についてお伺いしま

す。 

 市民相談にて、全盲の方が、小倉北区役所前の横断歩道の音声を頼りに渡る際に、横断歩道

が複数本あるため、音声だけでは真っすぐに歩けずに車道にはみ出してしまうとの声をいただ

きました。危険防止のため、障害者団体とも協議し、視覚障害をお持ちの方が渡りやすいよう

に、小倉北区役所前の横断歩道上にエスコートゾーンを整備できないでしょうか、見解をお伺

いします。 

 ２点目に、小倉北区の南海トラフ地震の津波対策についてお伺いします。 

 昨年、国の南海トラフ地震対策の津波想定が変更になり、北九州市において想定される津波

の到達が、早いところで、南海トラフ地震発生後約３時間半で到達すると聞いております。北

九州市のハザードマップは、国の新たな被害想定を受け、福岡県が見直しを進めている津波浸

水想定に基づき作成することとしており、改訂までには一定の期間がかかると聞いています。

しかし、今後いつ南海トラフ地震が発生し、津波が起こるか分かりません。 

 そこで、お伺いします。 

 昨年、小倉北区役所主導で桜丘校区にて防災訓練がなされたようですが、今後、浸水が想定

されている中島校区や他の校区でも地元住民と南海トラフ地震津波対策の防災訓練を行い、対

策の周知徹底を進めるべきと考えますが、見解をお伺いします。 

 ３点目に、小倉北区武道場建設についてお伺いします。 

 平成28年２月に策定された公共施設マネジメント実行計画が令和４年３月に一部見直され、

また、同年２月に新たな公共施設マネジメント４か年行動計画が策定され、現在、それに基づ
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く取組が進められています。行動計画は令和７年度までの計画となっているため、令和８年度

には新たな行動計画が策定されるものと考えます。そのような中、小倉北柔剣道場は令和18年

から令和27年までで廃止を検討する施設となっていますが、あと10年と迫っています。小倉北

柔剣道場については、利用実態がコロナ禍でも上がっていることを以前の本会議において指摘

させていただきました。また、歴史的にも、小倉北区は剣豪宮本武蔵が一生涯の中で７から８

年と一番長く過ごした土地であり、小倉と剣道等の武道との結びつきは密接で重要であり、小

倉北区には武道場施設がぜひとも必要と考えます。 

 そこで、今後、小倉北区にふさわしい武道場の建設を計画すべきと考えますが、見解をお伺

いいたします。 

 以上で私の第１質疑を終わらせていただきます。御清聴、誠にありがとうございました。 

○副議長（村上直樹君）市長。 

○市長（武内和久君）まず、大項目１つ目、本市におけるストロー現象の防止と経済成長戦略

につきまして、福岡市等に吸収されている状況の構造的要因に関する認識や社会動態プラスの

動向の分析、お尋ねがございました。 

 日本全体で人口が減少する中におきましても、経済成長している大都市では人や企業、投資

が集まることで雇用や消費の増大、都市機能の向上が進み、それがさらに人口の増加につなが

る循環が生まれるなど、経済成長と人口の間には関連性が認められるところであります。最新

のデータが取れる2010年代を見ますと、数値が公表されている16の政令市のうち、北九州市は

経済成長率、市内総生産額増減率が政令市最下位レベル、人口増減率も最下位という構造にな

っていました。私は、この構造的な課題に正面から向き合い、北九州市をもう一度、確かな成

長の軌道へ乗せるという決意の下、まずは稼げる町の実現を最優先と掲げ、就任以来、全力で

取り組んできたところでございます。 

 こうした中、今、北九州市に大きな変化が生まれているところであります。企業誘致による

投資の決定額、ＩＴ企業の誘致件数、Ｕ・Ｉターン就職決定者数などが過去最高を記録してい

ることに加え、令和６年に60年ぶりの人口転入超過を達成。さらに、令和７年も引き続き、２

年連続の転入超過となっているところでございます。この最大の要因につきましては、日本人

の改善がございます。外国人の伸びは鈍化する一方で、令和７年には、日本人が転入超過達成

前の令和５年との比較で1,000人を超える大幅な改善となっております。さらに、令和７年に

は、令和５年と比較をして日本人の女性の流出数が半減、日本人の若者の流出数が約４分の３

になるなど、これまで課題としてきたターゲット層にも顕著な改善が見られるところでござい

ます。 

 次に、大都市圏との社会動態ということにつきましても大幅な改善が見られております。議

員御指摘の福岡市への流出につきまして見ますと、コロナの影響があった年を除き、令和６年

に８年ぶりの大きな改善を見せ、続く令和７年は直近10年間で最も流出数が少なくなるなど急
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速な改善が見られ、また、東京圏、中京圏、近畿圏から成る３大都市圏への流出につきまして

も、令和７年は令和５年と比べても約４分の３に縮減をしているという状況にあります。この

ように、北九州市に生じている様々な変化は、北九州市が若者や女性をはじめ、多くの方々に

選ばれる町になりつつあるということの証左であると考えております。今後とも、様々な角度

から施策の強化、充実を図りまして、この流れをさらに大きく強くしていくことで、さらなる

社会動態の改善につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、大項目２つ目となります、町内会、自治会の活性化と加入促進策についてのお尋ねが

ございました。町内会、自治会が行うＰＲへの支援によって活性化と加入促進が期待できる

が、というお尋ねでございました。 

 町内会、自治会をはじめ、北九州市の地域コミュニティーに携わっていただいております地

域の皆様におかれましては、日々の見守りや防犯、防災、環境美化など、市民の暮らしを様々

な面で支えていただいております。日々の御尽力に改めて感謝を申し上げます。 

 こうした都市の基盤が充実していることは、北九州市が目指す都市像である成長と幸福の好

循環の実現を目指す中で、市民お一人お一人の人生をより安心で豊かなものとしていくために

不可欠であることから、地域の力が決定的に重要であると考えております。そうした思いを背

景といたしまして、現在、地域の力の再生、強化に向けた取組の端緒として、2040年を見据え

た地域コミュニティビジョンの策定を進めているところであります。 

 ビジョン策定の過程におきましては、北九州市として、主に地域活動に参加していない方約

6,000人を対象としたアンケート調査を実施いたしました。その中で、約３割の方が、地域活

動に参加しない理由について、どのような活動が行われているか知らないと回答をされておら

れます。また、地域活動に携わっておられる皆様にこれまで100回以上のヒアリングを行いま

して地域の声を伺いましたところ、町内会、自治会の活動内容をもっと知ってほしいという御

意見に加えまして、参加を促すには、まずはちょっとしたお手伝いなどにスポット的に参加し

てもらうことも必要との声もいただいたところであります。 

 ビジョン検討会議におきましても、地域活動の見える化や地域情報へのアクセス環境の向上

といった広報の面だけでなく、活動の楽しさを知っていただいたり気軽に参加できる居場所を

つくったりするような、幅広い視点からの取組が必要との議論がなされております。これらを

踏まえまして、北九州市といたしましては、令和８年度を地域コミュニティーの再生と改革に

向けた一歩を踏み出す年と位置づけ、地域活動の活性化と参加しやすい環境づくりにつながる

施策に着手することとしております。 

 議員御指摘の地域活動のＰＲの面につきましては、これまで実施してきました町内会等の役

割を紹介する広報紙や小学生向けの副教材の作成、広報活動に取り組む地域団体へのアドバイ

スに引き続き取り組んでいくほか、デジタルを活用し、地域情報のスムーズな情報伝達と共有

を図るための仕組みの構築に新たに取り組んでまいります。それに加えまして、１つに、誰も
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が気兼ねなく集い、くつろげる居場所づくり、２つ目に、デジタルを活用して、誰もができる

範囲で気軽に参加できる互助の仕組みづくりなどを通じまして、地域活動への参加のきっかけ

を創出してまいりたいと考えております。 

 地域の協働に新たな力が加わり、その輪が大きくなることで、町の力はさらに大きく発展を

してまいります。これまで受け継がれてきた利他の精神を大切にしながら、地域コミュニティ

ーの再生と改革に全力で取り組んでまいります。以上となります。残りは担当局長からお答え

いたします。 

○副議長（村上直樹君）産業経済局長。 

○産業経済局長（柴田泰平君）本市におけるストロー現象の防止と経済成長戦略についての残

りの２つの御質問に順次お答えいたします。 

 まず、物流拠点化構想の進捗状況と下関北九州道路完成後の取組についてのお尋ねでござい

ます。 

 北九州市では、令和４年に北九州市物流拠点構想を策定し、令和４年度から５年間の目標値

としまして、１つには、物流関連施設等への民間投資390億円、２つ目には、物流関連施設等

の立地件数25件、３つ目には、雇用の新規創出550人を掲げております。これらの目標達成に

向けまして、物流施設の立地用地の確保や、民間事業者の開発構想段階から事業計画の策定、

各種手続に至るまで一貫した伴走支援を実施しております。さらには、計画初期からの丁寧な

相談対応や関係機関との調整支援を通じて、事業化の確度とスピードを高めてまいりました。 

 その結果、令和６年度末時点の累積実績は、民間投資額が約418億円、立地件数25件と、前

倒しでＫＰＩを達成しております。雇用の新規創出は326人となっておりまして、物流施設の

しゅん工に伴い、今後増加する見込みであります。加えて、令和７年度には、大手ディベロッ

パーである野村不動産による北九州市初進出となる大規模先進物流施設に加えまして、九州電

力、ＪＲ九州といった大企業も市内での物流施設整備を発表しておりまして、北九州市の物流

拠点化は着々と進んでいるところであります。 

 また、お尋ねの下関北九州道路の整備は、本州と九州を結ぶ広域交通ネットワークを強化

し、物流効率の向上や災害時の代替ルート確保によるＢＣＰ機能の充実につながるものであり

ます。これは、物流分野にとどまらず、産業立地や投資促進など、多方面に波及効果をもたら

す成長基盤となります。今後は、下関北九州道路のインターチェンジに近接する西港エリアを

中心に物流施設の高度化と集積を図るとともに、中国エリアを主なターゲットとした半導体や

自動車関連産業の誘致を強化したいと考えています。あわせて、人、物、資金、情報が集まる

強みを生かし、本社統括機能の移転を促進し、持続的な経済成長の実現を目指してまいりま

す。 

 続きまして、地域未来投資促進法の進捗状況と、固定資産税を免除する制度の狙いについて

のお尋ねがございました。 
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 企業誘致でさらなる成果を生み出していく上では、企業ニーズに合った産業用地の確保が大

変重要な要素の一つとなります。こうした中、北九州市の産業用地の状況は、市の所有地が残

り少なくなっており、現在、民間所有地も対象に誘致活動を行っていますが、企業ニーズに合

わないケースも生じております。そのため、令和６年７月から地域未来投資促進法の活用によ

る産業用地の創出に着手し、民間事業者による開発を募集しているところであります。この取

組の進捗状況につきましては、募集開始以降、民間開発事業者等からの問合せが約70件、具体

的な開発計画の相談を受けているものが10件以上、このうち計画の熟度が高まった２件につい

て法手続を進めている状況でございます。今後、法手続が円滑に進展すれば、令和８年度中に

は一部の案件で造成工事に着手できる見込みでございます。こうしたことから、本取組は順調

に進捗しているものと考えております。 

 また、今議会におきまして、税制面でのインセンティブとして固定資産税の課税免除に係る

条例改正の議案を提案させていただいております。この制度は、地域未来投資促進法に基づ

き、産業用地を開発した場合、開発行為を行った土地について３年度分、当該土地に事業用施

設を建設した場合、施設とその敷地についてさらに３年度分、合わせて最大６年度分の固定資

産税を免除するものでございます。その主な狙いは、他都市にはない税制面のインセンティブ

によりまして民間資本を活用して新たな産業用地の創出を推進すること、開発と設備投資の初

期コストを軽減することで企業誘致における競争力を高めることなどを通じまして、民間投資

の動きをさらに加速させ、将来にわたり税収を確保できる下地をつくることで、市の財政基盤

の安定に寄与するものでございます。 

 企業ニーズに即した産業用地の確保は、企業誘致の根幹となる重要な取組であります。今後

も、地域未来投資促進法の活用などによりまして産業用地の創出を加速し、稼げる町の実現に

向け、全力で取り組んでまいります。以上です。 

○副議長（村上直樹君）技術監理局長。 

○技術監理局長（尊田利文君）大項目２つ目、町内会、自治会の残りの質問と、大項目４つ

目、３Ｄプリンターの２つに順次答弁させていただきます。 

 まず、町内会、自治会の活性化と加入促進策として、総合評価落札方式での評価点引上げ

等、入札制度におけるインセンティブを設けてはという御質問にお答えいたします。 

 北九州市においては、子育て支援や女性活躍、消防団活動等の社会貢献に自主的に取り組む

企業に対しまして、入札制度の中で優遇措置を設けています。総合評価落札方式もその一つ

で、企業の技術力に加え、市の施策への協力状況などを総合的に評価して点数化したものに入

札価格を加味して落札者を決定しています。実施状況としては、予定価格がおおむね１億円以

上で高い技術力が必要な工事を対象に実施しており、件数は年間60件程度となっています。 

 この評価方式は、一般的な場合で満点が23点で、その内訳は、企業の施工能力を評価するも

のが17点で７割以上を占めています。また、市の施策への協力を評価するものにつきましては
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最大２点としており、自治会活動をはじめ消防団への協力、子育て支援に対する取組などの８

項目の中から４項目まで選択できます。企業がそれぞれの強みに応じて公平に選択できるよ

う、１項目当たりの配点はいずれも0.5点としています。 

 この中で、議員御提案の北九州市自治会活動応援事業者表彰受賞者に対する評価点を現在の

0.5点からさらに引き上げることにつきましては、企業の自治会活動への協力をより一層促進

する効果が期待できると考えます。一方で、入札制度では公平性、競争性の確保が求められま

す。特定の取組を優遇した場合、企業の受注機会に影響を与えることとなるため、そのバラン

スをどう取るかといった課題に対応する必要がございます。このため、インセンティブを付与

する御提案につきましては慎重な検討が必要であり、今後、他都市の事例や企業の声を踏ま

え、研究していきます。入札制度におきましては、公共工事などの品質確保を基本としつつ、

北九州市の課題解消に寄与する制度となるよう努めてまいります。 

 次に、建設用３Ｄプリンターの利活用について、本市インフラ整備工事への積極的な活用に

ついてお答えいたします。 

 建設業界では、担い手不足を背景に省人化や生産性向上のための新技術の活用が求められて

おり、北九州市においてもこれまで、地元建設業に対してＩＣＴ建機などの技術を導入し、イ

ンフラ分野のＤＸを進めてきました。 

 御提案の建設用３Ｄプリンターは、従来の型枠を用いずに構造物を自動で施工できる新たな

デジタル技術で、現在、国土交通省発注の土木工事を中心に、集水ますや河川護岸、橋りょう

下部工などで試行的、実証的に導入され、人員削減や工期短縮などの効果が確認されていま

す。一方で、機器などのコストが高額であることに加え、施工検査や強度などの品質管理の方

法が標準化されていないため、確認作業が煩雑であるといった課題も明らかとなってきまし

た。このため、国土交通省では、新技術情報提供システム、ＮＥＴＩＳに掲載された技術の活

用実績を蓄積し、経済性や品質などの検証を一層進めるとともに、品質確保に関する技術的基

準などの整備を進めるなど、技術面の改良に加え、制度面のさらなる充実を図っています。 

 北九州市としましては、地元建設業のさらなる人手不足対策として、この建設用３Ｄプリン

ターの利活用は一つの方策になり得ると認識しており、これまでも国の実証事例などの情報収

集を行ってまいりました。今後は、実証に取り組む国の動向を見据えつつ、まずは公共工事で

の３Ｄプリンターを活用した実績を創出していくことが第一歩となると考えています。具体的

には、業界団体などと連携した技術情報の発信や意見交換を行い、導入への関心を高めるとと

もに、実際の公共工事での活用においては、これまでの新技術などと同様、受注者からの提案

で実施できることをしっかり周知してまいります。 

 いずれにしましても、建設用３Ｄプリンターなど新技術の導入も含め、インフラ分野のＤＸ

の取組を着実に進め、持続可能な地元建設業の実現を目指してまいります。以上でございま

す。 
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○副議長（村上直樹君）保健福祉局長。 

○保健福祉局長（武藤朋美君）次に、大項目の３つ目、介護現場のＤＸ推進について、２点の

御質問にまとめて御答弁申し上げます。 

 １点目が、要介護認定オンライン申請活用事業の概要と、ケアマネジャーの負担軽減に関し

て、国の２つのシステムの活用も含めた見解。２点目に、介護予防ケアプラン委託業者のＤＸ

をどのように推進するのかというお尋ねでございました。 

 高齢者の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを進めるためには、介護の現

場を支える介護従事者の負担の軽減を図り、持続可能なサービス提供体制を確保していくこと

が重要であると認識しております。中でも、ケアマネジャーの皆様は在宅サービスの要であ

り、地域の関係者と顔の見える関係を築き、利用者に適切な支援を行うことが期待されており

ます。 

 一方、ケアマネジャーは、利用者のケアマネジメントだけでなく、区役所での要介護認定の

手続やサービス開始の届出、関係各所との連絡調整を要するサービス担当者会議の開催など、

多岐にわたる業務を担当しております。そのため、本来の専門業務であるケアマネジメントに

より多くの時間を割けるよう、業務負担の軽減等を通じて働きやすい環境を整えていく必要が

あると考えております。そこで、北九州市では、令和８年度より要介護認定オンライン申請活

用事業に取り組む予定でございます。ケアマネジャーなどが代行する機会が多い要介護認定の

申請手続をオンライン化し、窓口に足を運ぶことなく手続を完結できる環境の構築を目指すも

のでございます。 

 一方、国が進める介護情報基盤は、国民の保健、医療、介護の情報を活用し、疾病予防や健

康維持、良質な医療提供を目指す医療ＤＸの取組の一つでございます。これまで自治体、介護

事業所等が保有していました利用者に関する介護情報を集約し、ネットワーク上で安全に共

有、活用できる仕組みでございます。ケアマネジャーにとりましては、ケアプラン作成に必要

な情報を端末でタイムリーに確認できるなど、多くのメリットが期待されております。北九州

市におきましても、令和10年４月からの運用開始を想定し、準備を進めているところでござい

ます。 

 また、ケアプランデータ連携システムは、地域包括支援センターを含む介護事業所間でケア

プラン情報などをオンラインで受渡しする国の仕組みであり、介護情報基盤と将来的な統合が

予定されております。この連携システムの利用により、委託事業所と地域包括支援センターが

紙で行っている確認や報告が電子化され、ケアマネジャーの事務負担の軽減が期待できます。

現在、システムの導入に向け、事務手順の見直しなど準備を進めており、早期の運用開始を目

指したいと考えております。 

 今後も、介護事業に携わられている皆様の声を伺いながら、国のシステム活用やＤＸにより

負担軽減に努め、ケアマネジャーの皆様がやりがいを持って働き続けられる環境を築いてまい
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りたいと考えております。以上です。 

○副議長（村上直樹君）都市整備局長。 

○都市整備局長（持山泰生君）大項目５番目、小倉北区のまちづくりの１点目、小倉北区役所

前の横断歩道にエスコートゾーンを整備できないかとの御質問に御答弁いたします。 

 エスコートゾーンは、視覚障害者の方が道路を横断する際に横断方向の手がかりとなる突起

体の列を横断歩道上に設置することによりまして安全性を向上させることを目的としたもの

で、平成19年５月に警察庁が定めた指針に基づき、全国的に整備が進められております。北九

州市では、平成20年度に、八幡東区の七条橋交差点及び小倉北区の西小倉駅前交差点の２か所

に試験的に設置いたしました。 

 この２か所におきまして横断歩道を利用する方々にアンケート調査を行ったところ、視覚障

害者の方からは歩きやすくなったという評価を受け、一般の方からも整備に賛同する声をいた

だきました。一方、車椅子利用者の方からは、突起物に車輪が取られ、通りづらくなったとの

意見も寄せられております。そのため、エスコートゾーンの設置に当たりましては、駅、公共

施設、病院などの周辺で視覚障害者の需要が見込まれる箇所を中心に、御要望いただいた箇所

ごとに、視覚に障害のある方や体が不自由な方など様々な障害者団体で構成する福祉のまちづ

くりネットワークプロジェクト、通称まちネットに意見をいただきながら整備を進めておりま

す。 

 今回、議員御提案の小倉北区役所庁舎前交差点へのエスコートゾーンの設置につきまして

は、多くの市民が利用する公共施設前の交差点であることを踏まえ、３月中にまちネットと協

議を開始し、その意見を十分に伺いながら道路利用者の多様な視点を勘案し、検討してまいり

たいと考えております。エスコートゾーンを含め、バリアフリーの取組に当たりましては、引

き続き、高齢者や障害者などの道路利用者、交通管理者などと幅広く連携しながら、誰もが安

心して円滑に移動できる歩行空間の整備を進めてまいります。以上でございます。 

○副議長（村上直樹君）危機管理監。 

○危機管理監（柏井宏之君）大項目５つ目の小倉北区のまちづくりについてのうち、南海トラ

フ地震による津波の発生に備え、防災訓練を拡大すべきとの質問に御答弁いたします。 

 昨年３月に国が公表した南海トラフ地震の新たな被害想定では、市内における最大津波高が

上昇するとともに、津波による浸水面積が従来の４倍に拡大し、広い範囲で浸水リスクが増大

することが明らかになりました。これを受け、北九州市としましては、国の新たな被害想定の

情報に市のホームページからアクセスできるようにしております。これに加えまして、津波高

が上昇した地域への海抜表示の増設、また、イベントや出前講演などでの注意喚起、また、自

衛隊や警察をはじめとする関係機関との連携強化など、市民への周知啓発や防災体制の充実に

取り組んでおります。 

 また、地域の防災力を高めるため、被害が見込まれる門司区、小倉北区、小倉南区で、地域
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と区役所が連携し、校区単位で津波対策に関するワークショップや実践的な訓練を実施してお

ります。具体的には、１つに、地域の緊急避難マップへの危険な場所等の書き込み、２つに、

要配慮者に対する支援体制の確認、３つに、避難場所までの徒歩や車両による避難などを行っ

たところであります。今後は、こうしたワークショップや訓練の改善を重ねることで避難の実

効性を高めるとともに、これらの取組を被害が見込まれる他の校区にも順次横展開し、市全体

の防災力向上につなげていきたいと考えております。 

 さらに、北九州市への津波到達時間など南海トラフ地震に関する基礎知識、また、家具の固

定や非常時持ち出し袋、家庭用備蓄品の準備といった日頃の備えにつきまして、出前講演やＳ

ＮＳ等を活用し、様々な機会を捉えて周知啓発に努め、市民の備えがより一層定着するよう取

り組んでまいりたいと考えております。 

 いずれにしましても、南海トラフ地震は起こるか起こらないかではなく、いつ起こるかを前

提として備えるべきであると考えております。安らぐ町の実現に向け、引き続き地域や関係機

関と緊密に連携しながら、災害に強いまちづくりを着実に推進してまいります。以上です。 

○副議長（村上直樹君）都市ブランド創造局長。 

○都市ブランド創造局長（小笠原圭子君）最後に、小倉北区のまちづくりについての３つ目、

小倉北柔剣道場についての御質問に御答弁申し上げます。 

 北九州市は、市民１人当たりの公共施設保有量が政令市の中で最も多く、その半数以上が建

築後30年を経過しており、近い将来、多くの施設で大規模改修や更新が必要になると見込まれ

ております。スポーツ施設におきましても、旧５市時代から引き継がれてきたものを含め、早

期から区ごとに整備されてきた経緯がございます。そのため、施設が市内各所に点在し、施設

数も多く、老朽化が進んでいる現状がございます。また、各施設の必要な改修は随時行ってお

りますが、維持管理に多大な財政負担を要することも課題となっており、これまでもコストの

縮減や選択と集中の観点に基づく施設の適正配置に取り組んできたところでございます。 

 議員御質問の小倉北柔剣道場は、柔道場と剣道場がそれぞれ２面ずつあり、昭和52年に供用

開始以降、多くの市民に親しまれてきた施設でございます。一方、令和６年度の利用者数は年

間１万2,008人で、コロナ禍前と同程度にまで回復しているものの、過去10年間の推移を見ま

すと、その数は減少傾向にございます。また、この小倉北柔剣道場につきましては、平成28年

度策定の公共施設マネジメント実行計画におきまして、議員御指摘のとおり、令和18年から令

和27年の間で機能集約や多目的化などにより廃止を検討する施設とされてございます。 

 他方、現在、市政変革の取組といたしまして、市が保有する施設全体の在り方について、利

用者目線を重視した創る改革の視点から、建て替えや民間を含めた他施設との複合化、運営改

善による存続、民間譲渡などにより各施設の最適化を図った上で、役割を終えた場合は廃止す

ることを含め、幅広に検討を行っているところでございます。今後、小倉北柔剣道場につきま

しても、利用状況や周辺施設の状況を踏まえつつ、このような視点から検討してまいりたいと



－463－ 

考えております。答弁は全部で以上でございます。 

○副議長（村上直樹君）25番 松岡議員。 

○25番（松岡裕一郎君）御答弁ありがとうございました。それでは、時間の許す限り第２質

疑、また、要望させていただければと思います。 

 まず初めに、ストロー現象と経済成長戦略等でございますが、本市は、５月の国勢調査の速

報値、また今後の確定値を見なければ断言できませんが、いよいよ90万を割り込み、80万人台

となる推計であります。この点は正視しなければならないと考えます。そのような中、先ほ

ど、社会動態がプラスに転じ、女性の流出数が半減し、また、若者が改善しているということ

は事実であると思います。また、公明党も予算要望等で定住・移住促進を進めて、こういった

改善するというのは本当に喜ばしいことであると思っております。 

 そのような中、昨日、都市戦略局の住まい支援室が官民連携移住促進モデルということで、

移住と新幹線の通勤を併せて支援するモデル事業が始まりました。福岡市から北九州市へ移住

という取組で、全国初の取組であり、モデル事業であると思います。ぜひ、こういった施策を

推進していただいて、さらなる若者と若い女性が社会動態改善することを目指して、また、人

が集まる、投資が集まる、経験が集まる成長加速予算を確実に執行して成果を上げていただき

たいということで、要望をさせていただきます。 

 しかし、この社会動態プラスには間違いなく、外国人の転入が大きな貢献をしているのは事

実であります。令和５年2,116人のプラス、令和６年1,802人のプラス、令和７年1,727人のプ

ラスと、おっしゃるとおり、やや鈍化しているものの、外国人の貢献が押しているのは事実で

あります。 

 そこで、お聞きしますが、選ばれる北九州市として、引き続き外国人の方にも日本人の人に

も選ばれる共生社会を目指すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

○副議長（村上直樹君）政策局長。 

○政策局長（小杉繁樹君）今、議員のお尋ねでございますけども、北九州市の社会動態が２年

連続でプラスとなった主たる要因は、市長も答弁しましたけども、日本人の社会動態の大幅な

改善によるものでございます。繰り返しになりますけども、令和６年、令和７年の外国人の社

会動態につきましては、確かにプラスは維持していますけども、２年連続で前年を下回ってお

って、鈍化しているということでございます。ちなみに、北九州市の外国人の人口は約１万

8,000人ということで、全人口に占める割合のおよそ２％と。これは、政令市の中では、平均

はたしか3.57％だったと思いますけども、20政令市の中で16番目ということで、北九州市にお

きましては現在外国人が急激に増加している現状ではないということですけども、外国人の受

入れに対しましては不安を抱かれる方も一定数いらっしゃるということで、市民の皆様の不安

に寄り添いながら取組を進めていく必要があると認識しております。 

 また、１月に公表されました国の考え方ですけども、外国人との秩序ある共生社会の実現に
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向けてということで方針が示されておりまして、北九州市といたしましてはこういった国の考

えをしっかりと踏まえながら、関係機関と連携して取り組んでまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○副議長（村上直樹君）25番 松岡議員。 

○25番（松岡裕一郎君）ありがとうございます。秩序ある共生社会の政策は私も大事だと思っ

ていますし、やはりルールを逸脱する外国人の方には厳しく接するというのは大事でありま

す。しかし一方、包摂社会の構築は大事であります。多様性であったりとか共に生きる、利己

主義とは違う利他の心、こういったところは市長が掲げる多様性、利他の考えに通じるんでは

ないかと思っています。また、北風と太陽等の説話もありますが、太陽のような、日本人とか

外国人とか問わず、人に選ばれる町、人が集まる北九州市を目指していただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 ストロー現象について、物流拠点化においては、これは本当に進めなければならないと思っ

ております。いかに荷物を継続的に集められるかが成否を分ける重要なポイントであると思い

ます。中国地域、四国地域であったりとか福岡空港の荷物、今、定期便、成田や関空などあり

ますが、北九州市に集める。××××××××ちょっと乱暴な言い方になるかもしれません、

×××××××××××××××貨物は全部北九州に集めるぐらいの勢いを持って確実な予算

執行をお願いしたいと思います。 

 もう一点、地域未来投資促進法の固定資産税の減免、インセンティブ制度、ありがとうござ

いました。過去、４年前に令和４年２月定例会本会議において税制優遇措置について提案させ

ていただいて、今回、地域未来投資促進法の減免になったことは大変うれしく思っておりま

す。今後、例えばＡＳＥの誘致であったりとか、そういった大型案件においてはぜひ税制優遇

の検討、そして効果的な仕組みをつくっていただいて、企業誘致に全力を挙げていただきたい

ということを要望させていただきたいと思います。 

 そして、大項目に関連して、経済成長戦略に関連して中小企業支援についてお伺いします。 

 本年１月、民間信用調査会社の東京商工リサーチ、帝国データバンク、東京経済の３社は、

2025年の北九州、筑豊地域の企業倒産件数は高水準でありました。過去20年で最多、４年連続

で倒産件数が増えているとのことであります。倒産している産業は、サービス業が最多、次い

で建設業、その次に小売業と続いています。人手不足を背景に人件費の増加、コスト負担が増

して収益が減少し、価格転嫁が厳しい、経営改善が遅れている中小・零細企業は、今後倒産が

増えるんではないかと観測があります。今回、２月補正予算で２億6,000万円、そして中小企

業支援として令和８年度の予算には２億4,400万円が計上されていますが、市内４万事業者あ

る中で、いかにこの支援の手を届けるかが重要と考えます。分かりやすさとプッシュ型の支

援、そしてもっと踏み込んだ支援を中小企業の皆様にしていただきたいと考えますが、見解を

お伺いします。 
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○副議長（村上直樹君）産業経済局長。 

○産業経済局長（柴田泰平君）倒産をどう見るかということと、どういう対策をするかという

お尋ねでございますが、倒産につきましては、倒産の８割程度は売上不振というか、売れなく

なった、利益が上がらなくなったということがございます。したがいまして、稼ぐ力を高める

ということが何より重要です。それをしっかり私どもとしては支援したいというのが基本的な

考え方であります。ただ一方、当座の資金が必要だみたいな話は当然ありますので、そこにつ

きましてはセーフティーネット的な資金というか、融資ですけど、それ準備していますんで、

そこはしっかり対応したいと思います。 

 先ほどの伴走支援の件でございますけれど、市では相談窓口であったり専門家派遣だったり

ということを実施しておりまして、合わせて年間5,000件程度対応させていただいておりま

す。まだ余力もございますので、ぜひそういうのを使っていただいて、親身になって伴走支援

させていただければと考えております。以上でございます。 

○副議長（村上直樹君）25番 松岡議員。 

○25番（松岡裕一郎君）もっと踏み込んだ、今おっしゃられた伴走支援の強化、していただき

たいと思います。私が今感じているのは、大変稼いでいる企業と、十分輸出とかで潤っている

企業と、物価高と人手不足で経営的に困っている企業の二極化が進んでいると感じています。

時代は変化変化でありますが、今年度の補正と来年度の予算で対策が進んで、足元の中小企業

を守ることが経済の成長戦略につながると私は思っていますので、ぜひ市民の暮らしに寄り添

う、また中小企業に寄り添う予算執行をお願い申し上げたいと思います。 

 残り、時間ございません。ですので、要望させていただきます。 

 小倉北区のまちづくりにおいてエスコートゾーン、これも障害者団体等にも聞いていただい

て設置をお願いしたいと思います。 

 関連して、点字ブロックですけども、小倉北区、かなり老朽化していて傷んでいたり欠損し

ている、例えば医療センター付近でも点字ブロックが見えにくくなっているというようなお声

を聞いておりますので、ぜひ補修や点検をお願いしたいと思います。 

 南海トラフ地震ですけども、自治会だけでは運営が難しいところもありますので、危機管理

室や小倉北区役所、防災訓練を手伝っていただきたいと思います。 

 そして、小倉北区にふさわしい武道場の計画と建設ですが、実は中村義雄議長は小倉剣道連

盟の顧問であり、この質問趣旨に賛同、同意をいただいておりますので、ぜひとも小倉北区に

ふさわしい武道場の計画と建設をよろしくお願いします。執行部の皆様、何とぞよろしくお願

いします。 

 あと、建設用３Ｄプリンターの利活用についてもぜひ実績をつくっていただきますよう要望

させていただいて、私の質疑を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

○副議長（村上直樹君）ここでしばらく休憩いたします。再開は午後１時といたします。 
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 正  午 休憩 

午後１時00分再開 

○議長（中村義雄君）休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質疑を続行いたします。５番 田仲議員。 

○５番（田仲常郎君）皆さんこんにちは。自民党・無所属の会の田仲常郎でございます。市民

の皆様から、日々、暮らしの安心や町の将来に対する期待と不安の声が我々議員に寄せられて

おります。責任ある立場から、市民生活の向上と将来の北九州の発展につながる議論を真摯に

行ってまいります。本日はその立場から質疑を始めさせていただきます。 

 ではまず、地域コミュニティーへの企業参画の促進についてお尋ねいたします。 

 今、自治会、町内会の現場では、活動の担い手不足、役員の高齢化などにより、地域の見守

りや防犯活動、子育て支援などの日常的な活動を支え続けることが難しくなっています。令和

８年度予算においても、各種予算の基盤テーマを地域力を強めるにしているとおり、本市が成

長し、市民が幸せに暮らしていくための土台として、地域コミュニティーがしっかりしている

ことが何よりも重要だと思います。 

 このような状況において、地域にある企業にも新たな力となってもらい、住民や企業同士が

連携し、協働しやすい仕組みを構築していくことが必要ではないかと感じています。市は、令

和２年度から、自治会活動応援事業者表彰として、自治会活動に貢献された企業等を表彰して

います。市内各地で、建設業や製造業、医療福祉関連など様々な事業者が、それぞれが持つ専

門性やノウハウを生かしながら地域の清掃活動やイベントに協力された事例が取り上げられて

おり、地域の活性化に大きく貢献されています。地域コミュニティーの持続性を高めていくに

は、地域の一員として参画する企業を増やすことが欠かせません。参画する企業が増えれば、

地域にとっては支え手が増え、企業にとっても地域との関係が深まるなど、双方にとっての好

循環が期待できます。 

 以上を踏まえ、地域で活動する企業が地域コミュニティーへさらに参画しやすい環境を整え

ていくべきではないかと考えますが、見解を伺います。 

 次に、雑草対策についてお尋ねいたします。 

 近年の気候変動による気温の上昇等により、道路や河川、公園における雑草の繁茂がこれま

でにない速さと勢いで進んでいます。令和８年度予算においては、市は北九州市「クリーンタ

ウン」プロジェクトの柱の一つとして、雑草対策に係る予算を16億9,400万円計上していま

す。雑草に係る予算については、この間の議会でも様々な議論がありましたが、議会や市民か

らの要望も踏まえた予算案であると受け止めています。私も長年、ボランティアの皆さんと地

元を流れる金山川で花づくりに関わってまいりました。活動の中でも、除草は大変な作業の一

つです。夏の暑さや長時間の作業で非常に負担も大きいものですが、汗を流して協力してくだ

さる皆さんに改めて心から感謝を申し上げます。 
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 ボランティアの協力者も高齢化しており、できるだけ市のサポートにより除草作業の負担を

小さくできる方法を考えていくべきだと思います。しかしながら、コストの上昇、予算の制約

もあります。いつまでも除草のために多額の予算を上積みし続けていくわけにはいきません。 

 そこで、伺います。 

 １点目に、本市の雑草対策について、昨年から雑草対策基本戦略の策定に向けた在り方検討

会議を立ち上げており、先日、中間取りまとめが公表されましたが、今回提案されている予算

案も踏まえ、今後の基本戦略策定に向けた方向性や、来年度からの雑草対策において特に強化

しているポイントについて見解を伺います。 

 ２点目に、私の地元で本年１月17日、雑草対策の一環として、市とＮＰＯが連携して、中央

分離帯や歩道の植樹ますに防草効果が期待できるガザニアを植栽する取組を行いました。ガザ

ニアは地面をはうように広がる低成長植物で、一定まで成長すれば繁茂が安定的に継続すると

いう特徴があります。地面をはうように広がるため、日光を遮断し、雑草が発芽、成長するの

を防ぐという防草効果が期待できます。市も様々な手法で雑草対策を進めていく方針だと思い

ますが、このような事例を共有し、広げていくことも重要だと思いますが、見解をお伺いしま

す。 

 次に、公園トイレ整備事業についてお尋ねします。 

 公園や公共空間に設置されているトイレについて、老朽化や清掃、維持管理の負担、不衛生

さを指摘する市民の声を多く耳にします。市も、令和７年度予算から女性目線の快適なトイレ

空間の整備として、快適な公園トイレの整備に力を入れており、令和８年度予算においても引

き続きこれを拡充していく方針です。しかし、市内には多くの公園トイレがあり、快適なトイ

レにしてほしいという要望は多くあるのではないかと思います。 

 そこで、私は、コンテナ型トイレの活用を提案します。コンテナ型トイレは、工場で規格

化、ユニット化されたトイレ設備をコンテナ構造で製造し、現地に設置するものです。内装や

外観のデザイン性も高く、洋式化や多目的トイレへの対応も可能なものです。そして、従来の

建築型トイレに比べ、設置までの期間が短く、老朽化した場合には移設や交換も建て替えより

も簡単で、コストも抑えられます。加えて、耐久性の高いコンテナ構造は地震や風水害時にも

強く、避難所や防災拠点となる公園に設置するメリットにもなります。平常時には公園トイレ

として、非常時には防災インフラとして活用している事例も全国各地で広がっています。 

 そこで、本市も公園等のトイレの改修に当たり、コンテナ型トイレを選択肢の一つとして整

備してはどうかと考えますが、見解を伺います。 

 次に、食肉センターの老朽化対策についてお尋ねいたします。 

 本市が設置、運営する北九州市立食肉センターは、昭和63年の開設以来、牛、豚などのと畜

及び食肉検査を担っています。市民の食の安全はもとより、北部九州における畜産、食肉流通

を支える重要な基盤施設として機能してきました。とりわけ、都市部に立地しながら、と畜、
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検査、冷却、部分肉処理までを一体的に行える施設は限られており、近隣自治体には代替えし

得ない機能を有している点は本市の大きな強みであると認識しています。 

 一方で、開設から37年が経過し、設備の老朽化、維持管理コストの増大、さらに、近年重視

されている高度な衛生管理や作業環境の改善、アニマルウエルフェアへの対応といった点につ

いては、今後の課題として整理すべき段階に来ていると考えます。食肉センターは、常に安定

した機能と高い安全性が求められています。設備トラブルによる機能低下は、市民生活や地域

の食肉流通に大きな影響を与えます。 

 そこで、伺います。 

 老朽化対策については過去にも質問していますが、この間も設備の故障が生じては修理する

対症療法が続いています。食肉センターの老朽化はさらに進んでおり、利用事業者からも機器

設備の故障等が多いという話を耳にします。市として、今後に向けてしっかりとした老朽化対

策に取り組む必要があると考えますが、見解を伺います。 

 最後に、休館中の河内温泉あじさいの湯について、今議会でも再開を望む質疑が既にあり、

今後の見通しについて答弁をお聞きしましたので、私からは要望だけをさせていただきます。 

 八幡東区の皆さんの期待も大きいと思いますが、私も河内エリアの観光資源としてのポテン

シャルに期待を寄せる一人であります。自然に囲まれた環境は、最近はやりのアウトドアサウ

ナやデジタルデトックスなどとも親和性が高く、都市型の観光地とは違った非日常の雰囲気を

都心部からすぐの場所で実現できる、ほかにはない強みがあると思っています。これまでの事

業者からの意見には、温泉施設を前提としない建物の活用や、土地、建物の無償貸付けや譲渡

など、様々な声があっていると伺いました。現状、施設の在り方も含め、様々な選択肢から検

討を進めていく予定とお聞きしましたが、私は、民間活力を最大限活用した早期再開を目指す

のであれば、市が建物を撤去した上で活用策を探る方法も検討すべきではないかと思っていま

す。これも選択肢の一つとして検討の候補に入れていただきたいということを要望いたしま

す。 

 以上で私の第１質疑を終わります。御清聴ありがとうございました。 

○議長（中村義雄君）市長。 

○市長（武内和久君）第１項目、地域コミュニティーへの企業の参画促進についてお尋ねがご

ざいました。地域で活動する企業がさらに参画しやすい環境を整えていくべきではないかとの

お尋ねでございました。 

 北九州市は、日本の産業拠点として発展したものづくりの町であり、日本を代表する企業が

生まれるなど、企業の成長とともに歩んでまいりました。直近２年間で過去14年間に匹敵する

規模の企業投資が集まるなど、企業の集積は一層加速しております。そうした中で、そこで働

く方の生活を支える地域コミュニティーが企業と共に力強く機能することが一層重要になって

きております。これまでも、地域で活動する企業の皆様には、公園応援団や道路サポーターな
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ど日常的なボランティア活動の実施をはじめ、行政との連携協定に基づく災害時の支援など、

平時、非常時を問わず様々な形で地域へ御参画をいただいております。御参加いただいている

企業の皆様に改めて御礼を申し上げたいと存じます。 

 北九州市といたしましても、長年にわたり地域活動に貢献してくださった事業者の方々の顕

彰に取り組み、これまで115の事業者を表彰させていただくなど、その功績の発信に努めてま

いりました。現在、2040年を見据えた地域コミュニティビジョンの策定を進めており、その議

論の中でも、企業等を含めた多様な主体の地域への参画の促進が重要な柱であると確認をして

いるところです。今後、地域コミュニティーを持続可能なものへとしていくためには、多様な

主体がそれぞれの強みを持ち寄り、地域課題の解決に当たることが不可欠でございます。企業

が有する人材、専門性、ノウハウ、情報発信力などは地域の互助を支える大きな力として大い

に期待される一方で、多様な主体が連携、協働する持続可能でレジリエント、強じんな地域社

会の存在は、企業の発展を支える力にもなると考えております。 

 このため、令和８年度におきましては、地域と企業の協働の輪を全市へ広げていくためのス

テップとして、その連携を促進する新たなモデル事業に取り組むこととしております。事業の

実施に当たりましては、例えば、近隣にスーパーがなく、日々の買物に困難を抱える地域での

事業者による移動販売や、交通手段が限られている地域における企業の送迎用車両や運行ノウ

ハウを生かした移動支援など、地域での困り事に対し、企業の特性を生かした協力がなされる

ような連携の実現を目指してまいります。その実現に向けまして、市としても関係者間の調整

やマッチング支援などに主体的に関わり、企業、地域、行政が一体となって取り組める環境づ

くりを進めてまいります。 

 地域を次世代へとつないでいくためには、地域に寄り添う企業の存在が欠かせません。企業

は、行政にとって心強いパートナーでもあります。時代の変化に応じた新たなつながりづくり

に向け、企業の皆様ともタッグを組みながら、地域コミュニティーのさらなる活性化に取り組

んでまいります。以上です。残りは担当局長からお答えします。 

○議長（中村義雄君）都市整備局長。 

○都市整備局長（持山泰生君）大項目の２番目、雑草対策、それと大項目３番目、公園トイレ

整備事業の２つの質問に順次御答弁いたします。 

 まず、大項目２番目、雑草対策についての１点目、基本戦略策定に向けた方向性や雑草対策

において強化していくポイント、２点目、ガザニアの植栽の事例を共有し、広げていくことも

重要と思うとのお尋ねについて、まとめて御答弁いたします。 

 北九州市では、道路、河川、公園などのインフラ施設の維持管理につきまして、市民生活や

交通に支障を及ぼさない水準とするべく管理に努めてまいりました。しかしながら、近年、地

球温暖化の影響による雑草の生育環境の変化や除草コストの高騰などの複合的な課題に直面し

ております。この課題に対しまして、道路、河川、公園が一体となって、北九州市「道路・河
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川・公園」雑草対策基本戦略の策定に取り組んでいるところでございます。令和７年12月に設

置した各分野の専門的知識を有する方々で構成する「雑草対策のあり方」検討会議において議

論を重ね、その成果として、２月13日に基本戦略の中間取りまとめを公表いたしました。この

基本戦略策定に向けた方向性としましては、中長期的な視点に立ち、効果的、効率的で将来の

負担増加を抑制できる持続可能な仕組みの構築に取り組むこととしております。 

 また、今後強化していくポイントとしましては、１つに、安全確保、景観等の保全ととも

に、利用実態に応じた、めり張りをつけた管理。２つに、除草と雑草が生えにくい構造などを

場所に応じて効果的に組み合わせる、総合的雑草管理の考え方の導入。３つに、ボランティア

の方々との役割分担などを再整理し、担い手不足に対応した無理のない協働体制の再設計。４

つ目に、道路、河川、公園の除草業務を一括発注するなど、新しい手法の導入による効率化の

４つの柱を基本としております。具体的には、令和８年度の雑草対策は、物価上昇への対応に

加え、これまでの取組を踏まえつつ、道路では、交差点周辺など安全確保が必要な箇所、河川

では、過去にいっ水が生じ、治水の配慮が必要な箇所、公園では、利用頻度が高く、特に景

観、美観に配慮が必要な箇所などに重点を置き、対策を実施していくこととしております。あ

わせて、昨年度までの取組により有効性が確認された防草対策を場所に応じて効果的に組み合

わせ、雑草対策を推進いたします。 

 他方、議員御提案のガザニアなどの地被類は、防草効果や景観への配慮が期待できる耕種的

防除として基本戦略に位置づけております。以前から金山川沿いでガザニアを植栽していただ

いているＮＰＯ法人則松金山川コスモス会の皆様には、令和８年１月17日に道路サポーター活

動の一環として、市道永犬丸60号線にガザニアの植栽を行っていただきました。改めて、関係

者の皆様の御尽力に心より感謝を申し上げます。 

 このような取組は、防草効果に加え、景観向上や地域協働の促進といった観点からも、今後

の雑草対策において意義のある事例と認識しております。今後も、ガザニアを含め、市がこれ

まで試験施工を行ってきた地被類についてモニタリングを継続し、効果の検証を進めるととも

に、事例の蓄積、共有を図り、持続可能な雑草対策の実現につなげてまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、大項目３番目、公園トイレ整備事業について、公園トイレの整備でコンテナ型

トイレを選択肢の一つとしてはどうかとのお尋ねに御答弁いたします。 

 北九州市では、令和７年度から、女性が快適に過ごせるまちづくりの一環として、女性目線

の快適なトイレ空間の整備に着手しているところでございます。整備に当たりましては、利用

者である女性の声を丁寧に聞くことが重要と考え、意見交換会やアンケート調査などでいただ

いた意見を踏まえ、まずはモデル事業として勝山公園の大芝生広場トイレを、安心、快適なト

イレ環境の実現を目指して改修を行うこととしております。そのため、令和８年度当初予算案

には改修に係る予算として公園トイレ整備事業に4,800万円を計上しております。また、ここ
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で得た技術や知見のうち活用可能なものは、今後、他の公園トイレ建て替えなどの際に取り入

れていく考えでございます。 

 他方、議員御紹介のコンテナ型トイレは、移動可能な特性を生かし、イベント会場や工事現

場のほか、国が防災拠点に位置づける道の駅などに導入されているところです。例えば、令和

６年１月の能登半島地震の際には、福岡県の防災道の駅うきはから石川県穴水町の道の駅あな

みずへ防災対応のコンテナ型トイレが移動され、活用された事例もございます。 

 北九州市ではこれまで、公園トイレの整備に当たりましては、現場施工で建築するものや工

場製作品のユニットトイレを設置しております。ほとんどがコンクリート製で、長期間使用可

能な構造となっております。今後、議員御提案のコンテナ型トイレの導入につきましては、移

動や設置の柔軟性といった利便性に加え、日常利用を前提とした設備や広さなどの快適性、さ

らには耐久性や維持管理性、ライフサイクルコストの視点など様々な要素を考慮しつつ、総合

的に検討する必要があると考えております。引き続き、他都市の事例や技術的な動向も踏まえ

ながら、導入の可否について研究してまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（中村義雄君）保健福祉局長。 

○保健福祉局長（武藤朋美君）最後に、大項目４点目の食肉センターの老朽化対策について、

しっかりとした老朽化対策に取り組む必要があるとの御質問でございます。御答弁申し上げま

す。 

 食肉流通の起点となる食肉処理施設については、老朽化や労働力不足、稼働率の低下、収入

源の確保などが全国的な課題となっており、その多くが大規模な整備に踏み切れない現状にご

ざいます。北九州市立食肉センターにおきましても同様の課題があり、これまで整備費の試

算、現状分析、外部有識者による検討会などを行ってきましたが、１つに、市内の畜産農家が

少ないことに加えて、２つ目、流通ルートが多様化し、利用事業者が少なくなっていること、

また３つ目に、民間の創意工夫を活用しつつ運営の効率化等につなげる必要があることなどか

ら、現在、食肉センターを利用する事業者の皆様と様々な協議を行っております。開設から

37年経過しました施設は機械設備の突発的な故障や不具合などが多く、利用事業者の皆様から

は安定的な稼働や安全面、衛生面の向上等に関する要望が出ております。特に、最近は応急処

置や修繕の件数も増加しており、市としましても、安定した利用を続けるためには老朽化対策

を講じることが必要と認識しております。 

 このため、まずは食肉センターの保全、改修のための基礎的な調査等に着手することとし、

必要な経費について令和８年度予算に計上させていただいております。具体的には、家畜、枝

肉を衛生的に取り扱う機械設備等について、専門性がある設計業者により、１つ、機械設備等

の劣化度などの状況、２つ目に、保全、改修を行う場合、事業費がどのくらいかかるか、３つ

目に、できる限り稼働を止めずに施工することが可能か、４つ目に、どのくらいの施工期間が

必要かなどを調べることとしております。この調査結果も踏まえ、今後も関係者の皆様と協議
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を行いながら、老朽化対策や施設運営の方向性につきましては総合的な観点から適切に判断し

てまいりたいと考えております。答弁は以上でございます。 

○議長（中村義雄君）５番 田仲議員。 

○５番（田仲常郎君）答弁ありがとうございました。今回お聞きした地域コミュニティーに対

する企業参画ですが、企業によっては、地域の課題解決につながるような事業やサービスを展

開しているものもあります。一方で、長年市政に御尽力いただいている自治会や町内会は、高

齢化や担い手不足などから活動を継続することが本当に大変になっているという、私のほうに

も自治会からの苦しい声が届いております。こうした声に耳を傾け、活動の負担を軽減すると

いう観点から、自治会や町内会が活用できる民間サービスを市が少し入り込んで紹介するな

ど、実態に即した対応も効果的と考えます。 

 また、企業に参画していただくためには、何かしら企業にとってのインセンティブを感じる

必要があると考えます。市が行う様々な事業に関して、これまでのバランスやこれまでのやり

方も考える必要がありますが、今後、企業に積極的に参画していただくために、市長が上げて

おられる、１歩踏み出す、２歩踏み出す、３歩踏み出すという考えを執行部にぜひ取り入れて

いただきたいと思います。これ要望でございます。 

 それから、雑草対策についてでございます。先日、公明党の成重議員の質疑で触れられまし

たが、除草剤を使っていいんじゃないかと僕も思うんです。時期になると、あれだけホームセ

ンターで売っていますもんですから、本当に環境にいいのか悪いのか分かりませんけれど、あ

れだけ売っていますんで、少し生えたときに除草剤を使って、そこでアタックして除草作業を

するということも一つ考えられてもいいんじゃないかなと思っていますんで、そこも視野に入

れてもらいたいと思います。 

 それから、公園愛護会のない公園の空きスペースですけれども、そこにガザニアなんかを植

えて、どんどんどんどんガザニアを増やして、それをいろんなところに増やしていくという手

もあるんじゃないかと思いますんで、そこの検討もお願いしたいと思っております。 

 それから、コンテナトイレについてでございます。市内公共施設の公園のトイレは、老朽化

対策とともに災害時の対応力強化が大きな課題と考えています。先ほども申し上げましたが、

近年、移動可能なコンテナトイレが防災拠点機能を持つ設備として全国で導入が進んでいま

す。私もたまさか飯塚のほうに行って催しましたのでトイレに行きましたが、川津公園という

公園だったんですけれども、そちらにコンテナトイレがありました。すごく快適だったんで、

このコンテナのことについては前向きに考えていただければなと思っております。 

 それから、食肉センターの件です。お金がかかるということはよく分かっておりますけれど

も、焼き肉店が本市には多くありますんで、大衆酒場が多く立地し、ホルモンを日常的に楽し

む焼き肉文化が根づいています。特に、豚ホルモンは鮮度や下処理の質によって評価が大きく

左右されると聞きますし、適切に処理、供給できれば付加価値の高い食材として地域内で消費
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され、飲食業や観光との連携による経済効果も期待できますが、局長は豚ホルモン食べたこと

ありますか。 

○議長（中村義雄君）保健福祉局長。 

○保健福祉局長（武藤朋美君）食べたことございます。 

○議長（中村義雄君）５番 田仲議員。 

○５番（田仲常郎君）好きか好かんかを聞くのを忘れておりましたけれども、食べると次の日

ぷるぷるになって、なかなかいい感じになりますので、ぜひ今度、私と一緒に食事に行って、

私のおごりで局長の払いで行ってみてですね。そういった話は置いといて、ぜひ今ある老朽化

になっているところ、そこの洗浄がうまくいけば豚ホルモンもすごく売れると思いますし、豚

自体もと畜が３万頭から３万5,000頭ほどやっているということなんで、この豚ホルモンを地

域というか北九州のですね、すしの都でもないけども、ホルモンの都というような形で第２弾

をつくっていただければなと思っております。 

 時間がなくなりましたので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（中村義雄君）進行いたします。３番 上野議員。 

○３番（上野照弘君）こんにちは。お世話になります。自民党市議団、若松区の上野照弘であ

ります。今議会も登壇させていただく機会をいただきました。会派の皆様に感謝を申し上げま

す。 

 本日も傍聴にお越しくださいました皆様、中継で御覧いただいております皆様、いつも本当

にありがとうございます。昨年、４年ぶりとなる議席を再度お預かりすることになって、早い

ものでもう１年が経過いたしました。迎える４年というのは非常に長く感じるものであります

けれども、振り返る１年というのは本当にあっという間に過ぎるんだなと感じているところで

あります。お与えいただいた任期の一日一日を大切に、若松区から元気な北九州市をつくって

いくため、本日も若松区のことを中心とした質問をさせていただきます。 

 また、議場の皆様におかれましては、本日の議場配付資料、全部で13ページとなっておりま

す。資料にお目通しをいただきながら御清聴いただけますと幸いです。 

 それでは、市長をはじめ執行部の皆様からの前向きな答弁を期待して、質疑に早速入らせて

いただきます。 

 まず初めに、若松区響町へのさらなる企業誘致を進めるためにお尋ねいたします。 

 若松区響灘地区は北九州市の成長をけん引する重要なエリアであり、これまでの企業誘致の

成果は大いに評価すべきものです。令和８年度予算案も、民間投資の拡大のため、投資が集ま

るをテーマの一つとしており、私は、この流れをさらに加速させ、稼げる町北九州市を現実の

ものとしていくためには、企業が安心して投資をし続けることができる環境整備を着実に進め

ていくことが何より重要だと考えております。とりわけ、港湾機能の強化、将来を見据えた産

業用地の活用、そして物流を支える広域交通ネットワークの充実は、それぞれが独立したテー
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マではなく、響灘地区の競争力を高めるための一体的な基盤整備であります。今、生まれつつ

あるチャンスを確実な成長へとつなげるため、前向きで建設的な議論を行いたいとの思いから

２点お尋ねいたします。 

 議場配付資料の１ページ目を御覧いただきたいと思います。１点目に、昨年の６月議会でも

質問しましたが、さらなる企業誘致を進めるためには、響灘南岸壁の慢性的な混雑解消は最優

先の課題であると考えます。稼げる町北九州市を目指すためには、企業誘致の成果を着実に生

かしていくための条件整備は極めて重要です。誘致を進めることで物流の混雑が生じてしまう

ような状況は、早急に改善すべきです。響灘南岸壁を利用している企業、本市への進出を果た

し、新たに響灘南岸壁を利用しようとする企業、港運・海運関連企業など多くの地元企業が強

く望むことは、令和５年の港湾計画改定で位置づけられた貯木場跡地への新規ふ頭用地やバル

ク岸壁を一日も早く整備することであります。 

 そこで、伺います。 

 昨年６月議会での議論も踏まえ、混雑を解消するためにどのような取組を考えているのか。

また、貯木場跡地への新規ふ頭用地やバルク岸壁に関して国への働きかけを行わないのかお尋

ねいたします。 

 続いて、議場配付資料の２ページを御覧いただきたいと思います。２点目に、響町周辺への

企業進出も好調であり、産業用地も少なくなっている状況ではありますが、現在解体が進んで

いるＰＣＢ処理工場の跡地が更地となれば新たに５万平方メートルの用地が生まれ、さらなる

企業誘致が期待されます。このエリアの強みは、港湾をはじめとした物流インフラが充実して

いることであります。都市計画道路響灘戸畑線は、若戸トンネルを延伸し、響灘地区へダイレ

クトにアクセスできるようになる道路です。これが整備されれば、環状化が進む北九州都市高

速や昨年都市計画決定がされた下関北九州道路とも接続し、響灘地区からの物流効率が劇的に

向上します。将来への先行投資として響灘戸畑線の整備を具体的に検討してはどうかと考えま

すが、見解をお尋ねいたします。 

 次に、若松北海岸における観光地化の現状と課題、今後の展望についてお尋ねいたします。

議場配付資料の３ページ目を御覧いただきたいと思います。 

 令和６年８月、Ｓｅｃｒｅｔ Ｓｕｎｓｅｔ Ｃｏａｓｔ ＰＲＯＪＥＣＴ ｉｎ若松とし

て、若松区大字安屋及び大字有毛の国道495号沿線から海側の地域において民間投資を促進す

るための規制緩和が行われ、ホテルやスパ、レストランやカフェなどの観光関連施設の設置が

可能となりました。本市が若松北海岸のポテンシャルを生かす姿勢を明確にしたものと、高く

評価しているところであります。昨年からは電動アシスト自転車のレンタサイクル事業も開始

し、サイクルツーリズムの推進にも取り組まれており、遠見ケ鼻、千畳敷、広大なヒマワリ畑

など、本市が誇る美しい景観を活用した観光振興への期待は若松区民の間でも非常に高まって

いると感じています。 
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 しかしながら、現地での観光客に対する受入れ環境は十分であるとは言えません。特に、主

要観光スポットである遠見ケ鼻や有毛ヒマワリ畑周辺に駐車場等が整備されていないことか

ら、観光に訪れた方々による違法駐車、迷惑駐車等が発生しており、近隣住民の方が困ってい

る状況も生まれています。このままでは、せっかくのプロジェクトが観光振興どころか、地域

住民との摩擦も生みかねない状況でもあります。 

 そこで、お尋ねいたします。 

 魅力的な観光資源を積極的に発信しながら、その受皿となる基礎的インフラが不足している

状況では、若松北海岸が持つポテンシャルを最大限に生かしていくことは難しいのではないで

しょうか。今後、ホテルや飲食店などの民間投資を呼び込むためにも、行政が一定のハード整

備を先行的に行い、観光客が安心して来訪できる環境を整えることが、民間投資を誘発する土

壌づくりになると考えます。若松北海岸エリアの観光地化について、現状の課題をどのように

認識しているのか。特に、苦情が発生している遠見ケ鼻やヒマワリ畑周辺の駐車場等の整備に

ついて、具体的な計画や検討状況についてお尋ねいたします。 

 次に、若松南海岸の魅力向上と港湾緑地の民間活用についてお尋ねいたします。議場配付資

料は４から12ページをお目通しいただきながら御清聴願いたいと思います。 

 若松南海岸は、若戸大橋を望み、旧古河鉱業ビルなど歴史的建築物が集積する、若松区の顔

とも言えるベイエリアであります。そのすばらしい景観は、市民や観光客の憩いの場、交流の

場として愛されている一方、そのポテンシャルが十分に生かされているとは言い難い状況にあ

ります。例えば、南海岸通りのところにある２階建て港湾関連施設、久岐の浜マリンコアやご

んぞう小屋から若戸渡船乗り場までにあるウッドデッキも老朽化が進み、本市の一大イベント

でもあるくきのうみ花火の祭典のときにはメイン会場の周辺の観覧場所として最適な場所に位

置しながら、十分に活用されていない現状があります。非常に残念であります。 

 私は、このエリアの魅力アップは非常に重要と考えており、昨年９月議会においても久岐の

浜一帯のマリーナ整備について質問しました。その際、港湾空港局長から、若松南海岸通りを

含む北九州港の港湾施設については、現在、港湾施設マネジメント実施計画に基づき、積極的

に民間活力の導入を図るとの力強い答弁をいただきました。先日、若松南海岸通りに位置する

旧水上警察署跡地の市有地が公募で売却をされましたが、最低売却価格2,571万円を大幅に上

回る8,400万円で落札されるなど、若松南海岸エリアに民間事業者の高い関心が寄せられてい

ることを強く感じています。この流れをチャンスと捉え、若松南海岸通りへの民間投資の誘

発、民間活力の導入を積極的に進めるべきと考え、お尋ねいたします。 

 本年１月、若松区響町において九州初となるみなと緑地ＰＰＰを活用した飲食店誘致事業の

優先交渉権者が発表されました。港湾緑地を民間活力によって活性化させる取組が進められて

います。久岐の浜マリンコアから若戸渡船乗り場までのゾーンも港湾緑地となっており、この

一帯もみなと緑地ＰＰＰを活用した地域活性化を目指してはどうかと考えますが、今後の展望
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について、港湾管理者である市の見解をお尋ねいたします。 

 最後に、競艇、競輪、市民に親しまれるレース場であるためにお尋ねいたします。議場配付

資料の13ページ目を御覧ください。 

 昨年12月議会でも質問いたしましたが、本年４月１日、ボートレース若松にいよいよ待望の

新施設、モーヴィわかまつ、グルーンわかまつが開設されます。早くも地元では多くの期待の

声が寄せられており、先日、経済港湾委員会にて視察を行った際に私自身も施設を拝見させて

いただき、大人気の施設となる可能性を感じたところであります。来年度予算には、公営競技

事業会計から75億円もの繰出金が計上されています。地元若松区民として誇らしく思い、心か

ら感謝を申し上げるとともに、ボートレース事業はこれからも広く市民の暮らしを彩るため、

地域貢献の幅をどんどんと広げていってほしいと強く願っています。 

 一方、競輪事業については、これまでボートレース事業の収益からも償還されてきたメディ

アドームの建設費が令和８年度をもって完了する予定であり、来年度予算には競輪事業会計か

ら一般会計への繰り出しも再開されると伺っています。これからは小倉競輪としても地域貢献

事業にしっかりと取り組んでほしいと考え、お尋ねいたします。 

 競輪事業における地域貢献について、これまでどのような取組を行い、今後どのように取り

組んでいくのか、見解をお伺いします。 

 以上で私の第１質疑を終わります。前向きな御答弁、何とぞよろしくお願いいたします。御

清聴ありがとうございました。 

○議長（中村義雄君）市長。 

○市長（武内和久君）大項目３つ目、若松南海岸の魅力向上と港湾緑地の民間活用、みなと緑

地ＰＰＰを活用した地域活性化についてお尋ねがございました。 

 若松南海岸は、洞海湾の美しい景観や港町の風情を楽しめるエリアであり、観光振興や地域

活性化に資する重要な地域資源の一つと考えております。このため、令和５年度に改定をいた

しました港湾計画におきまして、国内外の人々が訪れ、にぎわう港を目指す人流・にぎわいゾ

ーンとして若松南海岸を位置づけたところでございます。 

 御案内のみなと緑地ＰＰＰは、民間活力による港湾緑地の管理と併せてカフェなどの収益施

設の設置が可能となるなど、良好な港湾環境やにぎわい空間の形成と港湾管理者の財政負担の

軽減を両立できる有効な制度であると認識をしております。今年度、響灘東地区におきまし

て、地区内に飲食店が欲しいという地域のお声に応えるため、九州で初めてみなと緑地ＰＰＰ

を活用いたしまして、港湾緑地に飲食店を設置する民間事業者を公募により選定したところで

あります。現在、令和９年４月の開業に向けて必要な手続を鋭意進めているところでございま

す。 

 現在、並行して、議員御提案の若松南海岸をはじめ、人流・にぎわいゾーンにある港湾緑地

全19か所を対象といたしまして、みなと緑地ＰＰＰを活用した魅力向上やにぎわい創出に向け
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まして、緑地の配置や形状、利用状況、そして緑地前面の水域を含めた周辺の利用状況など基

礎的な調査を行い、民間による施設の設置の可能性を探っているところであります。今後は、

現在取り組んでいる基礎的な調査の結果も踏まえ、引き続き、他港の先進事例の調査や民間事

業者への意向調査を行う予定であります。 

 いずれにしましても、若松南海岸については彩りある町の実現に資するよう、官民連携によ

る港の魅力向上とにぎわい創出に取り組み、地域経済の活性化につなげてまいります。以上と

なります。残りは担当局長からお答えいたします。 

○議長（中村義雄君）港湾空港局長。 

○港湾空港局長（倉富樹一郎君）大項目１つ目の若松区響町へのさらなる企業誘致を進めるた

めにの、響灘南岸壁の混雑解消の取組等に関する御質問にお答えいたします。 

 若松区の響灘南岸壁がある響灘臨海工業団地につきましては、約170社の企業が立地すると

ともに、この岸壁では海底ケーブルや石炭、石こうなどの貨物が取り扱われており、北九州市

の重要な産業と物流の拠点となってございます。一方、当該岸壁は利用率が非常に高く、混雑

しており、利用する港湾運送事業者等からの要望も上がっていたことから、その解消を目的と

して、令和５年に改定した港湾計画において、貯木場跡地に新規のふ頭用地や岸壁を位置づけ

たところでございます。 

 他方、響灘東地区では、現在、国の補助事業制度を活用して廃棄物及び土砂の処分場を整備

中でございますが、昨今の資材価格や人件費の高騰を受けて事業費が131億円大幅に増加し、

事業期間が５年延伸することとなったという状況にございます。現在稼働中の響灘西地区の処

分場は、一般廃棄物の受入れにより令和13年度で満杯になる見込みであることから、その後継

として現在整備中の響灘東地区の処分場については着実に事業を進める必要があります。 

 これらの状況を踏まえまして、まずは響灘東地区の処分場を最優先で整備していくため、貯

木場跡地の新規ふ頭用地等の工事着手や供用時期につきましては、処分場の完成が見えてきた

時点で、その必要性や他の施設を含む施設整備の優先度などを踏まえた上で検討することとし

てございます。そのため、議員御質問の響灘南岸壁の混雑解消に向けましては、当面、岸壁利

用者の利用調整を行いまして既存岸壁を有効活用し、対応することを考えており、現在、民間

を含む周辺岸壁の利用につきまして実態を把握するためのヒアリングを行っているところでご

ざいます。まずはこれらの取組を着実に進め、その進捗状況を踏まえた上で、新規ふ頭用地等

の国への働きかけについて検討してまいりたいと考えてございます。 

 いずれにしましても、響灘地区は北九州市の経済発展を支える重要なエリアであると考えて

おりますので、引き続き利用者などの声を聞きながら、混雑解消に適切に対応してまいりたい

と考えてございます。以上です。 

○議長（中村義雄君）都市整備局長。 

○都市整備局長（持山泰生君）大項目の１番目、若松区響町へのさらなる企業誘致を進めるた
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めにの２点目、将来への先行投資として響灘戸畑線の整備を具体的に検討してはどうかとのお

尋ねに御答弁いたします。 

 都市計画道路響灘戸畑線は、響灘地区からの新たな交通需要に対応するとともに、都市高速

道路と接続して広域幹線道路網へのアクセス強化を図るため、平成11年に都市計画決定をした

延長約４キロメートルの自動車専用道路でございます。このうち、若戸トンネルを含む第１期

事業区間の約２キロメートルは平成24年９月に供用を開始し、現在、平日およそ２万5,000台

が通行するなど、若戸大橋とともに重要な幹線道路網としての役割を果たしております。 

 響灘戸畑線の未整備区間は、若戸トンネルと響灘地区を結び、延長約２キロメートルござい

ます。響灘地区は、響灘臨海工業団地を中心に多くの企業が立地しており、風力発電関連産業

をはじめとするエネルギー産業の総合拠点化に向けた取組を進めているほか、今後さらなる企

業進出が期待されている地域でございます。議員御指摘のとおり、響灘戸畑線は、下関北九州

道路や現在整備中の戸畑枝光線と接続することで本州方面や都市高速道路から響灘地区へのア

クセス性が一層向上し、企業立地の促進や新たな雇用の創出など、地域経済の発展につながる

ものと認識しております。 

 一方、道路整備につきましては、令和７年１月に策定いたしました北九州市道路整備中長期

計画に基づき、限られた財源の中で、今後10年間に整備する戸畑枝光線や恒見朽網線などの広

域道路ネットワークの形成に資する道路を優先して進めているところでございます。そのよう

な中で、響灘戸畑線の未整備区間につきましては、ばく大な事業費が見込まれることから、直

ちに事業着手することは難しい状況でございます。今後の下関北九州道路や戸畑枝光線の進

捗、企業立地の動向、本市の財政状況などを総合的に判断し、都市の発展につながる最適な時

期を見極めてまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（中村義雄君）都市戦略局長。 

○都市戦略局長（小野勝也君）大項目２つ目の、若松北海岸エリアの観光地化について現状の

課題をどう認識しているのか、特に遠見ケ鼻やヒマワリ畑周辺の駐車場などの整備について具

体的な計画や検討状況について尋ねるという御質問にお答えいたします。 

 若松北海岸エリアは、北九州市を代表する美しい海と海岸線を有し、豊かな自然環境と開放

的な眺望を備えた観光地として高いポテンシャルを持っているエリアであります。一方で、観

光地化を進める上で、これまで民間事業者と協議を重ねる中で、エリアの魅力や可能性が十分

に認知されておらず、投資判断につながりにくい点が課題であると受け止めております。この

ため、まずは若松北海岸への認知度を高め、ポテンシャルを顕在化させることが重要であると

の考えの下、誘致活動に加え、１つに、イメージ動画の作成とＳＮＳや小倉駅サイネージなど

での情報発信、２つ目に、地域活性化イベント、ＷＡＫＡＭＡＴＳＵ Ｓｐａｒｋｓの実施、

３つ目に、電動アシスト自転車のレンタル事業の実施などに取り組んでまいりました。 

 また、観光地化を着実に進めるためには、滞在時間の延伸につながる施設の充実に加え、来
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訪者の受入れ環境を整えることが不可欠でございます。この受入れ環境の整備は、行政だけで

なく、民間投資を促し、官民連携により進めることが有効であると考えております。周遊性、

利便性の向上に加え、駐車対策にも資する受入れ環境の整備について検討を進めているところ

でございます。 

 議員御指摘の遠見ケ鼻やヒマワリ畑周辺の駐車場につきましては、地域生活の影響に配慮

し、安全な交通環境を確保する観点から優先課題と受け止めております。このため、地権者

等、関係者と協議、調整を行いながら、駐車場整備に向けて検討を進めているところでござい

ます。 

 いずれにしましても、若松北海岸の認知度向上を図りつつ民間事業者の投資を呼び込み、官

民連携によるエリアの魅力と価値を高め、観光地化へつなげてまいりたいと考えております。

以上でございます。 

○議長（中村義雄君）公営競技局長。 

○公営競技局長（春日伸一君）最後に、大項目４つ目のボートレース、競輪、市民に親しまれ

るレース場であるためにの、競輪事業における地域貢献について、これまでどのような取組を

行い、今後どのように取り組んでいくのか見解を伺うという御質問にお答えします。 

 公営競技局では、事業の収益金で将来にわたり北九州市の未来づくりと豊かな社会づくりに

貢献するという企業理念を掲げ、競輪、ボートレース事業に取り組んでまいりました。これま

で、事業の収益金の一部を一般会計へ繰り出すとともに、様々な地域貢献事業を実施すること

により、市民の生活の充実や利便性の向上に寄与してきたところでございます。 

 繰出金につきましては、子育て環境や教育の充実、文化・スポーツ振興等の事業の財源とし

て活用されてきました。また、令和７年度には北九州市ボートレースによる未来のまちづくり

投資基金が設立され、小・中学校のトイレの洋式化や特別教室のエアコンの設置の加速化など

の財源に役立てられているところでございます。メディアドームにおける地域貢献事業につき

ましては、アリーナや会議室等の地域住民への貸出し、子ども食堂の実施、キャラクターショ

ーや大型遊具による夏祭りの実施、プロ野球選手やオリンピックメダリスト等によるスポーツ

教室の実施、有名アーティスト等のライブステージの開催などを行っております。 

 令和８年度には、競輪事業から一般会計への繰り出しの再開を予定しており、財政への貢献

がさらに図られることになります。地域貢献事業につきましては、これまでの取組に加え、親

子で楽しめるスペースの充実やイベントの開催等ができないか検討していきたいと考えており

ます。 

 いずれにしても、今後も安定的、継続的な収益確保に努め、地域に貢献する公営競技とし

て、本来の使命を果たしてまいりたいと考えております。答弁は全部で以上でございます。 

○議長（中村義雄君）３番 上野議員。 

○３番（上野照弘君）御答弁ありがとうございました。時間が思いのほかございませんので、
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絞って質問と、ほとんど要望になると思いますが、発言を続けさせていただきたいと思いま

す。 

 まず初めに、港湾空港局長にお尋ねさせていただきたいと思います。 

 日本に輸出入される貨物の何％が港を通じて入ってきているか、パーセンテージでお答えい

ただきたいと思います。 

○議長（中村義雄君）港湾空港局長。 

○港湾空港局長（倉富樹一郎君）御質問のあった日本の輸出入貨物につきましては、重量ベー

スになりますけど、99％以上が港を利用して入ってきてございます。以上です。 

○議長（中村義雄君）３番 上野議員。 

○３番（上野照弘君）ありがとうございます。港の元気は町の元気、港の大きさ以上に町は発

展しないという言葉もあります。我が会派の日野雄二先生、本日誕生日ということであります

けれども、日野先生がいつも言われるのは、日本のかつての３大港というのは横浜、神戸、門

司港だったんだということをよくいろんなところで言われます。現在の日本５大港というので

ありますけれども、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、北九州は８位ということであります。

やはり、港の整備というのは町の発展の基礎にもなるところでありますので、引き続き港湾空

港局長及び市長にはしっかり頑張っていただきたいと思います。 

 今回も質問に取り上げさせていただきました港の整備であったりとか計画道路の整備であっ

たりとかというインフラ整備というのは、北九州市が単独で進めていくのは非常に難しい事業

であるというのは私自身も理解しております。国の支援を受けながら進めていくべき事業であ

るということも十二分に理解をしています。幸いにも、先月、衆議院議員選挙が行われて、北

九州市内においては福岡９区、10区ともに、これまで不在であった与党・自民党の衆議院議員

が誕生いたしました。これは大きなチャンスでもあると考えています。市役所、市議会、県議

会、そして衆参併せた国会議員の皆様としっかり連携をしながら、響灘地区のインフラ整備に

対する国の支援を力強く引き出していくことが重要であると考えています。ぜひ、新たな国会

議員の皆様方にも全力で力を尽くしていただいて、響灘地区が抱える課題の解決に向け、一丸

となって取り組んでいただきたいと、強く要望としたいと思います。 

 続いて、若松北海岸でありますけれども、駐車場の整備についても前向きに検討していただ

いているということで、御答弁ありがとうございました。武内市長においても、先日、若松区

で出席された会合の中でも駐車場の整備必要だよねと、認識されているというような発言もあ

ったと聞いておりますので、ぜひ若松北海岸、成功に導かせていただきたいと思います。地元

の我々としても誠意応援をしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 みなと緑地ＰＰＰでありますけれども、これも市内のたくさんの緑地において可能性の調査

をしていただけると、市長から力強い御答弁をいただきました。本当にありがとうございま
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す。みなと緑地ＰＰＰという制度は、事業者が港湾緑地を低い金額で長年借りることができ

て、そこで生まれた収益をもってして港湾緑地等の維持管理ができるということで、事業者も

行政もその地域に住む市民の人たちも、３者が得するようなお話、制度でもあると思いますの

で、ぜひこれ積極的に、みなと緑地ＰＰＰを北九州市内の各緑地で活用できるような体制を整

えていってほしいと考えています。みなと緑地ＰＰＰに関する専門的な部署もつくっていいん

じゃないかなとも個人的には僕思いますんで、ぜひそのくらいの思いをもってして進めていた

だきたいと思います。 

 それでは、残り１分なので、メディアドームのことにちょっと触れたいと思います。 

 若松競艇場もしっかり、これまでメディアドームの償還も手伝ってくれるほどの収益を上げ

てきたことでもありまして、地元若松区民として、これは本当に誇らしくも考えています。で

も、先日、改めてメディアドームを吉田幸正議員と一緒に視察させていただいたんですけれど

も、もうすぐ30年が経過するということで、かなり老朽化しているところが目立ってきまし

た。30年の節目ということもありますし、メディアドームをしっかりリニューアルというか、

リフォームするというか、生まれ変わるぐらいの勢いでやるべきときに来たんじゃないのかな

と思っています。メディアドームというのは競輪の聖地でもあって、全国の競輪ファンが一堂

に注目してくれる競輪発祥の地でありますから、中途半端なリニューアルではなくて、地元の

人たちが望む視点を生かしたリニューアルを検討していただきたいと思います。 

 私の質問の後に続きます吉田幸正議員、生まれたときからメディアドームのすぐ近くで育っ

てこられておられまして、並々ならぬ感情をメディアドームにお持ちだそうであります。私の

後に引き続きメディアドームの質問を吉田幸正議員がされますけれども、ぜひ前向きな御答弁

を吉田幸正議員に賜りまして、新たな北九州市のシンボルとなるようなメディアドームになっ

ていただきたいと思います。 

 また、最後10秒でありますけれども、春日局長、これまでね、今回で退職ということであり

ますけれども、公営競技に御尽力されて本当にありがとうございました。若松区民を代表して

感謝を申し上げます。以上で終わります。 

○議長（中村義雄君）進行いたします。14番 吉田議員。 

○14番（吉田幸正君）吉田幸正であります。今、若松の上野市議からリフトいただきまして、

今回初めてコンビなんですけども、うえよしペアでチャレンジをしたいと思っています。滑り

こけないようにと思っています。よろしくお願いします。 

 まずは、人口であります。社会増２年連続、見事であります。市長のリーダーシップと、そ

して情報の発信力に深い敬意を表したいと思います。 

 思えば、私が７歳の頃、北九州の人口はピークでありまして、10代、20代、30代と、思い返

せば人が減りながらの暮らしだったんだろうと思います。40になって市議会議員になりまし

て、やっぱり人口やりましょうと、町をにぎやかにしましょうと取り組んできたつもりであり
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ます。2012年、人口問題対策チームが局内にできまして、そして2015年、人口の減少幅がスト

ップとなりまして反転攻勢、そして今、ここに至ったわけであります。イベントばっかりやっ

て、あるいはにぎわいづくりやっても私の暮らしに直接、という話を時々聞きますが、私の思

いは、町の中に行けば元気になるという町をつくりたくて、そして同時に経済の発展、そして

土地の価格であります。2015年、人口の減少が止まって２年後、2017年に土地の下落、バブル

をピークに約30年間下落を続けた小倉でありましたが、2017年、反転攻勢を始めて、８期連続

上昇いたしております。町の発展と、そして土地家屋税等々の税収増にもなりますから、そし

て、上がった税収で子供たちの未来と、そしてより豊かな福祉ということなんだろうと思いま

す。今、必要と思う提言をさせていただきますので、明るく前向きな答弁をお願いしたいと思

います。 

 まずは、小倉駅新幹線口の未来像についてお尋ねいたします。 

 私、この質問は３回目で、令和６年２月と９月議会にも質問させていただきました。私が提

案するのはたった１つで、小倉駅新幹線口の未来像を協議する場をつくってくださいというこ

とであります。残念ながら、令和６年度、令和７年度、そして今回の令和８年度の予算におい

ても小倉駅新幹線口エリアについての具体的な記載がないようでありますので、改めて質問さ

せていただきます。 

 改めて申し上げますが、本市には北九州メッセ、北九州国際会議場、ミクニワールドスタジ

アム北九州という集客の基盤となる施設があります。国際会議協会が発表した2024年の国際会

議開催件数ランキングでは本市が国内６位、さらに、ウェールズとの日本代表戦をはじめ、ト

ップランクのラグビーのゲームもすばらしい景色でありました。音楽イベントも、北九州ロッ

ク開催以降、ＹＯＡＳＯＢＩさんはじめ国内外のトップアーティストのコンサートも盛んで、

間もなく開催される「ばります」×「アイドルマスター ミリオンライブ！」も１万人の動員

で２日間開催されます。銀天街にチェックポイントを設けて、ファンの町歩きなども企画され

ており、訪れた方々による経済活性化に向けてみんなで汗をかいている真っ最中であります。 

 こうした事業を通じて、小倉駅新幹線口周辺のアクセスのよさが大きく周知をされていま

す。市は観光大都市を目指していますが、私が提言しておりますＭＩＣＥあるいはニューＭＩ

ＣＥ、スポーツイベント、ライブ、コンサート、ｅスポーツなどエンターテインメントは、こ

の町を目的地として人を引きつける大きな装置であり、そして何より、暮らして楽しい町の構

築は吉田の使命と考えています。 

 一方で、国内のＭＩＣＥ施設は世界と比べると規模が小さく、世界の100位の中にランクイ

ンするのは僅か１か所とされています。私は、国立博物館などに加えて企業が稼ぐきっかけと

なる世界基準の大型ＭＩＣＥ施設を造るべき、そしてそれは東京一極集中でなく、アジアに近

く、そして近隣自治体ともアクセスがよく、広大な土地を提案できる自治体として、政府に対

し、本市へ積極投資をすべきということを働きかけましょうと提言をしてまいりました。先日
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の高市総理の所信表明の中でも、東京一極集中を見直す副首都構想の検討を加速されることが

表明されました。これには、国家の安定運営のため、大規模災害からのリスク回避を考える視

点もあり、御承知のとおり、本市は地震のリスクの低いエリアと言われています。あらゆる面

から、今、本市が成長するチャンスが訪れていると感じています。 

 そこで、小倉駅新幹線口エリア未来構築に向けての今後どのような姿を描いていくか、協議

会の設立など、民間企業をはじめとした様々な関係者とタッグを組んで協議する場が必要と考

えますが、見解を求めます。 

 続いて、小倉北区のにぎわいづくりについてお尋ねいたします。 

 １点目に、ソレイユホールの再開についてお伺いいたします。 

 市内最大約2,000席のホールを有する北九州ソレイユホールは、著名なアーティストのコン

サート、プロオーケストラの演奏会など開かれ、本市を全国ルートの一角に位置づけ、市内外

から人を呼び込んでまいりました。現在、休館されているため、全国興行の開催地から既に外

れており、やっとたどり着いた老若男女のための文化エンタメ環境が失われていることを大変

残念に思います。私は、ソレイユホールの一日も早い再開を望んでいます。そして、前回、市

長にお答えいただけませんでしたが、この町の文化、楽しさを守るため、一日も早い再開を目

指すと意思の表明をいただきたいと思っています。 

 そこで、お伺いいたします。 

 今年度行われている老朽化調査の状況、そして調査結果を踏まえた再開に向けての検討をど

のように進めていくつもりなのか。また、休館が続く間、全国興行の誘致、市内開催時の受皿

をどのように確保し、ツアールートから外れないための対策を講じているのか、見解を求めま

す。 

 ２点目に、鍛冶町、堺町エリアのライトアップについてお伺いいたします。 

 繁華街の支援策について、空き店舗を借りて事業を開始する際の家賃補助などを行ってほし

いと要望してまいりました。これまで、商店街ではないとの理由で鍛冶町、堺町では適用され

ませんでしたが、令和７年度、初めて対象として拡大いただきました。小倉ナイトタイムエコ

ノミー、活性化へつながると感謝をいたします。また、現在鋭意取り組み中の客引き対策につ

いてはまだまだ道半ばと思っており、引き続きの対策を要望いたします。 

 さて、今年度２回目となったコクラＢＥＡＴ、クリスマス時期を中心に大規模なイルミネー

ションが展開され、紫川をはじめとした中心市街地エリアは明るく華やかににぎわいました。

しかしその一方で、鍛冶町、堺町など飲食店が集積する繁華街が相対的に暗く見え、人の流れ

が十分に波及していないと声を聞いています。人の流れを都心街中に広げるべく、小倉イルミ

ネーションと連動し、繁華街にも戦略的なライトアップを展開してほしいと思います。あまり

きらきらし過ぎると、我々のような中年男性は照れてしまいますので、小倉織やクラシックな

ちょうちんのような演出を導入してはどうかと考えます。見解を求めます。 
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 最後に、北九州メディアドームについて。 

 小倉は、日本における競輪発祥の地であります。長年、全国の競輪ファンに愛されてきた北

九州メディアドームは、私が25歳のときに開館し、はや27年を迎えました。来年度、公営競技

事業会計から一般会計へは75億円という多額の繰出金が計上されており、最近の競輪事業は多

くの方々の御尽力と手軽に行われるネット購入の普及により順調で、来年度の予算には競輪事

業からも４億円の繰り出しが再開されます。本市のまちづくりへの貴重な財源であり、心から

感謝を申し上げます。 

 競輪発祥の地として競輪事業がさらに盛り上がっていくこと、そして、その象徴的な場所と

して北九州メディアドームがよりよい施設になっていくことを期待し、まず、競輪事業の盛り

上げには何よりも選手の活躍が必要であります。特に、地元の選手の活躍。10年ほど前、私が

トライアスロンというスポーツを始めたときのことです。トライアスロンは水泳、ランニン

グ、そして自転車で行うのですが、自転車が並外れて速い小学生がいました。大人の我々が誰

もかなわない。それを見たコーチが競輪選手を目指してはどうかと勧めたのがきっかけで、本

格的に競輪の道へ進み、デビューしました。ルーキーイヤーから頭角を現し、現在はＳ級の選

手として各地で活躍をし、着実に勝ち星を重ねて稼ぎ、多くのファンに応援されています。こ

のような選手のように、才能を秘めた子供たちがこの町にたくさんまだ眠っているかもしれま

せん。野球やサッカーなど、運動の得意なスポーツエリートは聞きますが、競輪の発祥の地と

して、自転車競技に才能のある子のうわさがあれば駆けつけて選手候補として発掘していくよ

うな、地元出身選手を育成する早めの時期からの支援を行ってほしいと、これは要望といたし

ます。 

 次に、北九州メディアドームがさらに魅力的な施設となることを目指し、先ほどの質問にも

関連しますが、町のにぎわいには人の集まる場所の存在が非常に重要、メディアドームは老朽

化に伴う大規模改修を行う予定と聞いています。現在も幼稚園の運動会などで利用されていま

すが、天候に左右されない環境が大変喜ばれており、過去の提言を機に地域活性化の文言を要

綱に加えていただき、以来、ＪＣの事業やＫ．フェスティバルなど、様々な催しで大いににぎ

わっています。また、地元企業の取組で、メディアドームで初のバレーボール大会も開催され

ます。体育館など大規模施設が人気で確保できないことも背景にありますが、メディアドーム

を各種イベントで活用していくことは地域活性化の観点から非常に重要なことと感じていま

す。 

 大規模改修に当たり、ほかの屋内イベントを行える施設としての活用のしやすさ、特にアリ

ーナは、アーバンスポーツをはじめスポーツエンターテインメントでの活用を改修の企画の段

階から視野に入れて検討すべきと考えます。現在どのような改修を予定しているのか、また、

今後、北九州メディアドームの目指す姿についてお伺いいたします。 

 以上で私の第１質疑を終わります。御清聴ありがとうございました。 
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○議長（中村義雄君）市長。 

○市長（武内和久君）第１項目、小倉駅新幹線口の再開発について、新幹線口エリア未来像構

築に向けてどのような姿を描くのか、民間企業などの関係者と協議をする場が必要ではないか

とのお尋ねがございました。 

 小倉のまちづくりにつきましては、北九州市基本構想・基本計画でお示ししているとおり、

オフィスや都市型住宅の集積を促進するとともに、魅力的なエンターテインメントや商業機能

の充実を図り、にぎわいと活力がみなぎる町をつくっていくこととしております。また、建物

の低層部などの民間空間と道路、公園等の公共空間とを、官民が連携して一体的に整え、町に

開かれた快適な空間とするとともに、沿道の魅力向上を通じて歩きたくなる町なかを創出して

いくこととしております。 

 こうしたまちづくりの将来像を着実に形にしていくためには、公共空間の整備にとどまら

ず、官民連携で都市の魅力と価値を高める必要があることから、民間事業者による投資を呼び

込めるまちづくりの方向性を示す都市デザインの検討を進めているところでございます。検討

に当たりましては、道路や公園などの公共空間の新たな使い方により、居心地がよく歩きたく

なる空間や、若者やクリエーティブな人材が集う北九州の顔にふさわしい場を創出することを

柱として議論を深めているところでございます。 

 議員御指摘の新幹線口地区につきましては、高い交通結節機能を有し、ＭＩＣＥ機能などの

都市機能が集積するポテンシャルの高いエリアでございます。こうした強みを最大限に生かす

ために、さらにアテンションを高めるとともに、必要となる都市機能や将来的な投資の可能性

について民間事業者との対話を重ねているところであり、考え方の整理ができ次第、方向性を

お示ししたいと考えております。 

 様々な関係者と協議する場を設けるべきとのお尋ねでございますが、令和８年度以降、この

都市デザインをたたき台として、官民一体となって各プロジェクトをいかに具体化、実装して

いくのか、議論を深めていくことが重要と考えております。 

 いずれにしましても、非日常を楽しめる、わくわくできるようなまちづくりという視点を持

って北九州市らしい価値を生み出し、民間事業者から投資してみたい都市だと思っていただけ

る環境をつくり、持続可能な発展に結びつけるという視点を大切にスピード感を持って取り組

んでまいります。以上です。残りは担当局長からお答えします。 

○議長（中村義雄君）都市ブランド創造局長。 

○都市ブランド創造局長（小笠原圭子君）次に、大項目２つ目の小倉北区のにぎわいづくりに

ついてのうち、北九州ソレイユホールの老朽化調査の状況、また検討の状況、そして休館中の

興行対策についての御質問について答弁申し上げます。 

 北九州ソレイユホールは、市内で最大規模の2,008席の客席数を持つホールでございまし

て、これまで多彩な文化芸術の鑑賞機会を提供するとともに、市民の文化芸術活動を支える施
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設として幅広く利用されてきました。このような中、施設は築40年以上経過し、老朽化が進ん

でいることから、昨年３月末で一旦休館し、今年度は施設全般にわたり老朽化度合いの調査を

実施し、現在、報告書の内容について精査を行っているところでございます。また、この調査

と並行いたしまして、民間事業者を対象に、事業スキームや施設の運営範囲、採算性等につい

て意見を求めるサウンディング調査も実施しておりまして、今年度末までに取りまとめること

としております。 

 一方、ホール休館中のコンサート等の受皿につきましては、市内のホール等の情報を取りま

とめてホームページで提供しており、これまで北九州ソレイユホールを使用していた日本フィ

ルハーモニー交響楽団が北九州芸術劇場に会場変更して公演を行ったなどの例もあると承知を

しております。なお、昨年度、北九州ＤＭＯ連絡会議が中心となり、北九州市も参画するコン

サート誘致コンソーシアムが発足し、これまでに大型コンサート等の誘致に実績を上げてお

り、市民に文化やエンターテインメントを楽しむ機会が提供されているところでございます。 

 いずれにいたしましても、まずは今年度実施いたしました北九州ソレイユホールの調査結果

を踏まえて施設の今後の方向性等の検討を進めることとしており、方向が定まれば、適切なタ

イミングで御報告したいと考えております。以上でございます。 

○議長（中村義雄君）産業経済局長。 

○産業経済局長（柴田泰平君）小倉北区のにぎわいづくりについてのうち、鍛冶町、堺町エリ

アでのライトアップについての御質問にお答えいたします。 

 小倉都心部におけるナイトタイムエコノミーの推進は、稼げる町の実現や都市の魅力向上の

ために大変重要であります。明るく魅力ある繁華街は、イベントや学会、観光などで訪れる

方々による消費喚起と北九州市のファンとなる交流人口の拡大につながり、経済、観光の面で

町の価値を高めることになると考えてございます。 

 議員御提案のライトアップにつきましては、昨年開催した２回目のコクラＢＥＡＴにおきま

して光をテーマにした結果、目標を超える153万人もの集客に成功し、小倉都心部のにぎわい

づくりに大きく貢献したところでございます。一方で、鍛冶町や堺町などの店舗からは、繁華

街への誘客にもつながるよう工夫してほしいという声もいただいたところであります。北九州

市としましては、繁華街がより魅力的となり、多くの市民や観光客が訪れ、回遊してもらうこ

とで、滞在時間の延長や、これに伴う宿泊客の増加にもつながるよう取り組んでいきたいと考

えております。そのため、令和７年度から、繁華街エリアを対象に、民間事業者を後押しする

ナイトタイムエコノミー推進プロジェクトを開始しました。このプロジェクトでは、若者の視

点を取り入れた店舗のリブランディングや、音楽を切り口とした新たなイベントなどを支援し

ているところであります。 

 議員御提案の戦略的なライトアップにつきましては、まずは民間での主体的な取組が重要だ

と考えておりますけれど、ナイトタイムエコノミー推進プロジェクトなどの活用も含めまし
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て、地元のまちづくり団体などと協議してまいります。以上です。 

○議長（中村義雄君）公営競技局長。 

○公営競技局長（春日伸一君）最後に、大項目３つ目の北九州メディアドームについて、北九

州メディアドームの大規模改修に当たり、どのような改修を予定しているのか、今後の目指す

姿について伺うという御質問にお答えします。 

 北九州メディアドームは、小倉競輪場の老朽化による建て替えを機に、アリーナと競輪バン

クを備えた全天候型の多目的集客施設として平成10年に開設いたしました。これにより、天候

に左右されず安定したレースの開催が可能になるとともに、音や光の周辺環境への漏れ出しも

抑えられ、ミッドナイトレースをいち早く実現するなど、小倉競輪の売上増に大きく貢献して

まいりました。また、競輪の開催を基本としながらも、多目的施設としてコンサートやダン

ス、インターハイの自転車競技など様々な催しが開催されるだけでなく、近隣の幼稚園の運動

会や中・高生の部活動の練習などにも利用されるなど、多くの方々に親しまれる施設となって

おります。 

 しかしながら、開設から27年が経過し、施設の老朽化が進んでおり、今後、改修計画の検討

を進めていく必要がございます。計画の策定に当たりましては、屋根の防水性能の強化や外壁

補修、空調設備の更新など建物本体の老朽化への対応、利用者に分かりやすいサインの設置や

くつろげるスペースの充実など、安定的なレースの開催や来場者の満足度を高める環境整備

等、具体的な検討を進めていきたいと思います。また、様々な催しに対応し、地域に開かれた

施設となるよう、アリーナやイベントスペースの充実なども検討していきたいと考えておりま

す。 

 いずれにしても、メディアドームが多くの方々に親しまれ、地域活性化につながる施設とな

るよう、幅広い意見を取り入れながら、メディアドームの今後の在り方についてしっかりと検

討してまいりたいと考えております。答弁は全部で以上でございます。 

○議長（中村義雄君）14番 吉田議員。 

○14番（吉田幸正君）ありがとうございました。まず、市長にお答えいただきました小倉駅の

北口であります。先ほどからありました、まずは小倉駅北口地区整備構想にのっとってとあり

ます。これ制定されたのはいつですか。 

○議長（中村義雄君）都市戦略局長。 

○都市戦略局長（小野勝也君）すいません、正確に年次を覚えていないんですけど。 

○議長（中村義雄君）14番 吉田議員。 

○14番（吉田幸正君）平成３年であります。35年前のルールに基づいて皆さんは議論されてい

るということになります。35年たって環境随分変わっていますから、これはそのことに基づく

んでなくて、今、世の中の環境が大きく変わっています。僕、一番最初に、６月ですか、質問

させてもらったときに、この平成３年のルールに基づいて多くの方々と議論していますと言わ
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れたので、この切り口では僕はうまくいかないと思いました。日本中見渡して、今、日本中の

ＭＩＣＥが少ないですよと世界から言われているときに、北九州には大きな土地がまだある、

活用ができる可能性があるということでお尋ねさせていただきました。そのときに局長は、日

本政府がそういう大きなものが欲しいんであれば働きかけていきたいという答弁でありまし

た。 

 ですから、これこのままいっても、うまくいかない。しかし、小倉駅の北口、新幹線口であ

ります。そのときに出てきたのが、高市総理の副首都構想であります。僕、政府の関係者、い

わゆる地元の代議士と言われる方々とよくお話をさせていただくんですが、どういうスキーム

になるかまだよく決まっていないのは事実でありますけども、僕ら話をすると、大変大きな可

能性もあるし、我々でいうＭＩＣＥの必要性というのも多くの方々が理解をしてもらっていま

す。副首都構想について市長いろいろ御発言をされていらっしゃると承知をしていますが、北

九州と副首都、小倉駅北口のことについてコメントいただけたらと思います。 

○議長（中村義雄君）市長。 

○市長（武内和久君）副首都構想については、御案内のとおり、まだ議論の途上でございまし

て、いろいろな情報が政党間でもありますし、まだ政府のほうではそれほど具体的な形という

のが出ていないという状況にはございます。ございますが、さはさりとて、やはりこういった

動きに北九州市として早めにしっかりと関わっていこうということで、北九州市だけではない

ですけれども、福岡市あるいは福岡県のエリア含めてやはり災害にも強いですし、インフラも

そろっておりますし、いろいろな面で北九州市の可能性、ポテンシャルというのは非常にある

というような発信はさせていただいているところは御案内のとおりです。北口がどうかという

話については、どういうスペックあるいはどういうようなものかというのが具体的になってい

ないので、まだそこまで深掘りしたことを念頭に置いて検討あるいはそれを申し上げていると

いうことにはない、今、現段階にございます。 

○議長（中村義雄君）14番 吉田議員。 

○14番（吉田幸正君）やっぱりこういうのちゅうのは、東京が全部を決めてしまう前に、我々

の町ではこういうことができますよということを発信していくべきだと思っています。既に北

九州出身の福岡県知事はやる気を見せていますし、ライバルは恐らく全国の自治体なんだろう

と思います。スキームが決まってから、それは我が町には合わないなということにならないよ

うに、協議をと思います。 

 そして、これは次の質問に行きますが、その協議をする際にゼロベースからみんなに見える

形で、見えないところで協議して、こういうふうにやるように決まりましたからこういうふう

にやっていきますというんじゃ町がわくわくしないんじゃないかと私は思っていますので、北

九州を活性化したい、協議をしたいというグループもたくさんありますので、多くの方を巻き

込んでと思います。 
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 そして次に、ソレイユホールであります。局長にお尋ねしますが、あのホールを一日も早く

再開したいという思いでいらっしゃいますか、教えてください。 

○議長（中村義雄君）都市ブランド創造局長。 

○都市ブランド創造局長（小笠原圭子君）九州厚生年金会館の時代ですけれど、もう数十年前

になりますけれども、私も大学生のときに吹奏楽であのステージに立ったことがあります。ソ

レイユホールというのは、階は２階までしかないんですけれども、非常に天井が高くて、立体

的で、ステージと客席がすごく一体感のあるホールです。2020年、ウイーンフィルが来たとき

にも行きましたし、ＮＨＫののど自慢のときにも参りました。個人的な思いはございます。 

 ただ一方で、今回初めて、築40年で本格的な根幹的な調査を行いました。その結果というの

はやはりきちんと受け止める必要があると思っております。それを受け止めた上で、きちんと

精査して検討していきたいと思っております。 

○議長（中村義雄君）14番 吉田議員。 

○14番（吉田幸正君）現状を踏まえてと言うと、これは結果が違うんだと思うんです。担当局

長として事業者さんに、何としても一日も早くオープンしたいからその方法を提案してくれと

言うことと、ホテルも含めて全部調べてそれから検討しますというんじゃ、仕上がりのスピー

ドってやっぱり変わってくるんだろうと思います。耐久化、長く時間がたつと、そりゃ老朽化

していますから、検査は分かるんですけど、そのことに向かう姿勢が僕は残念だなと思ってい

ます。一日も早くと思っています。 

 そして、去年それがオープンないときに、我々、この町をにぎやかにしてきた自負がありま

すので、わっしょいやりたいなと。補正予算も組んでいただきましたけども、企業版のふるさ

と納税というのを組んで、１万人のお客さんを呼んで勝山公園を埋め尽くしたわけでありま

す。あの思いは、ソレイユホールが今閉まっているけども、我々としてこの町のエンターテイ

ンメントを止めたくないという思いからでありました。市長、声高らかにすばらしい事業です

とお答えいただけましたけども、あのときの若者の御来場いただいている方々の姿を見て、や

っぱりエンターテインメントって大事だと思いませんか。 

○議長（中村義雄君）市長。 

○市長（武内和久君）そうですね。そこは吉田議員と、そこはというか、そこも吉田議員と全

く意を同じくしているところで、エンターテインメントの力、若者中心に老若男女がにぎやか

に、そしてまた元気を出していく、これも町のにぎわい、活性化には欠かすことのないもの。

そして、北九州市にとってはそこの部分を非常に強化していくという伸び代もありますし、未

来に向かって大事な要素だと考えております。 

○議長（中村義雄君）14番 吉田議員。 

○14番（吉田幸正君）ありがとうございました。思いが同じところがあってよかったなと思っ

ていますが。ほかの町でどうかというと、例えば名古屋。名古屋も老朽化してホールが使えな
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くなった。そうすると、公園に臨時の屋根を造ってやりました。名古屋、横浜、ほとんどの町

ちゅうのは、そういうホールが使えなくなると体育館なんかを活用して、日本武道館も代々木

体育館ももともとは体育館でありまして、コンサートホールではありません。総合体育館でこ

の間バレーボールの試合があって、見に行ったらライブをやっていまして、そこも恐らくその

まんまライブハウスとして使える、音響の技術が進んでいますので。ほかの町で、恐らく僕が

今調べているところでは、ほとんど全てのところがネットで連動していますとかというレベル

ではなく支援策を講じていますので、可能性があると思います。よろしくお願いしますとしま

す。 

 そして、メディアドームであります。メディアドームも、先ほど言われた大型ライブ、私た

ち30年あの辺にいますけど、何回かあったなちゅう感じなので、もっと使えるんだろうと思っ

ています。そういう意味では、第２の総合体育館にもなり得るし、臨時のソレイユホールにも

なり得ると僕は思っています。ところが、第一義の目的は競輪の選手のための大事なレース場

でありますので、大きく変更しなきゃいかん場所がいっぱいあるんだろうと思います。ようや

くそのチャンスが私たちに回ってきたと思っています。 

 これお尋ねしますけども、モーヴィ、グルーンというのは東京の協会がつくってきたのに

我々が口を出す場面がなかったと思うんですけども、今度の改修の予算と、それと自由度とい

うのはどうなっていますか。 

○議長（中村義雄君）公営競技局長。 

○公営競技局長（春日伸一君）モーヴィもうちが主体的にやって、補助金を頂いてやったとい

うことでございますけども、モーヴィの場合は一定の要件もおっしゃるとおりありました。ド

ームの改修に当たりましては、今のところ特定の補助金等を活用する予定もございませんし、

アリーナとかイベントスペースの見直しもやっていきたいと思っていますので、そこら辺も含

めてしっかり検討していきたいと思っております。以上です。 

○議長（中村義雄君）14番 吉田議員。 

○14番（吉田幸正君）これ聞きましたら、予算の上限、今のところ予算の大枠は決まっていな

いという話を聞いていますので、そういう意味では、今４億円ぐらい毎年市に入れられるとい

う話もありますけども、３年で12億円、市に直接入れなくても、今、新しい体育館を造るとす

ると約200億円程度かかると言われていますので、今立派な建物がありますから、その機会に

あれができるということになれば、北九州の新たなステージになるんだろうと思います。 

 もう一度言いますが、町へ行けば元気になるという町をつくりたいと思って、これからも活

動します。今日はありがとうございました。 

○議長（中村義雄君）ここで15分間休憩いたします。 

午後２時30分休憩 

午後２時45分再開 
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○議長（中村義雄君）休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質疑を続行いたします。２番 佐藤議員。 

○２番（佐藤栄作君）皆さんこんにちは。自由民主党・無所属の会の佐藤栄作でございます。

一般質疑、最後の登壇になります。皆様お疲れのところかと思いますけれども、どうか最後ま

でお付き合いのほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず初めに、神嶽川旦過地区の再整備についてお尋ねいたします。 

 北九州の食文化と人情を象徴する場所として、かけがえのない役割を果たしてきた旦過市場

で進む再整備事業について伺います。 

 市場関係者の皆様をはじめ、現場で大雨の浸水被害や２度にわたる火災からの復興に使命感

を持って懸命に取り組んでいる皆様、心から感謝と敬意を申し上げます。 

 さて、本事業は、北九州市立大学の新学部設置など複数の公共事業がふくそうし、御承知の

とおり、事業全体に遅れが生じています。大学の進出は、エリア全体の価値向上や人の流れの

創出という観点から一定の意義があると考えます。しかしながら、大学進出に伴う工事内容の

変更や工期の延伸により、旦過市場の再生はさらに遅れることとなり、またか、いつになった

ら完成するのかという声が長年この地で商売を続けてこられた方々から上がっていると聞いて

います。 

 そこで、２点伺います。 

 まず、大学と市場のタイムラインについてです。度重なるしゅん工時期の延期により、旦過

市場で営業してきた店主の皆さんの生活にも大きな影響が出ており、大学進出に反対する声も

出始めていると聞いています。この切実な声を踏まえ、大学と市場それぞれの本格稼働時期を

いつ頃と見込んでいるのか。それぞれのタイムラインを市としてどのように整理し、地域にど

のように説明しているのか、見解を伺います。 

 次に、商業施設取得断念と今後の再生策について伺います。 

 旦過市場の再整備をめぐっては、完成時期の遅れが小出しに公表され続け、長年市場を支え

てきた店主の皆さんの中には、もう新しい市場には出店しない、体力的にも意欲が持てない

と、再出店を断念する声が現実に私の下にも届いています。２度の大火で甚大な被害を受けた

にもかかわらず、再整備の見通しが度々揺らぎ、現場の不安は深まるばかりです。 

 そのような中、昨年には市場関係者が設立した旦過総合管理運営株式会社が新商業施設２階

部分の取得を断念したことが報じられました。資材高騰や火災後の資金力低下が理由とされて

いますが、個人商店の集合体に億単位の取得費用を負担させる計画自体に無理があったのでは

ないかとの声もあります。さらに、市が代替事業者の公募を進めたものの、２月24日に、応募

事業者が物価高騰で収益が見込めないと辞退。27日に市が公表し、事業は再び振出しに戻りま

した。最も肩を落としているのは、火災で被災しながらも再起を信じて待ち続けてきた市場の

皆さんではないでしょうか。市民が愛してきた、あの雑多で温かい旦過市場の風情は本当に戻
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ってくるのか。新しい施設が単なる箱物にとどまり、かつてのにぎわいと人情味を失ってしま

うのではないか。現場には、そうした深い不安が確実に存在しています。 

 一方で、当初、旦過総合管理運営への保留地譲渡額は15億7,800万円でしたが、今回の公募

ではそのうちの商業床を切り売りする形となり、最低売却価格を12億3,800万円と設定されて

いました。このままさらに切り売りされ、価値が下がり、挙げ句、たたき売りのような状況に

陥るのではないかと危惧をしています。市場の価値を毀損するような売却は、地域の商業文化

そのものを損なうことにつながります。 

 以上を踏まえ、今回の混乱を招いている原因を市としてどのように総括しているのか。ま

た、失われつつある市場関係者の信頼をどう回復し、あの風情ある旦過市場を取り戻すために

どのような再生策を講じるのかお聞かせください。 

 次に、市営住宅集会所へのエアコン設置についてお尋ねします。 

 市営住宅の集会所は、住民同士の交流やサロン活動など、地域コミュニティーの拠点として

重要な役割を果たしています。孤立防止や見守り、健康づくり、地域コミュニティーの維持、

再生という観点からも、その価値は年々高まっています。そのような中で、近年の猛暑は、も

はや昔の夏とは全く異なる水準に達しています。エアコンのない集会所では夏季の利用が事実

上、困難です。熱中症リスクを考えれば、高齢者が集うサロン活動をエアコンなしで行うこと

は現実的ではありません。市は、公営住宅法上、集会所は共同施設であり、エアコン設置は入

居者負担が原則との整理を示しています。しかし、物価高騰が続く中で、生活に余裕のない方

も多く入居する市営住宅において設置費用や維持費を住民同士で負担し合うことは、合意形成

の面でも負担能力の面でも極めて困難であります。 

 そこで、伺います。 

 まず、エアコンが設置されていない市営住宅の集会所109か所におけるサロン活動など、住

民の需要や利用状況を市は把握しているのか伺います。 

 次に、物価高騰や地球温暖化の進行を踏まえれば、エアコンの設置は入居者負担が原則とい

う整理だけでは現場の実情に対応できないのではないでしょうか。高齢者が多い団地におい

て、集会所が安全・安心な居場所として機能するためには、エアコンはもはやぜいたく品では

なく、最低のインフラであります。一定の補助制度創設も含め、市としてどのように対応して

いくのかお示しください。 

 次に、不動産特定共同事業についてお尋ねいたします。 

 不動産特定共同事業、みんなで大家さんに関連し、都市綜研インベストファンドが保有する

グランモールの土地、建物に対する固定資産税約2,200万円の滞納を理由に、水巻町が大阪に

ある同社保有地を差し押さえたことが報じられました。その後、北九州市も同様に差押えを行

ったとの情報も得ています。本件については、これまでも議会で重ねて質問していますが、市

の重要政策である国家戦略特区事業の信頼性確保を鑑み、今後も特区の透明性と健全性を検証
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していく必要性があると考え、質問いたします。 

 まず初めに、水巻町などによる差押えにより、都市綜研インベストファンドの運営はより厳

しい状況になったと認識しています。これが本市の特区事業である北九州イノベーションセン

ターの運営にどのような影響を及ぼすと認識しているのか伺います。 

 また、特区としてのリスク認識について、不動産特定共同事業は事業者の経営悪化により地

域空間そのものが荒廃するリスクを内包しています。本市は、国家戦略特区の窓口を担う立場

としてこのリスクをどう認識し、事業者の経営状況や運営実態をどのように把握、監視してい

くのかお聞かせください。 

 次に、北九州空港についてお尋ねいたします。 

 北九州空港は今月、開港から20周年の節目を迎えます。 

 そこで、伺います。 

 まず、北九州空港大作戦第１弾のこれまでの成果について伺います。 

 北九州空港大作戦第１弾として打ち出されたアクセス強化施策の目玉事業である朽網駅への

特急停車の実現は、一定のインパクトを持って受け止められたと考えます。第２弾、第３弾と

された空港利用者の利便性向上とネットワークの拡大につなげるよう取り組んできたところで

ありますが、施策開始から１年が経過をし、その効果を検証する段階に来ているのではないで

しょうか。 

 そこで、伺います。 

 アクセス強化施策により利用者数やネットワークはどのように変化したのか、成果と課題を

具体的にお示しください。 

 次に、空港アクセス鉄道について伺います。 

 本市は、空港アクセス鉄道の検討再開の目安として利用者数200万人という数字を掲げてき

ました。しかし、物価高騰や競合空港との競争が激化する環境の中で、200万人という数字に

とらわれ過ぎるあまり、開港から20年という時間を失い、今振り返ると、開港時からアクセス

鉄道を前提に進めていれば今頃は事業化のめどが立っていたのではないかという、遅きに失し

た感を否めません。一方、他空港では、産官が連携し、国の補助制度を最大限活用しながら、

戦略的に空港アクセス鉄道の議論を進めている事例も見られます。そうした動きを横目に見な

がら、北九州空港の競争力が相対的に低下していくのではないかという危機感を私は強く抱い

ています。 

 今回、国は空港アクセス鉄道の調査、整備に関する新たな補助制度の創設を進めています

が、アクセス鉄道の検討再開に向けて、過去答弁の繰り返しではなく、現時点で整理されてい

る具体的な課題は何かについて、需要予測、採算性、事業スキーム、国、県、市の負担の在り

方など、どの論点がボトルネックとなっているのか明確にお示しください。 

 最後に、下関北九州道路についてお尋ねいたします。 
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 下北道路については前回議会でも質問しましたが、その後、国土交通省の社会資本整備審議

会において、下北道路の建設事業費が最大3,500億円から大幅に上振れする見込みが示されま

した。資材価格や人件費の高騰、円安などの影響を受け、どの程度まで膨らむのか、地元とし

ては穏やかではいられない状況です。また、日本全体として大型公共事業の需要は一服しつつ

あると見られる中で、仮に下北道路が事業決定したとしても、民間事業者を想定したＰＰＰ、

ＰＦＩに大きく依存する構図は期待しにくいのではないかと考えます。その一方で、市財政へ

の影響は気がかりです。 

 そこで、将来世代にわたる負担を少しでも減らす取組と、財政負担の考え方について国と地

方の負担割合をどう設定すべきか、将来世代への責任を踏まえた方針をお示しください。 

 以上で私の第１質疑を終わります。 

○議長（中村義雄君）市長。 

○市長（武内和久君）大項目１、神嶽川旦過地区の再整備について、大学と市場の本格稼働時

期、タイムライン、それから地元説明についてのお尋ね、それから今の現状についての総括、

再生策といったお尋ねがございました。 

 北九州の台所の旦過市場は、長年市民の皆様に愛されている身近な市場であるとともに、国

内外から多くの観光客が訪れる、北九州市にとって大切な場所でございます。この旦過市場で

は、平成21年、平成22年の度重なる浸水被害をきっかけに、施設の老朽化を含めた防災面の課

題の解消と市場の存続を図るため、現在、河川改修事業と土地区画整理事業から成る再整備事

業を官民一体となって進めております。 

 この旦過地区の再整備は、大正時代から100年続く歴史を次の100年へと続く一大プロジェク

トであり、狭いエリアで立体換地という手法を使って店舗の営業を続けながら実施している難

工事で、本来的に長い工期を要します。したがって、このような長期間にわたるプロジェクト

の過程におきましては、経済的、社会的状況や現場の状況など、外部環境が刻々と変化してい

くことは避けられない性格のものであります。加えまして、ここ数年の物価高や金利の上昇な

ど急激な市場環境の変化があったように、将来にわたる長期の市況を的確に予測することには

困難も伴います。このため、こうした様々な状況の変化に対しましては、しっかりとした大方

針を持ちつつ、外部環境の変化にしなやかに柔軟に対応しながら事業を進めていくことが重要

でございます。 

 また、市場の営業を続けながら実施している本事業におきましては、安全な市場を大前提と

いたしまして、市民の皆様をはじめ、旦過市場を訪れる多くのお客様や旦過市場の店舗の皆様

など、旦過市場のにぎわいを楽しみにしている皆様の思いに応えていくことが何より重要でご

ざいます。そして、そのことが市民の皆様の利益の最大化につながると考えております。北九

州市といたしましては、難工事を丁寧に克服していくことで、旦過市場を、北九州市民はもと

より、日本中、世界中の皆様に愛される日本を代表する市場としてのブランドを確立し、さら
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に、そのブランドでより多くの人を呼び込むという好循環を図っていきたいと考えておりま

す。 

 このようなステップを着実に踏み、開け旦過のコンセプトの下で、次の100年に向けて未来

を切り開いていきたいと考えております。浸水被害を防止し、100年の歴史を持つ市場を守る

こと、そしてさらに魅力あるものにするために15年近く前から始まったこの事業を、私自身も

しっかりと引き継ぎ、今後とも物価高や人件費増、技術的な問題など様々な課題を乗り越え、

安全な市場、魅力ある市場をつくるという大目標に向かって、市場関係者の皆様、また議会の

皆様方と共にこれまでどおり全力で取り組んでまいります。 

 次に、大項目４つ目、北九州空港について、そのうち最初の、アクセス強化施策により利用

者数やネットワークはどのように変化したのか、成果と課題、お尋ねがございました。 

 北九州市の新ビジョンに掲げる稼げる町を実現していくためには、成長エンジンである北九

州空港のアクセス強化と利用促進、路線誘致の取組は大変重要でございます。このため、空港

アクセス強化につきましては、交通事業者や空港関係者が一丸となった取組を進めた結果、昨

年４月、北九州空港の最寄り駅である朽網駅への特急停車やエアポートバス小倉線、朽網線の

増便が実現し、黒崎駅から10分、折尾駅から15分短縮されるなど、市の西部との所要時間の短

縮や混雑時の輸送力の増強など、アクセス利便性が大きく向上したところでございます。 

 また、今月の中旬には、朽網駅への特急停車本数が10本から16本に朝夕を中心に増強され、

特急が接続する国内線の航空便数は11本から21本へと約２倍となります。これと併せまして、

航空便と鉄道の乗り継ぎをより円滑にするため、バスのダイヤの改正も行われる予定となって

おり、これによりまして航空便到着から黒崎駅到着までの所要時間が従前よりも平均16分短縮

するなど、空港アクセスの利便性がさらに向上することとなります。 

 こうした空港アクセス強化の取組の効果につきましては、大分、博多方面への利用圏域の拡

大につながるとともに、北九州空港特急きっぷの購入者を対象に実施したアンケートの結果に

よりますと、八幡西区在住者のうち約４割の方が福岡空港から北九州空港に利用を転換するな

ど、空港利用者の増加に一定の効果が現れてきたところでございます。具体的には、令和７年

度の空港利用者につきましては、昨年同時期に比べまして約２万4,000人上回るペースで推移

をしており、また、ネットワークの拡大につきましては、昨年９月に韓国・清州線が就航し、

さらに今年の秋頃には台湾・台北線の運航再開が決定をするなど、着実に成果が出始めている

ところでございます。このように、空港アクセスの強化を推進力といたしまして、利用促進、

路線誘致の取組の効果が高まるという好循環が徐々に生み出されつつあると認識をしておりま

す。 

 こうした中、今後さらに北九州空港の利用促進、路線誘致に取り組む上でアクセス強化の施

策の課題といたしましては、１つに、朽網駅特急ルートの利用促進と特急停車本数のさらなる

増加、２つに、エアポートバスの安定的な運行を支える人材確保や利用者の利便性、快適性の
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向上などがございまして、引き続き交通事業者と課題解決に向け、協議を行っていきたいと考

えております。 

 引き続き、空港アクセス強化を推進力に利用促進、路線誘致の取組を一層進め、稼げる町の

実現につなげてまいります。以上となります。残りは担当局長からお答えします。 

○議長（中村義雄君）都市整備局長。 

○都市整備局長（持山泰生君）大項目の１番目、神嶽川旦過地区の再整備、大項目の２番目、

市営住宅集会所のエアコン設置の２つの御質問に順次御答弁いたします。 

 まずは、大項目１番目、神嶽川旦過地区の再整備について、１点目、大学と市場の本格稼働

時期をいつ頃と見込み、それぞれのタイムラインをどのように整理し、地域にどのように説明

しているかとのお尋ねにお答えいたします。 

 旦過市場は、平成21年、平成22年の度重なる浸水被害をきっかけに、施設の老朽化を含めた

防災面の課題の解消と市場の存続を図るため、現在、河川改修事業と土地区画整理事業から成

る再整備事業を官民一体となって進めているところでございます。この土地区画整理事業は、

市場の営業を継続しながら再整備を進めるため、市場関係者の皆様と協議を重ね、事業区域

を、モノレール旦過駅に近接する南東側をＡ地区、神嶽川沿いの南西側をＢＣ地区、魚町商店

街方面の北側をＤ地区及びＥ地区の４つの地区に分けて段階的に工事を進める計画としており

ます。 

 先行して工事を行っているＡ地区におきましては、現在、北九州市が４階建ての商業施設を

土地区画整理事業で整備しており、令和８年７月末の完成を予定しているところです。その

後、権利者による内装工事を経て、令和８年内のオープンを目指しております。 

 次に、ＢＣ地区では、市場関係者が設立いたしました旦過総合管理運営株式会社と北九州市

立大学が共同で５階建ての建物を整備することとしております。隣接するＡ地区の工事と調整

しながら、令和８年度のできるだけ早期に工事に着手をし、令和９年度中の完成を目指してお

ります。このため、大学の新学部は令和９年４月に開学し、旦過地区の新キャンパスは令和

10年度のオープンを予定しているところでございます。 

 Ｄ地区及びＥ地区につきましては、ＢＣ地区の建物完成後、順次、既存建物の解体や土地の

造成を行い、令和12年度内に土地区画整理事業の完了を目指しているところでございます。 

 他方、市場関係者の皆様に対しましては、これまでも説明会やチラシの配布、戸別訪問など

を通じまして事業スケジュールを丁寧に説明してまいりました。その中で、市場の営業に影響

があるという声があることは認識しております。今後も、進捗に応じて丁寧に説明を行い、安

全を最優先に旦過地区の再整備を着実に進めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、大項目の２番目、市営住宅集会所へのエアコン設置について、エアコンが設置

されていない集会所における住民の需要や利用状況を把握しているのか、エアコンは最低限の

インフラだと考えるが、一定の補助制度創設も含め、どのように対応していくのかの２点につ
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いて御答弁いたします。 

 市営住宅の集会所は、公営住宅法第２条第１項第９号の規定によりまして市営住宅の共同施

設として位置づけられており、その維持及び運営に要する費用につきましては、北九州市営住

宅条例第18条第１項第５号におきまして、入居者の皆様に負担していただくこととしておりま

す。このため、現在、北九州市には市営住宅が378団地あり、そのうち176団地に217か所の集

会所を整備しておりますが、このうち約半数の108か所には入居者の皆様の負担によりエアコ

ンが設置されているところです。一方で、残りの109か所の集会所につきましては、設置や維

持管理の費用を入居者が負担することに合意を得られないなどの理由から、エアコンが設置さ

れていないところです。なお、個々の集会所の利用状況につきましては、その箇所により様々

な差異があるところでございます。また、令和７年８月に実施したアンケート調査では、地域

活動が活発で今後エアコンの設置を検討しているとの回答が複数の集会所から寄せられており

ます。 

 こうした状況に加えまして、昨今の急激な地球温暖化の進行の状況を考慮すると、集会所に

エアコンを設置していくことの意義は理解しておりますが、これまでの検討の結果、１つに、

設置に対して補助した場合、既に入居者負担で設置した方々とのバランスをどう考えるのか、

２つに、集会所をあまり使用しない入居者にも電気代などのコスト負担が及ぶため、入居者の

合意形成をどう図るのかなどの課題があることが分かっております。市営住宅は住宅セーフテ

ィーネットの中心であり、集会所は入居者の交流やコミュニティー活動を支える拠点でござい

ます。地球温暖化の進行に伴う猛暑への対応や利用されている実態も踏まえ、夏季における安

全で継続的な活動を支援する観点から課題解決に取り組んでまいりたいと考えております。以

上でございます。 

○議長（中村義雄君）産業経済局長。 

○産業経済局長（柴田泰平君）神嶽川旦過地区の再整備につきまして、現状認識などについて

の御質問に各論をお答えいたします。 

 旦過市場の再整備に当たりましては、政策局、産業経済局、都市整備局の担当職員が日々、

市場の皆様とのコミュニケーションを密にしながら、工事のスケジュール等の進捗状況に合わ

せまして丁寧に説明、協議するなど、事業の円滑な推進に向けて職員一丸となって取り組んで

ございます。 

 まず、議員からの再出店を断念する声があるとの御指摘でございますが、旦過市場Ａ地区の

再整備につきましては、令和２年の事業計画策定当初から、約50名の権利者のうち半数を超え

る約30名が営業を継続せず売却を希望していたため、その方々の権利を２階以上にまとめて売

却する計画でございました。多くの権利者は当初から営業を希望しないことを前提とした計画

だったものでございます。現在、北九州市では、昨年８月に地元から要望を受け、Ａ建物の全

ての権利者との合意の下、公募売却を進めております。 
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 なお、議員御指摘の15億7,800万円という金額は、土地区画整理事業計画の地区全体の保留

地と保留床の処分価格の合計額、計画値を指しているものと考えられますけれど、それは旦過

総合管理運営株式会社が取得を検討したＡ建物の保留床及び換地床の譲渡額12億3,800万円と

は対象が異なっております。 

 そのような中、先月、事業者から応募辞退の申出を受けましたけれど、物価高や金利上昇、

人件費増などの最近の経済環境の急激な変化は予測が困難であり、事業性が見通せないという

事業者の辞退の理由については、企業の経営判断上、やむを得ないものと受け止めてございま

す。この事業者の申出につきましても市場の皆様への説明は進めておりまして、ぜひ旦過の価

値を高めるような事業者に来てほしい、市は新たな事業者探しに向けて引き続き頑張ってほし

いとの声をいただいております。 

 また、再整備事業の推進に当たりましては、市場の営業を継続する中での工事であることか

ら、一部の方々に御心配をおかけしていることは承知してございますが、多くの皆様からは、

大学が来ることがこれからの旦過市場には必ず必要、早く完成できるよう進めてほしいという

応援の声もいただいておりまして、引き続き丁寧に対応し、事業を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 北九州市としましては、旦過市場を愛する市民の皆様や、これまで旦過市場を支え、再整備

に協力いただいてきた権利者や店主の皆様など、旦過市場のにぎわいを楽しみにしている皆様

の思いに応えるとともに、旦過市場の価値を高め、魅力を向上させる運営事業者を早期に選定

することが重要と考えております。地元の皆様の思いに寄り添い、丁寧な説明に努め、希望に

添えるよう可能な限り対応しながら、先行するＡ地区商業施設を令和８年内にオープンさせる

べく全力で取り組んでまいりたいと考えております。以上です。 

○議長（中村義雄君）政策局長。 

○政策局長（小杉繁樹君）それでは、大項目３番目、不動産特定共同事業につきまして、都市

綜研インベストファンドの運営が厳しくなったと認識しているが、北九州イノベーションセン

ターの運営にどう影響を及ぼすと認識しているのか。それから、事業者、都市綜研インベスト

ファンドの経営状況や運営実態をどのように把握、監視していくのかの２つのお尋ねにまとめ

てお答えいたします。 

 まず、議員御指摘の市税の滞納を理由に差押えが行われたという点につきまして、どのよう

な経緯でそのようなお話が出ているのか判然としませんが、税務当局である北九州市といたし

ましては、地方税法第22条の規定に基づく厳格な守秘義務が課せられており、特定の者に係る

税務情報を外部に漏らすことはございません。一般論といたしましては、適切に納税されてい

る個人や法人につきまして、税の滞納を理由とした差押えが行われたという臆測や不確定な情

報が流布されているとするならば、その納税者の信用に関わる重大な問題を含んでいると認識

しております。 
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 北九州市も指定されている国家戦略特区は、世界で一番ビジネスがしやすい環境を創出する

ことを目的としており、その特例メニューの中に北九州市イノベーション人材マッチング支援

センターと北九州市テレワーク推進センターが位置づけられております。北九州市は、これら

の特区事業を活用して、専門的な知見やスキルを有する人材とスタートアップ企業等とのマッ

チングやＤＸ支援などに取り組んでおり、その運営を民間事業者に委託しております。これま

でも申し上げてまいりましたが、この民間事業者へのヒアリングや登記簿の閲覧、企業信用調

査会社のデータ情報などを確認したところ、民間事業者と都市綜研インベストファンドとの間

にはグランモールの一部の賃貸借以外の関係性を示す情報は確認されておりません。したがい

まして、議員お尋ねの都市綜研インベストファンドの運営状況が北九州市の特区事業に影響を

及ぼすことはないと認識しております。 

 なお、北九州イノベーションセンターは本市の特区事業であるとの御指摘がございました

が、北九州イノベーションセンターは民間事業者が開設、運営しているものであり、国家戦略

特区を活用した施設ではございません。北九州市は、特区の特例メニューを活用した２つのセ

ンターの窓口業務について民間事業者に委託し、履行状況を適切に確認する立場でございま

す。こうした中、現在、特区事業である２つのセンターの運営は通常どおり行われており、業

務遂行に何ら支障は生じていないことは確認しております。 

 次に、都市綜研インベストファンドの経営状況や運営実態についてのお尋ねでございます

が、同社が行っている不動産特定共同事業につきましては、不動産特定共同事業法第３条に基

づき、国または都道府県が許可、登録及び監督を行うことされております。したがいまして、

北九州市は当該法律に基づく許認可権限を有しておらず、同社の経営状況、運営実態を把握、

監視する立場にございません。また、繰り返しとなりますが、当該事業は北九州市の国家戦略

特区との関わりは一切ございません。 

 なお、当該事業につきましては、事業の許可、登録及び監督権限を有する国や都道府県によ

って適切に対処されるべきものと考えております。北九州市といたしましては、引き続き、国

家戦略特区制度を活用してビジネスのしやすい環境づくりと社会課題の解決に取り組み、北九

州市が掲げる稼げる町の実現につなげてまいります。以上でございます。 

○議長（中村義雄君）港湾空港局長。 

○港湾空港局長（倉富樹一郎君）大項目４つ目の北九州空港についての、空港アクセス鉄道の

検討再開に向けた具体的な課題に関する御質問にお答えいたします。 

 空港アクセス鉄道の新設は、北九州空港を活性化するための一つの方策として、従前から議

論のそ上に上がってきたものと認識してございます。その検討に当たりましては、そのルート

が将来にわたり持続可能で安定的に運営できるものとなるように、採算性の確保を含め、現実

的な課題を一つ一つ検証していくことが必要であると考えてございます。 

 こうした中、開港前の平成13年度より実現可能性の検討を開始し、平成22年度に、鉄道の規
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格やルートの異なる３つの案の採算性などを取りまとめたところでございます。この中で最も

採算性のよい在来線新門司ルートでも、事業費は平成22年度当時で680億円となっておりまし

た。 

 なお、このルートの採算性を検討するに当たっては、航空旅客に加え、新門司途中駅の設置

と駅周辺の市街地開発を前提とした多数の通勤通学の乗降者や空港従事者等が利用することを

想定してございます。このルートの採算上、必要な航空旅客数は、鉄道事業者と国、地方自治

体が３分の１ずつを負担した場合でも300万人となっているものの、事業化の検討には一定の

期間を要することから、航空旅客数が少なくとも200万人を超えた際に検討再開することとし

ております。 

 加えて、現在は当時と比べ人件費や資材コストが大幅に高騰しており、鉄道の事業としての

採算性を確保するために必要な航空旅客数はさらに増加していると考えられます。このため、

まずは北九州空港のアクセスの強化、利用促進、路線誘致の取組により、航空旅客数の拡大を

着実に進めているところでございます。 

 一方で、現在の北九州市におきましては、オープントップバスの定期運行の開始や門司港レ

トロでのホテルの開業といった観光大都市への進化に向けた動きなど、さらなる交流人口の増

加の兆しが見え始めております。また、国の空港アクセス鉄道の調査、整備に関する新たな補

助制度の創出の動きや、その活用の議論を進めている他空港の検討の動きも活発化していると

ころでございます。こういった環境の変化をしっかりと捉え、従来から議論のそ上に上ってき

た重要なテーマである空港アクセス鉄道の新設につきまして、将来にわたってどのように考え

ていくべきか、社会的、経済的、財政的状況など総合的な見地から引き続き考えてまいりま

す。以上です。 

○議長（中村義雄君）都市戦略局長。 

○都市戦略局長（小野勝也君）最後に、下関北九州道路について、将来世代にわたる負担を少

しでも減らす取組と、国と地方の負担割合をどう設定すべきか見解を伺うとの御質問にお答え

します。 

 下関北九州道路は、昨年12月、山口県及び北九州市による都市計画決定がなされました。こ

れは、法定手続を経て計画の骨格が公的に確定したものであり、構想段階から具体段階へ移行

する大きな第一歩であると認識しております。さらに、本年１月には、国の諮問機関である社

会資本整備審議会国土幹線道路部会におきまして、下関北九州道路の整備に向け、道路ネット

ワークの在り方などについて議論が行われました。この中で、本州・九州連絡小委員会が設置

され、本道路の役割や有料道路事業の活用などが検討され、基本方針が取りまとめられること

となっております。 

 お尋ねの、負担を少しでも減らす取組や国と地方の負担割合の設定についてでございます。

本事業は規模が大きいプロジェクトであることから、将来世代に過度な負担を残さないという
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観点は北九州市としても重要であると認識しております。一方で、現時点では事業手法や事業

費など負担の前提となる事項が確定しておらず、国と地方の負担割合について具体的に言及す

ることは時期尚早かつ困難でございます。仮に、地方自治体に一定の負担が生じる場合であっ

ても、その負担が過度とならないよう、これまでも国に対し、有料道路事業の活用を含め、地

方負担が極力軽減される事業手法を取ることを継続して強く要請してまいりました。今後も、

関係自治体とも連携し、国における検討の進捗を注視しつつ、将来世代にわたる負担も踏ま

え、適切に対応してまいりたいと考えております。 

 下関北九州道路は、経済的に見ましても北九州市の産業基盤を強化する重要な事業であり、

投資による経済発展を促し、税収増につなげ、市の財政にもプラスの影響を与えるといった好

循環をつくれるよう、着実な事業推進に取り組んでまいりたいと考えております。答弁は以上

でございます。 

 失礼しました。先ほど、国の審問機関である本州・九州連絡小委員会と申しましたが、正確

には本州・九州連携小委員会でございます。訂正します。 

○議長（中村義雄君）２番 佐藤議員。 

○２番（佐藤栄作君）御答弁ありがとうございました。それでは、順不同になりますけれど

も、第２質疑を行いたいと思います。 

 まず初めに、市営住宅の集会所へのエアコン設置についてであります。御承知のとおり、北

九州市は政令市の中で最も高齢化が進んでいる町であります。だからこそ、本市が掲げている

健康増進、それから社会参加、そして、市長も今回の提案理由説明でも述べられましたけれど

も、地域の力を強めていくということを政策目標に掲げておられるわけであります。ですか

ら、これを理念にとどめるわけにはいかないと。しっかりこの理念を現場で具体化させていく

ということが私は大事だと思っております。その基盤が、まさに市営住宅の集会所になってい

るということです。 

 ただ一方で、猛暑が常態化しています。夏場にサロン活動を休止せざるを得ないという状況

に陥っている集会所はたくさんあるわけであります。このままだと、こうした地域住民の皆さ

んの健康増進や社会参加、交流の場、その機会を喪失させてしまうことになる。それは政策目

標を実現することに私つながらないと思っていますので、何度も申し上げてきましたけれど

も、財政的に厳しい中で、無条件で全てつけてくれということではありません。一定の条件の

下、この環境整備を進めてほしいと思っているわけであります。改めてもう一度、その点につ

いて答弁いただきたいと思います。 

○議長（中村義雄君）都市整備局長。 

○都市整備局長（持山泰生君）先ほども御答弁いたしましたとおり、昨今の地球温暖化の進行

等考えますと、集会所にエアコンを設置することの意義は十分に理解しております。ただ、検

討を進める中で、これまで住民の皆様で設置していただいたところとのバランスであるとか、
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費用の負担の在り方ですね。集会所を利用しない方が、エアコンを設置することによって基本

電気料が上がりますので、その辺の負担をどうするのかとか、実際に使う時間の電気使用料を

どうするのかとか、そういう運営上の課題も整理していかないといけないと考えてございます

ので、猛暑への対応とか利用実態とか踏まえまして、夏季における安全で継続的な活動を支援

する観点から課題解決には取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（中村義雄君）２番 佐藤議員。 

○２番（佐藤栄作君）思いは受け止めていただいているということは理解をしております。た

だ、やっぱりもう少し踏み込んで、迅速な対応をお願いしたいなと思います。集会所でのサロ

ン活動、市営住宅の皆さんは楽しみにしている方たくさんいます。そして、善意のある周辺の

町内にお住まいの方々がボランティアとしてこの活動を主催している、やりがいを持っていま

す。まさに、ここに地域の力の原点が僕はあると思っていますので、市長、ぜひそこは現場の

皆さんの思いを受け止めていただいて、この厳しい夏を乗り越えて、通年で活動ができるよう

な拠点をしっかりと整備していただきたいということを強く要望しまして、次の質問に入りま

す。 

 それでは次に、旦過についてなんですけれども、改めて申し上げたいと思います。私は、昨

年６月の議会において、この事業の行方を不安視する質問をさせていただきました。そして、

その不安は時間の経過とともに拡大をしていると感じています。市長は、この事業を、100年

の歴史を次の100年へつなぐ一大プロジェクトと先ほど語られました。その思いは否定をいた

しません。しかし、今語られている壮大な構想、それと現場で起きている現実との間に大きな

かい離があると私は思っています。 

 まず、市場分析と事業見通しの甘さなんですけれども、なかなか見通しが立たない、予測が

難しいという答弁でしたが、本事業は当初から、半数以上の再出店は見込めない状況からスタ

ートしていると。それから、物価高騰、金利上昇は既に進行していた。その条件の下でスター

トしているわけであります。それにもかかわらず、それらのリスクを十分に織り込まず公募を

実施した。その結果として、唯一の応募事業者は辞退をしたということになりました。さら

に、再鑑定によって価格が下がる可能性まで今生じているわけであります。これは外部環境の

問題ではなくて、私はやはり市による市場分析と事業設計の問題があったと考えています。 

 それから、しなやかで柔軟な対応と言われました。その現実とのかい離であります。市は、

繰り返し、安全な市場、魅力ある市場、市民利益の最大化と説明されていますけれども、しか

し、現実には多くの店舗が再出店を断念している。度重なる工事内容の変更とそれに伴う事業

費の上積み、工期延期、旦過総合管理運営による買戻しの断念、応募事業者の辞退と公募価格

の再鑑定といった事態が今続いているわけです。答弁からは、混乱はないという認識を持って

いるような印象を持ちましたけれども、この状況をもって混乱がないとは言えないはずであり

ます。現場の肌感覚を持ち合わせていないということが私は最大の問題なんだろうと思ってい
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ます。 

 それから、市民利益の最大化と言われました。じゃ、これは何なのかということなんです。

市長は市民利益の最大化と言われましたけれども、しかし、売却価格の下落の懸念、それから

財政負担の拡大、事業性の悪化、この状況のどこに利益の最大化があるのか。市民利益をどの

ように定義して、どの指標で判断するのか。財政指標なのか、再出店率なのか、エリア価値な

のか、雇用創出なのか、具体性に欠けていると言わざるを得ません。 

 そこで、お伺いしたいんですけれども、この市民利益というものをどう定義し、どんな指標

で判断するのかお答えください。 

○議長（中村義雄君）産業経済局長。 

○産業経済局長（柴田泰平君）いろいろお話をいただきました。佐藤議員と現状認識について

かなりかい離があるなということは思っておりますので、私自身、これまでの経緯も含めて少

し御説明させていただいて御質問に答えたいと思います。 

 まず、この事業は、答弁でも少し申し上げましたけど、平成21年と平成22年に大水害があっ

て、安全な市場をつくるということが大前提です。川に店舗がせり出した形で設置をしていま

したので、それを移転するということになりますから、結局、今の旦過の土地では足りないわ

けですよね。なので、立体換地というあまり日本でも例のない難しい手法を使って、２階にも

店舗を入れてという形で事業がスタートしたわけです。そういう意味で、もともと極めて難し

い、いろんな意味で、技術的にも難しい仕事だったということは御理解いただけると思いま

す。 

 その中で、令和６年から大学も入ってくるということで、ある意味、まさにこれからの

100年をつくるプロジェクトということになってきたわけですけど、私自身、産業経済局長と

しまして日々の職員の仕事ぶりも見ておりますので、その点も含めてお話ししたいと思うんで

すけれど、本当に担当職員は毎日現場に足を運んで、商店街の会合があれば昼夜を問わず行っ

ていますし、イベントがあれば土日も含めて、毎日のように仕事をしているわけです。そんな

中、先ほど都市整備局長からも答弁ありましたけれど、事業の進捗についてはきちんと丁寧に

説明させていただいています。佐藤議員からは小出しにというお話ありましたけど、それはも

ういろんなことがあります。工事をすればいろんなものが出てくるし、なかなかうまくいかな

いこともたくさんあるわけで、その都度、私どもとしては丁寧に公表、商店の皆様にもお知ら

せしてきたという認識であります。ですので、私どもとしては全力を挙げてこの事業に取り組

んでいるということはぜひとも御理解いただきたいなと思っております。 

 そこで、市民利益ということでありますけど、最初にちょっと申し上げましたけど、まずは

安全な市場をつくるということが最大の利益であります。加えまして、魅力ある市場をつくっ

て、多くの方に来訪していただいて、北九州の新たな観光拠点とするということがあるわけで

す。だから、その２つを実現するということはどういうことかといいますと、答弁で申し上げ
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ましたけど、できるだけ早期に事業を進めるということでありますので、私どもとしては、Ａ

地区に関して申し上げますと、Ａ地区の商業地区を年内にスタートできるように全力で取り組

んでまいりたいと考えてございます。以上です。 

○議長（中村義雄君）２番 佐藤議員。 

○２番（佐藤栄作君）局長が言われるとおり、現場の職員の皆さんが休む間もなく一生懸命頑

張っていただいているのはよく理解しております。全力を尽くしておられるのも理解をしてい

るんですけれども、ただ、やはり現場からも、我々市議会議員というのはいろんな声が届いて

くるわけであります。今まで聞いてきた話と違う結果になっているとか、いろんな不安の声も

届くわけですから、そこは、私は現場の声をしっかりと届けないといけないということ、その

思いはぜひ局長理解していただきたいと思います。 

 今、局長からスピード感という話がありました。それが市民利益につながっていくんだと、

最大化につながっていくんだということでありましたけれども、これから市は再鑑定に基づい

て早期に事業者を選定するということになるようですが、私はこの最適化というのが安売りに

なってはならないんだろうと思います。重要なのはスピードではなくて、価値を高める再生で

あるはずであります。これ60億円投じてきました。その先に、結果的にどこにでもある再開発

ビルになってしまってはいけないんですよね。それは、旦過市場の再生ということには私なら

ないと思います。 

 ここで一番大事なのは、じゃ、本当に何を守るべきなのかということ。この事業は単なる不

動産事業ではなくて、市長も言われたように、100年続く旦過市場の未来、これを次の100年ど

う描いていくかという、その覚悟が問われているわけであります。ですから、真に市民利益を

得るために必要なことは、長年この地を支えてきた店主の皆さんが新しい市場でも活躍できる

こと、そして新規出店者と調和が図られること、エリアとして価値が向上していくこと、財政

負担の明確化、市場関係者との真の合意形成であると思います。これらの丁寧な積み上げの先

に市民利益の最大化というものが私はあるんだろうと思っております。ぜひ、そこは市長もし

っかりと思いを、現場の皆さんの思い、それから議会の声にもしっかりと耳を傾けていただい

て進めていただきたいと思います。 

 それでは次に、不動産特定共同事業についてであります。これも時間がないので要望という

形にしたいと思いますが、本件については、かねてより市は、市にとって何ら影響はないとい

う発言を繰り返されているんですけれども、私、これは単なる個別事業者の問題ではなくて、

都市リスクの問題であると言ってきました。この問題の本質は３点あります。第１に、市民の

資産毀損リスク、それから第２に、空間の荒廃による負の遺産化リスク、そして３点目に、都

市ブランドの毀損リスクであります。とりわけ問題なのは、グランモールには特区施設が置か

れているという点であります。都市政策上の拠点が事業者の財務問題に直結するリスクに侵さ

れるという構造になっていることは、私は重大だと思っています。市長も日頃から、アテンシ
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ョンを集める、ブランディングと述べておられます。この現状は、実はマイナスのアテンショ

ンを集めているように思えてなりません。この状態を放置すれば、ブランド形成どころか、負

の遺産につながってしまうのではないかと思います。 

 今回、私、誰でも入手可能な登記簿情報を基に質問させていただいているわけですけれど

も、本件の大阪市内の土地については強制競売の登記がなされていると承知しております。つ

まり、差押えから執行段階に入っているということなのかなと思います。ここで懸念されるこ

とは、今後、グランモールそのものが他都市または債権者によって差し押さえられる。また、

第三者債権、すなわち北九州イノベーションセンターから家賃収入が差押えの対象となるおそ

れであります。ぜひ、政策局においては、特区施設が機能停止に陥らないように、最悪のシナ

リオを想定したリスクマネジメント計画を策定するよう強く求めたいと思います。 

 時間がないので、それでは最後に、下北道路であります。まず、確認なんですけれども、道

路法第50条、国道の管理に関する費用負担の特例等及び地方自治法第252条、指定都市の事務

の特例について、市としてどのように整理をされているのか教えてください。 

○議長（中村義雄君）都市戦略局長。 

○都市戦略局長（小野勝也君）議員のお尋ね、要は道路を整備する場合の負担のお話だろうと

思うんですけど、道路法によりますと、いわゆる国道を国が直轄で整備する場合の費用負担が

明記されています。その場合、国が３分の２、そこの道路がある都道府県が３分の１。政令市

は、そこの場合は都道府県を政令市と読み替えると認識しております。 

○議長（中村義雄君）２番 佐藤議員。 

○２番（佐藤栄作君）私は、本事業はこの条文が適用されると推察していますので、その場

合、政令指定都市である北九州市に費用負担が生じるんだろうと思います。この事業実現の鍵

となるのは、この地元負担分を２県、１政令市、そして１中核市でどうやって分担していくの

かだと思います。その調整の最前線に立つのが私たち北九州市です。なので、山口県と横並び

の、事実上の第１プレーヤーであります。 

 ここで皆さんに知ってもらいたいんですけれども、実は、この法律の今の立てつけでは、福

岡県には法的にこの負担を負う義務はないんですね。だからこそ、市の負担をどうやって軽減

させていくのか。そのためには福岡県との関係を良好に保っていく、そして負担をしてもらえ

るような関係を築けるかどうか、これが決定的に重要であると私は思っております。ここにト

ップの調整力が問われるんだと思います。かつてない規模の事業であります。市議の一人とし

て、北九州市の財政体力で本当に賄えるのかという不安を感じているわけであります。ぜひ、

市長には福岡県、そして県議会との関係を緊密かつ良好に保つようなトップマネジメントをや

っていただきたいと思います。 

 大型公共事業というのは、制度や理屈だけでは進まないわけであります。旦過市場の再整備

もしかり、それから空港の機能強化もしかり、そして下関北九州道路もしかりであります。成
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否を分けるのは、国と県との信頼関係、そして説明力、そして市長の熱意であります。この調

整力というのは、まさに北九州市が培ってきた強みであります。片山副市長、末吉市長の下で

そうした力を遺憾なく発揮されてこられたと思います。その積み重ねの上に、私たちは今立っ

ているわけであります。こうやって先人の皆さん方が培ってきたその力を、行政の技術を、し

っかりとこれからの北九州市の未来のためにも使っていただきたいと思っています。そのため

には、やっぱり対話能力です。市長、こうしたコミュニケーションや対話の力、これは決して

ＡＩで幾ら壁打ちしたって身につくことはありません。ぜひ、人と向き合って、そして膝を交

えて信頼を積み重ねる、そんな姿勢であってほしいなと思います。市長、どうかこの町のため

に器を大きくしていただいて、県、県議会との対話、これを重ねていただきたいと思います。

そのトップの姿勢が今問われているわけであります。エールを送りたいと思いますので、しっ

かり一緒になって頑張っていきましょう。終わります。 

○議長（中村義雄君）以上で質疑は終わりました。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案66件のうち、議案第１号から27号ま

で、29号から34号まで、36号、38号、39号、41号から43号まで、45号、46号、48号から50号ま

で、54号、65号及び66号の47件については、議員全員をもって構成する令和８年度予算特別委

員会を設置し、これに付託することにしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。 

 次に、議案第28号、35号、37号、40号、44号、47号、51号から53号まで及び55号から64号ま

での19件については、お手元配付の議案付託表のとおり、所管の常任委員会にそれぞれ付託い

たします。 

 お諮りいたします。ここで令和８年度予算特別委員会の委員長及び副委員長の選任について

を日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決定いたしました。 

 令和８年度予算特別委員会の委員長及び副委員長の選任についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。委員長に泉日出夫委員を、副委員長に伊藤淳一委員を選任したいと思い

ます。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり。） 

 御異議なしと認めます。よって、そのとおり選任いたします。 

 本日の日程は以上で終了し、次回は３月10日午前10時から会議を開きます。 

 本日はこれで散会いたします。 

午後３時47分散会 
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議 案 付 託 表 

 

令和８年２月定例会 

総務財政委員会 

議案番号 件           名 

第28号 令和７年度北九州市一般会計補正予算の専決処分の報告について 

第35号 法人の市民税の課税の臨時特例に関する条例の一部改正について 

第55号 令和７年度北九州市一般会計補正予算（第７号）のうち所管分 

 

経済港湾委員会 

議案番号 件           名 

第55号 令和７年度北九州市一般会計補正予算（第７号）のうち所管分 

第57号 令和７年度北九州市渡船特別会計補正予算（第２号） 

第59号 令和７年度北九州市港湾整備特別会計補正予算（第２号） 

第64号 令和７年度北九州市公営競技事業会計補正予算（第１号） 

 

都市ブランド教育委員会 

議案番号 件           名 

第55号 令和７年度北九州市一般会計補正予算（第７号）のうち所管分 

 

保健福祉子ども委員会 

議案番号 件           名 

第37号 
北九州市難病の患者に対する医療等に関する法律の規定に基づく過料に関する

条例の一部改正について 

第40号 北九州市児童福祉法の規定に基づく過料に関する条例の一部改正について 

第55号 令和７年度北九州市一般会計補正予算（第７号）のうち所管分 

第56号 令和７年度北九州市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

環境水道防災委員会 

議案番号 件           名 

第44号 北九州市火災予防条例の一部改正について 

第55号 令和７年度北九州市一般会計補正予算（第７号）のうち所管分 

第62号 令和７年度北九州市上水道事業会計補正予算（第１号） 

第63号 令和７年度北九州市下水道事業会計補正予算（第１号） 
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都市戦略整備委員会 

議案番号 件           名 

第47号 自然史・歴史博物館熱源改修工事請負契約締結について 

第51号 
基本財産の額の増加に係る福岡北九州高速道路公社の定款の変更に関する同意

について 

第52号 建物の取得について 

第53号 旦過地区立体換地建築物整備業務委託契約の一部変更について 

第55号 令和７年度北九州市一般会計補正予算（第７号）のうち所管分 

第58号 令和７年度北九州市土地区画整理特別会計補正予算（第２号） 

第60号 令和７年度北九州市土地取得特別会計補正予算（第２号） 

第61号 令和７年度北九州市駐車場特別会計補正予算（第１号） 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


